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情報通信

機 器

土 地

建物 ・ その他

の 有 形 固 定

資 産
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② 有 給 役 員

常 用 雇 用 者

①  個人業主 （個人

　　経営の事業主）

　 及 び 無 給 の

　 家 族 従 業 者

※  ( 就業時間換

算雇用者数)
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⑤  臨 時 雇 用 者

  （ 常 用 雇 用 者 以    

　 外 の 雇 用 者 ）

総 計
（①から⑤の合計）

総計 （①～⑤の 

合 計 ） の う ち、

別 経 営 の 企 業

に 派 遣 し

て い る 人

総 計 の ほ か に 別

経 営 の 事 業 所 か

ら派遣されている人

○�「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間����

を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人
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部 門
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平成２０年特定サービス産業実態調査

イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 業

調 査 票 記 入 注 意

この調査票にお答え頂いた内容は、統計作成上

の目的以外に使用されることはありません

平成２０年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（事業所）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、事業所単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容

に応じて、「事業所」若しくは「インターネット附随サービス業務」について「あなたの事

業所」に関する内容を記入してください。同一企業内の他の事業所分は含みません。

Ⅱ．調査対象となる事業所

この調査の対象となる事業所は、日本標準産業分類（JSIC）小分類４０１－インターネット附

随サービス業に格付けされる事業所です。具体的には、主としてインターネットを通じて、通

信及び情報サービスに関する事業を行う事業所であって、他に分類されない事業所が調査の対

象となります。

◆ただし、次のような業務を行う事業所は調査の対象となりません。

①電子計算機のプログラムの作成及びその作成に関する調査、分析、助言

→ソフトウェア業（JSIC小分類391）

②情報処理・提供サービス業（JSIC小分類392）

（注）ソフトウェアの作成から一貫して行うアプリケーション・サービス・プロバイダー

（ＡＳＰ）、システム等管理運営受託、情報提供サービス等の業務はインターネット

附随サービス業の調査の対象とはなりません。また、ソフトウェアを購入し複数の利

用者にネットワーク経由で提供し対価として利用料を徴収するサービス業務や、サー

バーホスティング・ハウジング業務、コンテンツ配信業務などは、一部の業務が情報

処理・提供サービス業に類似しており調査の対象とらないような場合もありますが、

本調査の対象となる業務の詳細については本記入注意の５～７頁をご覧ください。

※①及び②を主業として営んでいる場合は、「ソフトウェア業，情報処理・提供サービス業調査」

の対象となります。

※当該調査では、平成14年3月改定の日本標準産業分類上の定義を用いています。
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③自身で在庫を持ち、インターネットを利用して通信販売を行う業務

→卸売・小売業（JSIC大分類J）

④インターネットバンキング業→銀行（中央銀行を除く）（JSIC小分類612）

⑤インターネット広告業→他に分類されない広告業（JSIC細分類8999）

※⑤を主業として営んでいる場合は、「広告業調査」の対象となります。

（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な

分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類し

たものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、

細分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

インターネット附随サービス業（JSIC小分類番号：401）

インターネット附随サービス業（JSIC細分類番号：4011）

主としてインターネットを通じて、通信及び情報サービスに関する事業を行う事業所で

あって、他に分類されない事業所をいう。

【例示】 サーバ・ハウジング業；ＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロバイダ）；電子認証業；

情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業；ポータルサイト運営業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 事 業 所 名 （１）「Ⅰ 事業所名」については、あらかじめプリントされている事業所の名称

及び所在地 が違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの事業所の正式な名称を

記入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、事業所名の「フリガナ」についてはカタカ

ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分

及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 事業所の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではなく、

あなたの事業所が実際に事業を行っている場所を記入してください。

（３）「Ⅲ 本社の所在地」については、あなたの事業所が支社、支店及び営業所

である場合に、登記上の本社の所在地ではなく、実際に事業を行っている本

社の場所を記入してください。したがって、あなたの事業所が本社である場

合は、この項目に記入する必要はありません。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あなたの事業所が該当する経営組織の番号を

資 本 金 額 ○で囲んでください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの事業所が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資

本金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（株

式会社、有限会社）又は出資金額（合資会社、合名会社、合同会社）が１万

円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上１万円未満の場合

は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください｡）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社、

相互会社などをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有し

２ 会社以外 ない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

３ 本社・支社別 「Ⅰ 事業所の本社・支社別」については、あなたの事業所が該当する本社・

支社別の番号を○で囲んでください。

また、本社・支社別の内容は以下の表を参照してください。なお、親会社と

子会社はそれぞれ独立した企業で、「本社」、「支社」の関係はありません。

１ 単独事業所 他の場所に、同一経営の本社・本店や支社・支店及び営

業所などを持たない単独の事業所をいいます。

他の場所に、同一経営の支社・支店及び営業所があって、

それらのすべてを統括している事業所をいいます。

２ 本 社 なお、本社・本店の各部門がいくつかの場所に分かれて

いるような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「２

本社」とし、ほかの事業所は「３ 支社」とします。

３ 支 社 他の場所にある本社・本店の統括を受けている事業所を

いいます。

◎以下の調査事項（番号４～７）については、あなたの事業所のみの金額（又は割合）等を記入して

ください。他の事業所分は含みません。

４ 年間売上高 （１）「Ⅰ 事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」

① 事業所の年間売上高については、あなたの事業所が平成１９年１１月１日か

ら平成２０年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益や

所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の事業所の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、本社・支社（営業所）間及び支社（営業所）相互間

の企業内取引によるサービス提供を行った場合は、提供価格若しくは振替

仕切額（提供価格若しくは振替仕切額がない場合は、そのサービス提供原

価）を含めてください。

③ 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却による

収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」に占める業務別売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「事業所の年間売上高」について、

「インターネット附随サービス業務」及び「その他業務」に分けて業務別

年間売上高を記入してください。

② 「インターネット附随サービス業務」の内容については、本記入注意の「Ⅱ．

調査対象となる事業所」において記載されている業務（１～２頁参照）に

基づきますので、当該部分を参照してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（ つ づ き ） ③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他業

務の内訳」の表に、「その他業務」全体の売上高に対する当該業務（売上高

がある業務）の売上高の割合を記入してください。例えば、「情報サービス

業務」の売上高がある場合は、「その他業務の内訳」の表の「情報サービス

業務」の欄に、「その他業務」全体の売上高に対する「情報サービス業務」

の売上高の割合を記入してください。

なお、「その他業務の内訳」の表における業務の内容については、記

入注意 の「５ 年間売上高の契約先産業別割合」に記載している産業別

区分（７～８頁参照）に従ってください。

（３）「Ⅲ 「インターネット附随サービス業務」の年間売上高の業務種類別割合」

① 「インターネット附随サービス業務」について、矢印に従って該当する業

務の表に、年間売上高の業務種類別の割合を、合計が１００％となるよう

に整数で記入してください（対象となる業務については、国内・国外取引

を問いません）。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大きい

ところで調整してください。

② 業務種類別割合は、次の区分に従って記入してください。

業 務 種 類 内 容 例 示

○インターネットを通じて、通信及び情報サービス

サ ー バ ー に関する事業を行うためのサーバーを設置する場所

ハウジング業務 の賃貸及び当該サーバーの管理等を行う業務をいい

ます。

○インターネットを通じて、通信及び情報サービス

サ ー バ ー に関する事業を行うためのサーバーの一部又は全部

ホスティング業務 の賃貸及び当該サーバーの管理等を行う業務をいい

ます。

○セキュリティ設計やアクセス制御、ネットワーク監視

セキ ュ リ テ ィ 等を行い、ウィルスや不正アクセスから顧客ネットワー

サービス業務 クを守るサービスを提供する業務をいいます。

○ネットワーク上の個人・法人の本人確認を行う電子認

電子認証業務 証業務をいいます。

課 金 ・ 決 済 ○ネット決済、電子マネー等、インターネット上での決

代 行 業 務 済に関し、利用者と販売店の仲介を行う業務をいいます。

○ソフトウェアを購入し、オフィスアプリケーションを

Ａ Ｓ Ｐ 業 務 複数の利用者にネットワーク経由で提供し、対価とし

（ソフトウェア て利用料を徴収するサービス業務をいいます。

開発を除 く ） ※ただし、以下の業務はインターネット附随サービス業

務の売上とはなりません。

・ソフトウェアの開発から一貫して行うもの（情報処理・

提供サービス業となるため、調査票の４．Ⅱ「その他

業務」の中の「情報サービス業務」に含めてください。）。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（つづき） 業 務 種 類 内 容 例 示

○一般利用者や会員向けの総合サイト、専門サイト（検

索サイト、ショッピングサイト等）を運営し、一般利

用者等が当該サイトを視聴した頻度（アクセス回数）

等を活用して広告料やスポンサー料等の収入を得る業

サ イ ト 運 営 務をいいます。

業 務 ○サイト内の有料サービスの利用による利用料収入、

ショッピングモールサイトへの登録料・利用料収入も

ここに含めます。

○ただし、音楽、映像等のデータを販売する業務は「コ

ンテンツ配信業務」となります。

※ただし、以下の業務はインターネット附随サービス業

務の売上とはなりません。

・書籍、商品等の在庫を持ち、販売サイトを通じて行う

通信販売（小売業となります。）

○ソフトウェアの開発を行わず、インターネット上で映

像、音楽、オンラインゲーム等を配信する業務はイン

ターネット附随サービス業務の売上となります。

※ただし、以下の業務はインターネット附随サービス業

コ ン テ ン ツ 務の売上とはなりません。

配 信 業 務 ・不動産情報、気象情報及び経済情報等の情報を収集・

加工し、情報の提供を行う業務（情報処理・提供サー

ビス業の「データベースサービス業務」となります。）

・販売物が物品である場合（小売業となります。）

そ の 他 ○インターネットを通じてサービス提供を行う業務で

あって上記以外の業務をいいます。

（４）「Ⅳ 「インターネット附随サービス業務」の年間売上高の収入種類別割合」

① 「インターネット附随サービス業務」について、年間売上高の収入種類別

の割合を、合計が１００％となるように整数で記入してください（対象と

なる業務については、国内・国外取引を問いません）。なお、合計が１００％

にならない時は、割合の最も大きいところで調整してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（つづき） ② 業務種類別割合は、次の区分に従って記入してください。

収 入 区 分 内 容 例 示

○法人から得る収入

法 広 告 収 入 ○ネット広告掲載の対価として得る収入

人

か 手数料収入 ○サイト上でのオークションに係る取扱手数料、ショッ

ら ピングに係る販売手数料、出店に係るテナント料及び

の 商品やサービスの売買に伴う決済機能提供に係る決済

収 手数料等による収入

入

利用料収入 ○サイト上で各種システム等を提供することによる利用

料収入

そ の 他 ○法人から得る上記以外の収入

○個人から得る収入

個

人 ○サイト上でのオークションに係る取扱手数料、ショッ

か 手数料収入 ピングに係る販売手数料、出店に係るテナント料及び

ら 商品やサービスの売買に伴う決済機能提供に係る決済

の 手数料等による収入

収

入 利用料収入 ○サイト上で運営しているオークションへ参加するため

のシステム利用料等による収入

そ の 他 ○個人から得る上記以外の収入

５ 年間売上高の （１）「Ⅰ「インターネット附随サービス業務」の年間売上高の契約先産業別割

契約先産業別 合」について

割合 ① 契約先（取引相手）の各産業の割合の合計が１００％となるように整数で

記入してください。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大

きいところで調整してください。

② 契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

産 業 区 分 業 種 例 示

土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、左官

建 設 業 工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事業、電気

通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊維

製品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工

品、印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、プラス

製 造 業 チック製品、ゴム製品、なめし革・ 同製品・毛皮製品、

窯業・土石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、一般機械、

電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイス、輸送用機械、

精密機械、武器等の製造業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 産 業 区 分 業 種 例 示

割合（つづき） 電気・ガス・ 電気業、ガス業、熱供給業、水道業

熱供給・水道業

通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、電

気通信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、民間放

情報通信業 送業、有線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業又は情

（同業者を除く） 報処理・提供サービス業)、映像・音声・文字情報制作業（映

像情報制作・配給業、音声情報制作業、新聞業、出版業、映

像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業）

鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運

送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業、

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動

運 輸 業 車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業、外航

海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業、航空運送業、

航空機使用業、倉庫業、冷蔵倉庫業、港湾運送業、貨物運送

取扱業、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、その他の

運輸に附帯するサービス業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所、

小 売 業 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係金融

金 融 ・ 機関、貸金業・投資業等非預金信用機関、証券業、商品先物

保 険 業 取引業、補助的金融業、金融附帯業、保険業（含、保険媒介

代理業、保険サービス業）

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業

食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その

飲 食 店 , 他の一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、

宿 泊 業 酒場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その

他の宿泊業

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、司

法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、

土木建築サービス業、著述・芸術家業、写真業、その他の専

門サービス業（興信所、社会保険労務士事務所、経営コンサ

ルタント業など））、学術・開発研究機関、洗濯・理容・美容・

浴場業、その他の生活関連サービス業（旅行業、家事サービ

サービス業 ス業、衣服裁縫修理業、物品預り業、火葬・墓地管理業、冠

婚葬祭業等）、娯楽業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等

修理業、物品賃貸業、広告業、その他の事業サービス業（速

記・ワープロ入力・複写業、商品検査業、計量証明業、建物

サービス業、民営職業紹介業、警備業、他に分類されない事

業サービス業）、政治・経済・文化団体､宗教､その他のサービ

ス業（集会場、と畜場、他に分類されないサービス業）、外国

公務（外国公館、その他の外国公務）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 産 業 区 分 業 種 例 示

割合（つづき） 公 務 国家及び地方公務

同 業 者 「インターネット附随サービス業」の同業者（同一企業間の

企業内取引を含む）

農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、歯科

診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業）、

そ 保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保健衛生）、社

の 会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業団体、福祉事務

そ 他 所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、

の その他の社会保険・社会福祉・介護事業）、学校教育、その

の 産 他の教育,学習支援業（社会教育、職業・教育支援施設、学習
業 塾、教養・技能教授業（外国語会話教授業、スポーツ・健康

他 教授業、フィットネスクラブなど））、複合サービス事業（郵

便局、協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてください。

個 人 契約先が企業や各種団体が属する産業ではなく、直接個人を

対象としている場合は、ここに含めてください。

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 事業所の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、あなたの事業所（企業ではありません。）が、平成

用固定資産取 １９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの１年間に要した費用について

得額 記入してください。

なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 当該年間営業費用には、営業として行っていない財産運用や財産売却によ

る費用は含めないでください。

③ 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

④ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 費 用 例 示

○平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの

１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当などで定

期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額を税込

み金額で記入してください。

給 与 支 給 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パート･

総 額 アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記入して

ください。

○事業所で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社な

ど別経営の事業所で働いている人）」がいる場合は、その

給与も含めてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 費用区分 費 用 例 示

用固定資産取 国 内 に ○業務の一部又は全部を国内の他の企業へ委託、下請け、そ

得額（つづき） 外 発注した の他の形式で発注した経費を記入してください。なお、

費 用 本社・支社・営業所間の同一企業内取引関係も外注費と

注 みなします。

国 外 に ○業務の一部又は全部を国外の他の企業へ委託、下請け、

費 発注した その他の形式で発注した経費を記入してください。なお、

費 用 本社・支社・営業所間の同一企業内取引関係も外注費と

みなします。

○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置などの

減価償却費 償却費を記入してください。

○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

土 地 ・ の賃借料を記入してください。

建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金

も含めてください。

賃 情 ○有線通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、

報 ファクシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子

借 機 通 計算機附属機器、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ(コンピュータ

械 信 設計・製造システム)などの「情報通信機器」を借りて業

料 ・ 機 務を営んでいる場合は、この１年間の賃借料を記入してく

装 器 ださい。

置 そ ○自動車などの「輸送用機器」、複写機などの「事務用機器」

の など、情報通信機器以外の機械・装置を借りて業務を営ん

他 でいる場合は、この１年間の賃借料を記入してください。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下の

ものなどをいいます。

そ の 他 の 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

営 業 費 用 消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄付

金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光熱費、

広告･宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・装置以

外の賃借料など

※営業費用の調査項目には、売上原価、販売費及び一般管理費を含めて記入して

ください。損益計算書との関係は１５頁を参照してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （２）「Ⅱ 事業所の過去１年間における営業用固定資産取得額（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 「事業所の営業用固定資産取得額」には、平成１９年１１月１日から

用固定資産取 平成２０年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古品、

得額（つづき） 建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用固定資産の取得がなかった場合は、合計欄

に「０」を記入してください。

② 年間営業用固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資産区分 資 産 例 示

機 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の有線通

械 情報通信 信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、ファ

・ 機 器 クシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子計

有 設 算機附属装置、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ（コンピュー

備 タ設計・製造システム）などの購入に要した費用

形 ・

装 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器

固 置 そ の 他 具、機械、設備、装置、備品など（情報通信機器を除く）

の購入に要した費用

定

土 地 ○土地購入に要した費用

資 ○既存の土地を整備することに要した費用

産 建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属

資 産 設備の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など

○物的な存在形態を持たない固定資産（法律的権利又は

無 形 固 定 資 産 経済的権利）の購入に要した費用をいいます。借地権、

ソフトウェア、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、

電話加入権、営業権など
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成２０年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 事業所の従業者数」

事業所の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の事業所に

派遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

なお、貴事業所において個人と契約を結んで雇用している場合は、「個

人業主」に含めるのではなく、「有給役員」以降の該当する部門に含め

て記入してください。（別経営の事業所から派遣されて当該事業所に在籍
している「個人業主」の人も含まれません。）

② 上記①において「別経営の事業所に派遣している人」がいる場合は、「総

計」の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」がいる場合
は、「総計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほ
か、在籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向
先の事業所で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いて
いる人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの事

業所の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、

給与を受けずに事業所の業務に常時従事している人

① 個人業主（個人 ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を

経営の事業主） 受けて働いている人は常用雇用者欄に記入してくだ

及 び 無 給 の さい。

家 族 従 業 者 ※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３ 個

人経営」を選択した場合のみ記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・

団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社

以外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わな

い）で報酬、給与の支払いを受けている人

② 有 給 役 員 ※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員

を兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則

によって給与を受けている人は「常用雇用者」に含

めてください。また、ただ単に名目的で業務に従事

せず、かつ役員報酬を受けていない人は除いてくだ

さい。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）
（つ づ き） 雇用形態区分 内 容 例 示

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成２０年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと呼 どと呼ばれている人

ばれている人

○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

④パート、 どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

アルバイトなど マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人

（就業時間換 ○「④ パート・アルバイトなど」に記入した従業者全員の

算雇用者数） 総労働時間（１週間分）を貴事業所（貴社）の所定労働

時間（１週間分）で除して算出した人数（下記(※)参照）

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間
（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人
外の雇用者）

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

（①から⑤の合計） 入した従業者の合計（総計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

合計）のうち、 入した人のうち、他の会社など別経営の事業所へ出

別経営の事業所 向・派遣している人又は下請けとして他の会社など

に派遣している人 別経営の事業所で働いている人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

経営の事業所か 入した人のほかに、他の会社など別経営事業所から

ら派遣されている 出向・派遣されている人又は下請として他の会社な

人 ど別経営の事業所からきて働いている人

（※）就業時間換算雇用者数記入例

例えば、１週間で２４時間勤務のアルバイトが４人いる場合は、「④パート・アル

バイト」欄に４人と記入します。あなたの会社の１週間あたり所定労働時間が４０

時間であれば、２４×４÷４０＝２．４となりますので、「就業時間換算雇用者数」

には「２」と整数で記入してください。（小数点以下四捨五入）

（４）「Ⅱ 「インターネット附随サービス業務」の部門別事業従事者数」

① 「インターネット附随サービス業務」に携わる事業従事者数（※参照）を

部門別に記入してください。１人で複数の業務を兼ねている場合でも、そ

の人の主たる業務（例えば、就業時間数の多かった部門）で区分してください。

（※）事業従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の事業

所に派遣している人」を除き、「別経営の事業所から派遣されている人」
を含めた人数をいいます。ただし、別経営の事業所から派遣されていて

も「インターネット附随サービス業務」以外の業務に従事している人は

除きます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）

（つ づ き） ② この欄では、「インターネット附随サービス業務」に携わる事業従事者数

を記入して頂きますので、調査項目との関連では下記の関係による人数と

なります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の事業所に

派遣している人」＋「別経営の事業所から派遣されている人」の

うち、「インターネット附随サービス業務」に携わる人数（事業従事者数）

③ 部門別事業従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（注）以下の各部門の「うち、別経営の事業所から派遣されている人」

については、「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」

のうち、「インターネット付随サービス業務」に従事している人数

を内数で各部門別に記入してください。

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に、総務、企画、人事、経理、予算及び営業な

どの業務に従事する人

管 理 ・ 営 業 ○各種の「インターネット附随サービス業務」の受注

部 門 契約、委託者の意向の自社内の各部門への伝達など

の業務に従事する人

※有給役員のうち、「インターネット附随サービス業務」

を担当する役員は、ここに含めてください。

うち、別経営の事業所から派遣されている人（以下の部門区分についても同じ）

企 画 部 門 ○新たなサービスやビジネスモデルの企画、既存サー

ビスの改善等の業務に従事する人

シ ス テ ム ○システムプランナー又はシステムアナリストともい

エ ン ジ ニ ア われ、主にシステム分析からシステム設計まで行い、

システム設計書を取りまとめる業務に従事する人

プ ロ グ ラ マ ○システム設計書により、プログラムの設計及びプロ

グラム作成の業務に従事する人

研 究 員 ○エコノミスト、アナリスト、その他の調査研究プロ

ジェクトなどの業務に従事する人

ユ ー ザ ー ○サービス利用者からの問い合わせ等への対応業務に

サ ポ ー ト 従事する人

そ の 他 ○上記以外の業務に従事する人
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１　 会　  社

２   会 社 以 外

の 法 人 ･

団    体

３  個 人 経 営

１

２

３
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製 造 業 務
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卸 売 ・

小 売 業 務
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CM

- � -

映 画 の 制 作 ・

配 給 収 入

そ の 他

ビデオ （ＤＶＤを

含む。） 版権収入

テレビ放映権収入

商 品 化 権 収 入

リ メ イ ク 権 収 入

受 託 制 作 収 入

テ レ ビ 映 画

制 作 収 入
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ビデオ （ＤＶＤを

含む。） 版権収入

テレビ番組 ( テレビ

コ マ ー シ ャ

ル を 含 む。）

制作 ・ 配給収入

受 託 制 作 収 入

そ の 他

ビデオ （ＤＶＤを

含 む。） 制 作 ・

発 売 収 入

ビデオ （ＤＶＤを

含む。） 版権収入

そ の 他
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劇 場 用 映 画

教 育 映 画

記 録 映 画

そ の 他

劇 映 画

アニメーション

出 資 制 作

共同出資制作

受 託 制 作

出 資 制 作

共同出資制作

受 託 制 作
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DVD

DVD

DVD

DVD

DVD

BGV
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アニメーション

アニメーション

教 育

映画、 ドラマ ○オリジナルビデオとして制作した映画、ドラマ作品
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※  ( 就 業 時 間

換算雇用数)

※

無形固定資産

土　　 地

②�　上記①において「別経営の企業に派遣している人」がいる場合は、「総計」

の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③�　「総計のほかに別経営の企業から派遣されている人」がいる場合は、「総

計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④�　派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在

籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向先の企業で働

いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いている人をいいます。

機

械

・

設

備

・

装

置

※
有

形

固

定

資

産
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常 用 雇 用 者

④パート、

　アルバイトなど

※ （就業時間換

　　算雇用者数）

（常用雇用者以外  
の雇用者）
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総 計 の ほ か に 別

経 営 の 企 業 か ら

派 遣 さ れ て い る 人

企 画 部 門

制 作 部 門

配 給 部 門

宣 伝 部 門

そ の 他
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平成２０年特定サービス産業実態調査

音 声 情 報 制 作 業 調 査 票 記 入 注 意

この調査票にお答え頂いた内容は、統計作成上

の目的以外に使用されることはありません

平成２０年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（企業）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、企業単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容に応じ

て、「企業全体」若しくは「音声情報制作業務」について「あなたの企業」に関する内容を記入

してください。子会社など連結する他の企業分は含みません。

Ⅱ．調査対象となる企業

この調査の対象となる企業は、日本標準産業分類（JSIC）小分類４１２－音声情報制作

業に格付けされる企業です。

具体的には、レコード（音楽 CD、音楽テープなどの音楽ソフトを含む。）の企画・制作、
レコード以外の音声情報（映画用、テレビ番組用（CM用を含む。）などの音楽を含む。）

の企画・制作、ラジオ番組の制作を主業として営む企業が調査の対象となります。

◆ただし、次のような業務を行う企業は調査の対象とはなりません。

① 音声情報を記録した物を大量複製のみを行う企業（オーディオディスクレコード製造

業：日本標準産業分類細分類３２９６）。

② 音声情報を記録した物を購入して販売する企業（他に分類されないその他の小売業：

日本標準産業分類細分類：６０９９）。

③ 音声情報を記録した物を賃貸する企業（音楽・映像記録物賃貸業：日本標準産業分類細

分類８８９２）→「その他の物品賃貸業調査」の対象となります。

④ ラジオ放送事業を行っている企業（ラジオ放送業：日本標準産業分類細分類：３８２２）

※当該調査では、平成14年3月改定の日本標準産業分類上の定義を用いています。
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（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的

な分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を

分類したものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、

小分類、細分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

音声情報制作業（JSIC小分類番号：412）

① レコード制作業（JSIC細分類番号：4121）

主としてレコードの企画・制作を行う事業所をいう。

【例示】 レコード会社；音楽出版会社

ここでいう「レコード」とは、オーディオディスク、アナログ・ディスク・レコードなどが代表的なもの

であり、音声（音楽）の記録メディアとしての音楽カセット、CDなどを含みます。

② ラジオ番組制作業（JSIC細分類番号：4122）

主としてラジオ番組の制作を行う事業所をいう。

【例示】 ラジオ番組制作業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 企 業 名 （１）「Ⅰ 企業名」については、あらかじめプリントされている企業の名称が

及び所在地 違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの企業の正式な名称を記

入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、企業名の「フリガナ」についてはカタカ

ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部

分及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 企業の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではな

く、あなたの企業（本社）が実際に事業を行っている本社の場所を記入し

てください。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あなたの企業が該当する経営組織の番号を○

資 本 金 額 で囲んでください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの企業が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資本

金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（又は

出資金額）が１万円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上

１万円未満の場合は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください。）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社、

相互会社などをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有し

２ 会社以外 ない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。

３ 企 業 の 「企業の事業形態」については、次の区分により、あなたの企業があてはま

事 業 形 態 る番号を一つ○で囲んでください。

番号 事 業 形 態

１ 主としてレコードの企画・制作を行う企業をいいます。

２ 主として著作権の管理と開発などの音楽出版業務を行う企業をいいます。

３ 主としてラジオの番組やＣＭの企画・構成・制作を行う企業をいいます。

４ 上記１～３以外の音声情報制作業務を行う企業をいいます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （１）「Ⅰ 企業全体の年間売上高（消費税額を含む。）」

① 企業全体の年間売上高については、あなたの企業が平成１９年１１月１日か

ら平成２０年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益や

所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の企業の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却によ

る収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「企業全体の年間売上高（消費税額を含む。）」に占める業務別年間売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「企業全体の年間売上高」について、「音

声情報制作業務」、「音声情報制作業務（うち国内向け）」及び「その他業務」

に分けて業務（事業）別年間売上高を記入してください。

② 「音声情報制作業務」の内容については、本記入注意の「Ⅱ．調査対象と

なる企業」に記載されている業務（１～２頁参照）に基づきますので、当

該部分を参照してください。

③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他業

務の内訳」の表に、「その他業務」全体の売上高に対する当該業務（売上高

がある業務）の売上高の割合を記入してください。

例えば、「卸売・小売業務」の売上高がある場合は、「その他業務の内訳」

の表の「卸売・小売業務」の欄に、「その他業務」全体の売上高に対する「卸

売・小売業務」の売上高の割合を記入してください。

④ 「その他業務の内訳」の表における業務の内容については、次の業種

区分に従って記入してください。

業 務 区 分 業 務 例 示

音 声 情 報 ○レコードの企画・制作、ラジオ番組制作などの業務

制 作 業 務 （事業）

○ 食料品、飲料・飼料、繊維・衣料品、家具、パルプ･

紙･紙加工品、印刷業、化学品、石油･石炭製品、

そ プラスチック製品、ゴム製品、窯業･土石製品、鉄

の 製造業務 鋼業、非鉄金属、金属製品、機械器具、玩具・

他 ゲーム機、情報記録物（カセットテープ、ＤＶＤ、

業 ＣＤなどへの映像・音声のダビング）などの製造

務 業務（事業）

※「音声情報制作業務」以外の情報通信業をいいます。

○通信業（固定電気通信業、移動電気通信業、信書送

情 報 通 信 達業など）、放送業（公共放送業、民間放送業、有線

業 務 放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業、情報処

理・提供サービス業）、インターネット附随サービス

業、新聞業、出版業などの業務（事業）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 つづき

（つづき） 卸 売 ・ ○商品の卸売業（ビデオソフトの販売事業者、問屋など）

小売業務 及び小売業（百貨店、スーパーマーケット、専門店

そ などの小売店）、代理商・仲立業などの業務（事業）

の

他 ○専門サービス業（法律・特許・司法書士・公認会計

業 士・税理士等の事務所、土木建築サービス業、デザ

務 イン・機械設計業、経営コンサルタント業など）、洗

濯・理容・美容・浴場業、旅行業、物品預り業、冠

つ サービス 婚葬祭業、娯楽業（映画館、劇場等の興行場、ゴル

づ 業 務 フ場・ボウリング場等のスポーツ施設、遊園地、パ

き チンコホール・ゲームセンター等の遊戯場、カラオ

ケボックス業など）、廃棄物処理業、自動車整備業、

機械等修理業、物品賃貸業、広告業、商品検査業、

計量証明業、建物サービス業、民営職業紹介業、警

備業などの業務（事業）

※上記以外のすべての業務（事業）をいいます。

○農・林・漁業、鉱業、建設業（土木建築工事業、電

気工事業など）、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸

業（鉄道業、自動車・港湾運送業、海運業、倉庫業、

その他の こん包業、運輸施設提供業など）、金融・保険業、不

業 務 動産業（駐車場業を含む。）、飲食店（食堂、レスト

ラン等）、宿泊業、医療業、社会保険・社会福祉・介

護事業、学校教育、教育・学習支援業（社会教育、

職業・教育支援施設、学習塾、外国語会話教室、ス

イミングスクール、ゴルフ教室、フィットネスクラ

ブなど）などの業務（事業）

（３）「Ⅲ 「音声情報制作業務」の年間売上高の業務種類別割合」

① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「音声情報制作業務」の年間売上高に

ついて、その内訳である(1)音楽ソフト制作業務（レコード制作会社・音

楽出版会社）、(2)ラジオ番組制作業務の区分ごとの業務種類別の収入割

合を、合計が１００％となるように整数で記入してください。

なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大きいところで調整

してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 ② 「音声情報制作業務」における業務種類別区分の内容については、次の

（ つ づ き ） 区分に従って記入してく だ さ い 。

業 務 種 類 内 容 例 示

○ＣＤ、レコードを販売（配信によるものを含む。）して

レコード 得た収入をいい、４．Ⅱの音声情報制作業務の年間売

販売収入 上高に占める割合

(1) ○ＣＤ、レコードを販売して得た収入のうち、洋楽（国

音 内でプレスされた海外アーチスト作品及び輸入盤）が

うち ４．Ⅱの音声情報制作業務の年間売上高に占める割合

楽 洋楽 ※「洋楽」とは、原盤を海外法人が制作した楽曲全てを

いいます。日本のレコード制作会社で海外法人が制作

ソ した原盤を基に日本国内で音楽ＣＤを生産・販売して

得た収入は、「うち洋楽」に含めてください。（以下同じ。）

フ
○著作者（作詞家・作曲家）等と楽曲毎に著作権の管理

ト 著作権使 に関する契約を結び、契約した楽曲について著作権管

用料収入 理事業者から受け取った収入をいい、４．Ⅱの音声情

制 報制作業務の年間売上高に占める割合

※共同出版の場合は、他社への分配分を除いてください。

作
○著作権使用料収入のうち、外国の音楽出版社と契約を

業 うち 結び、契約した楽曲に係る著作権管理事業者から受け

洋楽 取った収入をいい、４．Ⅱの音声情報制作業務の年間

務 売上高に占める割合

○原盤使用料、放送二次使用料・複製使用料、貸与報酬・

貸与使用料、私的録音・録画補償金等から得る収入を

著 作 隣 接 いい、４．Ⅱの音声情報制作業務の年間売上高に占

権 収 入 める割合

※音楽配信（インターネットを通じて楽曲を配信するも

の）を営む企業に原盤を提供した場合の収入も含めて

ください。

うち ○著作隣接権収入のうち、洋楽（国内でプレスされた海

洋楽 外アーチスト作品及び輸入盤）が４．Ⅱの音声情報制

作業務の年間売上高に占める割合

○上記以外の音楽ソフト制作業務から得る収入をいい、

そ の 他 ４．Ⅱの音声情報制作業務の年間売上高に占める割合

うち ○その他の収入のうち、洋楽（国内でプレスされた海外

洋楽 アーチスト作品及び輸入盤）が４．Ⅱの音声情報制作

業務の年間売上高に占める割合
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（ つ づ き ） 業 務 種 類 内 容 例 示

(2) ラジオ番組 ○ラジオ番組を制作して得た収入額をいい、４．Ⅱの音

ラ 制作収入 声情報制作業務の年間売上高に占める割合

ジ

オ タイム･スポット ○タイム・スポットを制作して得た収入額をいい、４．

番 制 作 収 入 Ⅱの音声情報制作業務の年間売上高に占める割合

組

制 受 託 制 作 ○他企業から委託を受けたラジオ番組（タイム・スポッ

作 収 入 トを含む。）制作業務による収入額をいい、４．Ⅱの音

業 声情報制作業務の年間売上高に占める割合

務

○上記以外のラジオ番組制作で得た収入額をいい、

その他 ４．Ⅱの音声情報制作業務の年間売上高に占める割合

（４）「Ⅳ レコード販売収入の販売枚数規模別割 合 」

４．Ⅲのレコード販売収入に係る年間売上高について、販売枚数規模区

分ごとにそれぞれが占める割合を記入してください。

（５）「Ⅴ 業務種類別の音楽配信収入の割合」

業務種類別の音楽配信（インターネットを通じて楽曲を配信するもの）

による収入を①４．Ⅲのレコード販売収入、②４．Ⅲの著作権使用料収入

及び著作隣接権収入の合計に占める割合でそれぞれ記入してください。

（６）「Ⅵ 音楽ソフト制作業務に係る音楽ソフト年間生産数量」

「音楽ソフト制作業務」に係る年間生産数量を音源、タイトル別に記

入してください。

（７）「Ⅶ 保有する総音源数」

平成２０年１１月１日現在で保有している音源の総数を記入してください。

（８）「Ⅷ 制作したラジオ番組の年間総時間」

制作したラジオ番組の年間総時間数を記入してください。記入区分の

内容については、次の区分に従って記入してください。

業 務 区 分 業 務 例 示

報 道 ○報道を目的として行う放送番組

教 育 ○学校教育又は社会教育のための放送番組

教 養 ○教育番組以外の放送番組であって、国民の一般的教

養の向上を直接の目的とする放送番組

娯 楽 ○娯楽を目的として行う放送番組

広 告 ○タイム・スポットなどの広告放送

そ の 他 ○上記以外の放送や放送番組
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （１）「Ⅰ「音声情報制作業務」の年間売上高の契約先産業別割合」

契約先産業別 ① 契約先（取引相手）の各産業の割合の合計が１００％となるように整数で

割合 記入してください。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大

きいところで調整してください。

② 契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

産 業 区 分 業 種 例 示

土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、左官

建 設 業 工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事業、電気

通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊維

製品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工

品、印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、プラス

製 造 業 チック製品、ゴム製品、なめし革・ 同製品・毛皮製品、

窯業・土石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、一般機械、

電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイス、輸送用機械、

精密機械、武器等の製造業

電気・ガス・ 電気業、ガス業、熱供給業、水道業
熱供給・水道業

通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、電

気通信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、民間

情報通信業 放送業、有線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業又

（同業者を除く） は情報処理・提供サービス業)、インターネット付随サービス業､

映像・音声・文字情報制作業（映像情報制作・配給業、新聞

業、出版業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス

業）

鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運

送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業、

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動

運 輸 業 車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業、外航

海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業、航空運送業、

航空機使用業、倉庫業、冷蔵倉庫業、港湾運送業、貨物運送

取扱業、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、その他の

運輸に附帯するサービス業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所、

小 売 業 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等



- 9 -

Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 産 業 区 分 業 種 例 示

割合（つづき） 銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係金融

金 融 ・ 機関、貸金業・投資業等非預金信用機関、証券業、商品先物

保 険 業 取引業、補助的金融業、金融附帯業、保険業（含、保険媒介

代理業、保険サービス業）

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業

食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その

飲 食 店 , 他の一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、

宿 泊 業 酒場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その

他の宿泊業

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、司

法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、

土木建築サービス業、著述・芸術家業、写真業、その他の専

門サービス業（興信所、社会保険労務士事務所、経営コンサ

ルタント業など））、学術・開発研究機関、洗濯・理容・美容・

浴場業、その他の生活関連サービス業（旅行業、家事サービ

サービス業 ス業、衣服裁縫修理業、物品預り業、火葬・墓地管理業、冠

婚葬祭業等）、娯楽業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等

修理業、物品賃貸業、広告業、その他の事業サービス業（速

記・ワープロ入力・複写業、商品検査業、計量証明業、建物

サービス業、民営職業紹介業、警備業、他に分類されない事

業サービス業）、政治・経済・文化団体､宗教､その他のサービ

ス業（集会場、と畜場、他に分類されないサービス業）、外国

公務（外国公館、その他の外国公務）

公 務 国家及び地方公務

同 業 者 「音声情報制作業」の同業者（同一企業間の企業内取引を含

む）

農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、歯科

診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業）、

そ 保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保健衛生）、社

の 会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業団体、福祉事務

そ 他 所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、

の その他の社会保険・社会福祉・介護事業）、学校教育、その

の 産 他の教育,学習支援業（社会教育、職業・教育支援施設、学習
業 塾、教養・技能教授業（外国語会話教授業、スポーツ・健康

他 教授業、フィットネスクラブなど））、複合サービス事業（郵

便局、協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてください。

個 人 契約先が企業や各種団体が属する産業ではなく、直接個人を

対象としている場合は、ここに含めてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 企業全体の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、企業全体で平成１９年１１月１日から平成２０年

用固定資産取 １０月３１日までの１年間に要した費用について記入してください。

得額 なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 費 用 例 示

○平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日まで

の１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当など

で定期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額

を税込み金額で記入してください。

給 与 支 給 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パー

総 額 ト・アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記

入してください。

○企業で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社な

ど別経営の事業所で働いている人）」がいる場合は、その

給与も含めてください。

○制作費のうち、演奏家に支払った演奏料、ラジオ番組へ

制 人 件 費 の出演者（俳優など）に支払った出演料、ディレクター

等の制作スタッフ・要員等にかかった人件費を記入して

作 ください。ただし、自社の従業者の人件費は含みません。

○人件費以外の制作費用（機材・資材費、編集費、録音費、

費 そ の 他 スタジオ使用料、演奏家・出演者等の旅費・交通費等）

を記入してください。

外 注 費 ○業務の一部又は全部を他の企業へ委託、下請け、その他

の形式で発注した経費を記入してください。

著作権 ○レコード及びラジオ番組制作をするにあたり、著作権料

使用料 を支払った費用を記入してください。

○ポスター、チラシ、テレビ用オンエアビデオテープ、プ

広告宣伝費 レゼント用グッズなどの広告宣伝費用（外注分、媒体支

払い費を含む。）を記入してください。

減価償却費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置な

どの償却費を記入してください。

○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年

土 地 ・ 間の賃借料を記入してください。

建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金

賃 も含めてください。

情 ○有線通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、

借 機 報 ファクシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子

械 通 計算機附属機器、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ(コンピュー

料 ・ 信 タ設計・製造システム)などの「情報通信機器」を借りて

装 機 業務を営んでいる場合は、この１年間の賃借料を記入し

置 器 てください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 費用区分 費 用 例 示

用固定資産取 賃 機械･ そ ○自動車などの「輸送用機器」、複写機などの「事務用機器」

得額（つづき） 借 装置 の など、情報通信機器以外の機械・装置を借りて業務を営

料 他 んでいる場合は、この１年間の賃借料を記入してください。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下

のものなどをいいます。

そ の 他 の 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

営 業 費 用 消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄

付金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光

熱費、広告宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・

装置以外の賃借料など

※営業費用の調査項目には、売上原価、販売費及び一般管理費を含めて記入して

ください。損益計算書との関係は１５頁を参照してください。

（２）「Ⅱ 企業全体の過去１年間における営業用固定資産取得額（消費税額を含む。）」

① 「企業全体の営業用固定資産取得額」には、平成１９年１１月１日から

平成２０年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古品、

建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用固定資産の取得がなかった場合は、合計欄に

「０」を記入してください。

② 年間営業用固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資産区分 資 産 例 示

機 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の有線

有 械 通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、

・ 情報通信 ファクシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、

形 設 機 器 電子計算機附属装置、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ

備 （コンピュータ設計・製造システム）などの購入に

固 ・ 要した費用

装 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具

定 置 そ の 他 器具、機械、設備、装置、備品など（情報通信機器を

除く）の購入に要した費用

資 土 地 ○土地購入に要した費用

○既存の土地を整備することに要した費用

産 建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属

資 産 設備の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など

○物的な存在形態を持たない固定資産（法律的権利又は

無形固定資産 経済的権利）の購入に要した費用をいいます。借地権、

ソフトウェア、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、

電話加入権、営業権など
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成２０年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 企業全体の従業者数」

企業全体の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の企業に派

遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

なお、貴企業において個人と契約を結んで雇用している場合は、「個人
業主」に含めるのではなく、「有給役員」以降の該当する部門に含めて

記入してください。（別経営の企業から派遣されて当該企業に在籍してい

る「個人業主」の人も含まれません。）

② 上記①において「別経営の企業に派遣している人」がいる場合は、「総計」

の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の企業から派遣されている人」がいる場合は、
「総計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほ
か、在籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向
先の企業で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いてい
る人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの企業

の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、給

与を受けずに企業の業務に常時従事している人

① 個人業主（個人 ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受

経営の事業主） けて働いている人は常用雇用者欄に記入してくださ

及 び 無 給 の い。

家 族 従 業 者 ※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３ 個

人経営」を選択した場合のみ記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・

団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社以

外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わない）

で報酬、給与の支払いを受けている人

② 有 給 役 員 ※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員を

兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則に

よって給与を受けている人は「常用雇用者」に含めて

ください。また、ただ単に名目的で業務に従事せず、

かつ役員報酬を受けていない人は除いてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）
（つ づ き） 雇用形態区分 内 容 例 示

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成２０年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと呼 どと呼ばれている人

ばれている人

○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

④パート、 どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

アルバイトなど マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

ている人

（就業時間換 ○「④ パート・アルバイトなど」に記入した従業者全員の

算雇用者数） 総労働時間（１週間分）を企業（貴社）の所定労働時間

（１週間分）で除して算出した人数（下記(※)参照）

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間
（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている
外の雇用者） 人
総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

（①から⑤の合計） 入した従業者の合計（総計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

合計）のうち、 入した人のうち、他の会社など別経営の企業へ出向・

別経営の企業 派遣している人又は下請けとして他の会社など別経

に派遣している人 営の企業で働いている人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記
経 営 の 企 業 入した人のほかに、他の会社など別経営の企業から
から派遣されてい 出向・派遣されている人又は下請として他の会社な
る人 ど別経営の企業からきて働いている人
（※）就業時間換算雇用者数記入例

例えば、１週間で２４時間勤務のアルバイトが４人いる場合は、「④パー

ト・アルバイト」欄に４人と記入します。あなたの会社の１週間あたり所

定労働時間が４０時間であれば、２４×４÷４０＝２．４となりますので、

「就業時間換算雇用者数」には「２」と整数で記入してください。（小数点

以下四捨五入）

（４）「Ⅱ 「音声情報制作業務」の部門別事業従事者数」

① 「音声情報制作業務」に携わる事業従事者数（※参照）を部門別に記入

してください。１人で複数の業務を兼ねている場合でも、その人の主たる

業務（例えば、就業時間数の多かった部門）で区分してください。

（※）事業従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の企

業に派遣している人」を除き、「別経営の企業から派遣されている人」

を含めた人数をいいます。ただし、別経営の企業から派遣されてい

ても「音声情報制作業務」以外の業務に従事している人は除きます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 ② この欄では、「音声情報制作業務」に携わる事業従事者数を記入して頂

（つ づ き） きますので、調査項目との関連では下記の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の企業に派遣

している人」＋「別経営の企業から派遣されている人」のうち、

「音声情報制作業務」に携わる人数（事業従事者数）

③ 部門別事業従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（注）以下の各部門の「うち、別経営の企業から派遣されている人」に

ついては、「総計のほかに別経営の企業から派遣されている人」の

うち、「音声情報制作業務」に従事している人数を内数で各部門別に

記入してください。

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に、総務、企画、人事、経理、予算などの業務

に従事する人

管 理 部 門 ※有給役員のうち、「音声情報制作業務」を担当する役

員は、ここに含めてください。

うち、別経営の企業から派遣されている人（以下の部門区分についても同じ）

企画・制作部門 ○レコードの企画・制作業務に従事する人

○ラジオ番組の企画・制作業務に従事する人

宣伝部門 ○レコードやラジオ番組の広報・宣伝に従事する人

その他 ○上記以外の業務に従事する人
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平成２０年特定サービス産業実態調査

新 聞 業 調 査 票 記 入 注 意

この調査票にお答え頂いた内容は、統計作成上

の目的以外に使用されることはありません

平成２０年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（企業）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、企業単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容に応じ

て、「企業全体」又は「新聞業務」について「あなたの企業」に関する内容を記入してください。

子会社など連結する他の企業分は含みません。

Ⅱ．調査対象となる企業

この調査の対象となる企業は、日本標準産業分類（JSIC）小分類４１３－新聞業に格付

けされる企業です。

具体的には、一般紙、スポーツ紙、専門・業界紙など購読料を徴収し、定期的かつ不特

定多数を対象に新聞の企画・編集から発行までを営む企業が調査の対象となります。

◆ただし、次のような業務を主業として行う企業は調査の対象とはなりません。

① 購読料を徴収しない新聞発行のみを行う企業。（新聞印刷業：JSIC細分類１６１１）

② 無料で配布する広告新聞の発行のみを行う企業（広告料収入のみ）（他に分類されない

広告業：JSIC細分類８９９９）→「広告業調査」の対象となります。（ただし、広告業について

は、事業所単位の調査のため、広告業を主業としている事業所全てが調査の対象となります。）

③ 企画・編集のみを行い発行業務を行わない企業（ニュース供給業：JSIC細分類４１５

１）→「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業調査」の対象となります。

※当該調査では、平成14年3月改定の日本標準産業分類上の定義を用いています。
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④ 印刷のみを行う企業、記事の取材、執筆などニュースの供給のみを行う企業（新聞

印刷発行業（印刷を主とするもの）：JSI C細分類１６１１、ニュース供給業：同

細分類４１５１）→「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業調査」の対象と

なります。

⑤ 新聞の小売り（販売）のみを行う企業（新聞小売業：JSIC細分類６０４２）

（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的

な分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分

類したものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小

分類、細分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

新聞業（JSIC小分類番号：413）

① 新聞業（JSIC細分類番号：4131）

主として新聞の発行を行う事業所をいう。

ただし，主として新聞の印刷を行う事業所は細分類1611に分類される。

【例示】 新聞社；新聞発行業；新聞印刷発行業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 企 業 名 （１）「Ⅰ 企業名」については、あらかじめプリントされている企業の名称が

及び所在地 違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの企業の正式な名称を記

入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、企業名の「フリガナ」についてはカタカ

ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部

分及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 企業の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではな

く、あなたの企業（本社）が実際に事業を行っている本社の場所を記入し

てください。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あなたの企業が該当する経営組織の番号を○

資 本 金 額 で囲んでください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの企業が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資本

金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（又は

出資金額）が１万円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上

１万円未満の場合は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください。）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社、

相互会社などをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有し

２ 会社以外 ない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている企業をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。

３ 企 業 の 「企業の事業形態」については、次の区分により、あなたの企業が主として
事 業 形 態 発行している新聞の種類であてはまる番号を一つ○で囲んでください。なお、

「主として発行している新聞」とは、年間売上高（収入額）に占める割合が
最も大きい新聞の種類を い い ま す 。

番号 事 業 形 態

１ 一般紙（全国紙）の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。

２ 一般紙（地方紙）の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。

３ スポーツ紙の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。

４ 専門・業界紙の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。

５ その他の新聞の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （１）「Ⅰ 企業全体の年間売上高（消費税額を含む。）」

① 企業全体の年間売上高については、あなたの企業が平成１９年１１月１日か

ら平成２０年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益や

所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

ただし、会計処理上消費税額を含めた売上高を記入することが困難な場合は、

調査票の備考欄にその旨を記載し、消費税額抜きの売上高を記入してください。

（以下、年間営業費用、年間営業用固定資産取得額についても同様です。）

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の企業の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却による

収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「企業全体の年間売上高（消費税額を含む。）」に占める業務別年間売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「企業全体の年間売上高」について、「新

聞業務」及び「その他業務」に分けて業務（事業）別年間売上高を記入し

てください。

② 「新聞業務」の内容については、本記入注意の「Ⅱ．調査対象となる企業」

に記載されている業務（１～２頁参照）に基づきますので、当該部分を参

照してください。

③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他業

務の内訳」の表に、「その他業務」全体の売上高に対する当該業務（売上高

がある業務）の売上高の割合を記入してください。

例えば、「卸売・小売業務」の売上高がある場合は、「その他業務の内訳」

の表の「卸売・小売業務」の欄に、「その他業務」全体の売上高に対する「卸

売・小売業務」の売上高の割合を記入してください。

④ 「その他業務の内訳」の表における業務の内容については、次の業

種区分に従って記入してください。

業 務 区 分 業 務 例 示

○一般紙、スポーツ紙、専門・業界紙など購読料を

新 聞 業 務 徴収し、定期的かつ不特定多数を対象に新聞の企

画・編集から発行などの業務（事業）

○ 食料品、飲料・飼料、繊維・衣料品、家具、パルプ･

そ 紙･紙加工品、印刷業、化学品、石油･石炭製品、プ

の ラスチック製品、ゴム製品、窯業･土石製品、鉄鋼業、

他 製造業務 非 鉄 金 属 、 金 属 製 品 、 機 械 器 具 、 玩 具 ・

業 ゲーム機、情報記録物（カセットテープ、ＤＶＤ、

務 ＣＤなどへの映像・音声のダビング）などの製造業

務（事業）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（ つ づ き ） 出 版 ○出版物の販売、広告、営業などの業務（事業）

業 務

情 ※「新聞業務」、「出版業務」以外の情報通信業を

報 いいます。

通 ○通信業（固定電気通信業、移動電気通信業、信書送

信 その他 達業など）、放送業（公共放送業、民間放送業、有

業 線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業、情

務 報処理・提供サービス業）、インターネット附随サー

ビス業、音声情報制作業（レコード制作業、ラジ

オ番組制作業）などの業務（事業）

そ

○商品の卸売業（ビデオソフトの販売事業者、問屋な

卸 売 ・ 小 売 ど）及び小売業（百貨店、スーパーマーケット、

の 業 務 専門店などの小売店）、代理商・仲立業などの業務

（事業）

他 不動産業務 ○不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業な

どの業務（事業）

業 ○専門サービス業（法律・特許・司法書士・公認会

計士・税理士等の事務所、土木建築サービス業、

デザイン・機械設計業、経営コンサルタント業な

務 ど）、洗濯・理容・美容・浴場業、旅行業、物品預

サービス り業、冠婚葬祭業、娯楽業（映画館、劇場等の興

つ 業 務 行場、ゴルフ場・ボウリング場等のスポーツ施設、

づ 遊園地、パチンコホール・ゲームセンター等の遊

き 戯場、カラオケボックス業など）、廃棄物処理業、

自動車整備業、機械等修理業、物品賃貸業、広告

業、商品検査業、計量証明業、建物サービス業、

民営職業紹介業、警備業などの業務（事業）

※上記以外のすべての業務（事業）をいいます。

○農・林・漁業、鉱業、建設業（土木建築工事業、

電気工事業など）、電気・ガス・熱供給・水道業、

運輸業（鉄道業、自動車・港湾運送業、海運業、

その他の 倉庫業、こん包業、運輸施設提供業など）、金融・

業 務 保険業、不動産業（駐車場業を含む。）、飲食店（食

堂、レストラン等）、宿泊業、医療業、社会保険・

社会福祉・介護事業、学校教育、教育・学習支援

業（社会教育、職業・教育支援施設、学習塾、外

国語会話教室、スイミングスクール、ゴルフ教室、

フィットネスクラブなど）などの業務（事業）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （３）「Ⅲ 「新聞業務」の年間売上高の業務種類別割合」

（つづき） ① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「新聞業務」の年間売上高について、

その内訳である (1)新聞販売収入、(2)広告料収入及び(3)その他の収入区
分ごとに業務種類別の収入割合を合計が１００％となるように整数で記

入してください。

なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大きいところで調整

してください。

② 「新聞業務」における業務種類別区分の内容については、次の区分に

従って記入してく だ さ い 。

業 務 種 類 内 容 例 示

○新聞を発行して得た収入額

(1) 新 聞 （※販売店に対する正規の手数料等を控除した額）

販売収入 をいい、新聞業務の年間売上高に占める割合

○新聞に掲載した広告に対する広告料収入

新聞広告 （※広告会社に対する正規の手数料等を控除した額）

をいい、新聞業務の年間売上高に占める割合

(2) ○電子メディアに掲載した広告に対する広告料収入

広 電子メディア （※広告会社に対する正規の手数料等を控除した額）

告 をいい、新聞業務の年間売上高に占める割合

料

収 ○フリーペーパーに掲載した広告に対する広告料収入

入 フリーペーパー （※広告会社に対する正規の手数料等を控除した

額）をいい、新聞業務の年間売上高に占める割合

○上記以外の媒体に掲載した広告に対する広告料収入

そ の 他 （※広告会社に対する正規の手数料等を控除した

額）をいい、新聞業務の年間売上高に占める割合

(3) その他 ○上記新聞業務以外の業務による収入額をいい、

新聞業務の年間売上高に占める割合

※ 上記、「新聞販売収入」、「広告料収入」において、手数料等を控除した

額で記入することが困難な場合は、手数料等を含めた額としてください。

なお、手数料等を含めた額とした場合は、備考欄にその旨を記入す

るとともに、調査票の「６．Ⅰの企業全体の年間営業費用」の欄

の「その他の営業費用」には「販売手数料」、「広告手数料」等

を含めて記入し て く だ さ い 。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （４）「Ⅳ 新聞発行種類」

（つづき） 平成２０年１１月１日現在で発行している新聞の種類数を次の区

分に従って記入してください

一 般 紙 ○一般時事に関する報道、評論を行う新聞

全 国 紙 ○主に全国の主要都市に発行所を持ち、全国くま

なく配布している新聞

地 方 紙 ○主に地方に発行所を持ち、特定地方を配布エリア

（ブロック紙を含む） とする新聞（ブロック、県紙、ローカル紙など）

スポーツ紙 ○スポーツ全般に関する報道、評論を行う新聞

○特定の産業及び専門分野に関する報道、評論

専門・業界紙 を行う新聞（経済、金融、産業、特定のスポー

ツ（競馬、プロレスなど））

○上記以外の新聞

そ の 他 英字新聞（一般紙等の英語版の新聞を含む）、

機関紙（政党新聞、宗教新聞など）など

（５）「Ⅴ 「新聞業務」に係る電子メディアへの配信の有無」

電子メディアへの配信有無は、あてはまるものに○をつけてください。

電子メディアへの配信とは、新聞記事を一般消費者や企業へ情報提供・配

信することをいい、有料・無料は問いません。

配信を行っている場合は、その配信形態を、インターネットで配信を行っ

ている場合は、配信の種類についてあてはまるものすべてに○をつけてく

ださい。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （１）「Ⅰ「新聞業務」の年間売上高の契約先産業別割合」

契約先産業別 ① 契約先（取引相手）の各産業の割合の合計が１００％となるように整数で

割合 記入してください。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大

きいところで調整してください。

② 契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

産 業 区 分 業 種 例 示

土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、左官

建 設 業 工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事業、電気

通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊維

製品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工

品、印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、プラス

製 造 業 チック製品、ゴム製品、なめし革・ 同製品・毛皮製品、

窯業・土石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、一般機械、

電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイス、輸送用機械、

精密機械、武器等の製造業

電気・ガス・ 電気業、ガス業、熱供給業、水道業

熱供給・水道業

通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、電気通

信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、民間放送業、

情報通信業 有線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業又は情報処理・

（同業者を除く） 提供サービス業）、インターネット附随サービス業、映像・音声

情報制作業（映像情報制作・配給業、音声情報制作業、出版業、

映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業）

鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運

送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業、

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動

運 輸 業 車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業、外航

海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業、航空運送業、

航空機使用業、倉庫業、冷蔵倉庫業、港湾運送業、貨物運送

取扱業、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、その他の

運輸に附帯するサービス業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所

小 売 業 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係金融

金 融 ・ 機関、貸金業・投資業等非預金信用機関、証券業、商品先物

保 険 業 取引業、補助的金融業、金融附帯業、保険業（含、保険媒介

代理業、保険サービス業）



- 9 -

Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 産 業 区 分 業 種 例 示

割合（つづき） 不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業

食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その

飲 食 店 , 他の一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、

宿 泊 業 酒場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その

他の宿泊業

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、司

法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、

土木建築サービス業、デザイン・機械設計業、著述・芸術家

業、写真業、その他の専門サービス業（興信所、社会保険労

務士事務所、経営コンサルタント業など））、学術・開発研究

機関、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービ

サービス業 ス業（旅行業、家事サービス業、衣服裁縫修理業、物品預り

業、火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業等）、娯楽業、廃棄物処理

業、自動車整備業、機械等修理業、物品賃貸業、広告業、そ

の他の事業サービス業（速記・ワープロ入力・複写業、商品

検査業、計量証明業、建物サービス業、民営職業紹介業、警

備業、他に分類されない事業サービス業）、政治・経済・文化

団体､宗教､その他のサービス業（集会場、と畜場、他に分類

されないサービス業）、外国公務（外国公館、その他の外国公

務）

公 務 国家及び地方公務

同 業 者 「新聞業」の同業者（同一企業間の企業内取引を含む）

農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、歯科

診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業）、

そ 保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保健衛生）、社

の 会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業団体、福祉事務

そ 他 所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、

の その他の社会保険・社会福祉・介護事業）、学校教育、その

の 産 他の教育,学習支援業（社会教育、職業・教育支援施設、学習
業 塾、教養・技能教授業（外国語会話教授業、スポーツ・健康

他 教授業、フィットネスクラブなど））、複合サービス事業（郵

便局、協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてください。

個 人 契約先が企業や各種団体が属する産業ではなく、直接個人を

対象としている場合は、ここに含めてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 企業全体の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、企業全体で平成１９年１１月１日から平成２０年

用固定資産取 １０月３１日までの１年間に要した費用について記入してください。

得額 なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 費 用 例 示

○平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの

１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当などで定

期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額を税込

給 与 支 給 み金額で記入してください。

総 額 ○ 営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パート･

アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記入してください。

○企業で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社など

別経営の事業所で働いている人）」がいる場合は、その給

与も含めてください。

外 注 費 ○業務の一部又は全部を他の企業へ委託、下請け、その他の

形式で発注した経費を記入してください。

○ポスター、チラシ、テレビ用オンエアビデオテープ、プレ

広告宣伝費 ゼント用グッズなどの広告・宣伝費用（外注分、媒体支払

い費を含む。）を記入してください。

減価償却費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置など

の償却費を記入してください。

○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年

土 地 ・ 間の賃借料を記入してください。

賃 建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金も

含めてください。

借 情 ○ 有線通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、

報 ファクシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子計算

機 通 機附属機器、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ(コンピュータ設計

料 械 信 ･製造システム)などの「情報通信機器」を借りて業務を営

・ 機 んでいる場合は、この１年間の賃借料を記入してください。

装 器

置 そ ○自動車などの「輸送用機器」、複写機などの「事務用機器」

の など、情報通信機器以外の機械・装置を借りて業務を営ん

他 でいる場合は、この１年間の賃借料を記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 費用区分 費 用 例 示

用固定資産取 ○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下

得額（つづき） のものなどをいいます。

新聞てい送費、販売店経営補助費、販売促進費、荷造

発送費、支払手数料、旅費、交通費、消耗工具器

そ の 他 の 具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄付金、

営 業 費 用 福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光熱費、

派遣労務費、土地・建物及び機械・装置以外の

賃借料など

※ なお、調査票の４．Ⅱの「新聞業務」の年間売上高に「販売

手数料」、「広告手数料」等の手数料が含まれている場合は、

この「その他の営業費用」欄には「販売手数料」、「広告手

数料」として支払った手数料等を含めて記入してください。

※営業費用の調査項目には、売上原価、販売費及び一般管理費を含めて記入して

ください。損益計算書との関係は１５頁を参照してください。

（２）「Ⅱ 企業全体の過去１年間における営業用固定資産取得額（消費税額を含む。）」

① 「企業全体の営業用固定資産取得額」には、平成１９年１１月１日から

平成２０年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古品、

建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用固定資産の取得がなかった場合は、合計欄

に「０」を記入してください。

② 年間営業用固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資産区分 資 産 例 示

機 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の有線通

有 械 情報通信 信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、ファ

・ 機 器 クシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子計

形 設 算機附属装置、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ（コンピュ

備 ータ設計・製造システム）などの購入に要した費用

固 ・ ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器

装 そ の 他 具、機械、設備、装置、備品など（情報通信機器を除く）

定 置 の購入に要した費用

土 地 ○土地購入に要した費用

資 ○既存の土地を整備することに要した費用

建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

産 の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属設

資 産 備の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など

○物的な存在形態を持たない固定資産（法律的権利又は

無 形 固 定 資 産 経済的権利）の購入に要した費用をいいます。借地権、

ソフトウェア、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、

電話加入権、営業権など
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成２０年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 企業全体の従業者数」

企業全体の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の企業に派

遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

なお、貴企業において個人と契約を結んで雇用している場合は、「個人

業主」に含めるのではなく、「有給役員」以降の該当する部門に含めて

記入してください。（別経営の企業から派遣されて当該企業に在籍してい

る「個人業主」の人も含まれません。）

② 上記①において「別経営の企業に派遣している人」がいる場合は、「総計」

の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の企業から派遣されている人」がいる場合は、

「総計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほ

か、在籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向

先の企業で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いてい

る人をいいます。
⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの企業

の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、給

与を受けずに企業の業務に常時従事している人

① 個人業主（個人 ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受

経営の事業主） けて働いている人は常用雇用者欄に記入してください。

及 び 無 給 の ※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３ 個

家 族 従 業 者 人経営」を選択した場合のみ記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・

団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社以

外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わない）

で報酬、給与の支払いを受けている人

② 有 給 役 員 ※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員を

兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則に

よって給与を受けている人は「常用雇用者」に含めて

ください。また、ただ単に名目的で業務に従事せず、

かつ役員報酬を受けていない人は除いてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）
（つ づ き） 雇用形態区分 内 容 例 示

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成２０年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと呼 どと呼ばれている人

ばれている人

○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

④パート、 どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

アルバイトなど マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

ている人

（就業時間換 ○「④ パート・アルバイトなど」に記入した従業者全員の

算雇用者数） 総労働時間（１週間分）を企業（貴社）の所定労働時間

（１週間分）で除して算出した人数（下記(※)参照）

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間
（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人
外の雇用者）

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

（①から⑤の合計） 入した従業者の合計（総計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

合計）のうち、 入した人のうち、他の会社など別経営の企業へ出向・

別経営の企業 派遣している人又は下請けとして他の会社など別経

に派遣している人 営の企業で働いている人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

経 営 の 企 業 入した人のほかに、他の会社など別経営の企業から

から派遣されてい 出向・派遣されている人又は下請として他の会社な

る人 ど別経営の企業からきて働いている人

（※）就業時間換算雇用者数記入例

例えば、１週間で２４時間勤務のアルバイトが４人いる場合は、「④パー

ト・アルバイト」欄に４人と記入します。あなたの会社の１週間あたり所

定労働時間が４０時間であれば、２４×４÷４０＝２．４となりますので、

「就業時間換算雇用者数」には「２」と整数で記入してください。（小数点

以下四捨五入）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （４）「Ⅱ 「新聞業務」の部門別事業従事者数」

（つ づ き） ① 「新聞業務」に携わる事業従事者数（※参照）を部門別に記入してくだ

さい。１人で複数の業務を兼ねている場合でも、その人の主たる業務（例

えば、就業時間数の多かった部門）で区分してください。

（※）事業従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の企

業に派遣している人」を除き、「別経営の企業から派遣されている人」

を含めた人数をいいます。ただし、別経営の企業から派遣されていて

も「新聞業務」以外の業務に従事している人は除きます。

② この欄では、「新聞業務」に携わる事業従事者数を記入して頂きますの

で、調査項目との関連では下記の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の企業に派遣

している人」＋「別経営の企業から派遣されている人」のうち、

「新聞業務」に携わる人数（事業従事者数）

③ 部門別事業従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（注）以下の各部門「うち、別経営の企業から派遣されている人」につ

いては、「総計のほかに別経営の企業から派遣されている人」のう

ち、「新聞業務」に従事している人数を内数で各部門別に記入してくだ

さい。

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に、総務、企画、人事、経理、予算などの業務

に従事する人

管理・営業 ○新聞広告の集積及びその紙面掲載を担当する広告部

部 門 門に従事する人、新聞販売店の管理など販売部門

の業務に従事する人

※有給役員のうち、「新聞業務」を担当する役員は、こ

こに含めてください。

うち、別経営の企業から派遣されている人（以下の部門区分についても同じ）

○新聞の取材、入力、校正など深部の記事面を作成す

編 集 部 門 る業務に従事する人

○組み版、製版、印刷、発送などの業務に従事する人

製作・印刷・ （印刷などを外注している場合の外注管理に従事す

発 送 部 門 る者を含む。）。

○この欄については、出版・事業部門を除き、電子メ

出版・事業・電子 ディアに関する業務に従事する人のみを記入してくだ

メ デ ィ ア 部 門 さい。

そ の 他 ○上記以外の業務に従事する人
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平成２０年特定サービス産業実態調査

出 版 業 調 査 票 記 入 注 意

この調査票にお答え頂いた内容は、統計作成上

の目的以外に使用されることはありません

平成２０年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（企業）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、企業単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容に応じ

て、「企業全体」又は「出版業務」について「あなたの企業」に関する内容を記入してください。

子会社など連結する他の企業分は含みません。

Ⅱ．調査対象となる企業

この調査の対象となる企業は、日本標準産業分類小分類（JSIC）４１４－出版業に格付けさ

れる企業です。

具体的には、主として書籍、雑誌、教科書、辞典、パンフレット、定期刊行物など不特

定多数を対象に出版物の企画・編集から発行までを営む企業が調査の対象となります。

◆ただし、次のような業務を主業として行う企業は調査の対象とはなりません。

① 専ら無料で配布するパンフレットなどの発行のみを行う企業（広告料収入のみ）（他に分

類されない広告業：JSIC細分類８９９９）→「広告業調査」の対象となります。（ただし、広告

業については、事業所単位の調査のため、広告業を主業としている事業所全てが調査の対象と

なります。）

② 会員など特定の者を対象とした出版物の発行のみを行う企業（他に分類されないサービス

業：JSIC細分類：９３９９）

③ 主として印刷又は製本のみを行う企業（印刷業：JSIC細分類１６１１）

④ 書籍、雑誌の取次又は小売（販売）のみを行う企業（書籍・雑誌小売業：JSIC細分類６０

４１）

※当該調査では、平成14年3月改定の日本標準産業分類上の定義を用いています。
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（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的

な分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分

類したものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小

分類、細分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

出版業（JSIC小分類番号：414）

① 出版業（JSIC細分類番号：4141）

主として書籍，教科書，辞典，パンフレット，雑誌，定期刊行物などの出版を行う

事業所をいう。

ただし，主として書籍等の印刷を行う事業所は細分類1611－印刷業に分類される。

【例示】 書籍出版・印刷出版業；教科書出版・印刷出版業；辞典出版・印刷出版業；

パンフレット出版・印刷出版業；雑誌・定期刊行物出版・印刷出版業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 企 業 名 （１）「Ⅰ 企業名」については、あらかじめプリントされている企業の名称が

及び所在地 違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの企業の正式な名称を記

入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、企業名の「フリガナ」についてはカタカナ

で記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分

及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 企業の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵便

番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、余白

部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではなく、

あなたの企業（本社）が実際に事業を行っている本社の場所を記入してください。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あなたの企業が該当する経営組織の番号を○

資 本 金 額 で囲んでください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの企業が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資本

金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（又は

出資金額）が１万円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上

１万円未満の場合は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください。）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社、

相互会社などをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有し

２ 会社以外 ない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。

３ 企 業 の 「企業の系統」については、次の区分により、あなたの企業が主として出版
系 統 している書籍、雑誌の種類であてはまる番号を一つ○で囲んでください。な

お、「主として出版している書籍、雑誌」とは、年間売上高（収入額）に
占める割合が最も大きい書籍、雑誌の種類をいいます。

番号 事 業 形 態

１ 総合的な書籍の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。

２ 人文社会科学書の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。

３ 自然科学書の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。

４ 文学・芸術書の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。

５ 情報・教育系の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。

６ 実用書の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。

７ 児童書の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。

８ その他の書籍の企画・編集から発行までを行う企業をいいます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （１）「Ⅰ 企業全体の年間売上高（消費税額を含む。）」

① 企業全体の年間売上高については、あなたの企業が平成１９年１１月１日か

ら平成２０年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益や

所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の企業の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却による

収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「企業全体の年間売上高（消費税額を含む。）」に占める業務別年間売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「企業全体の年間売上高」について、「出

版業務」及び「その他業務」に分けて業務（事業）別年間売上高を記入し

てください。

② 「出版業務」の内容については、本記入注意の「Ⅱ．調査対象となる企業」

に記載されている業務（１～２頁参照）に基づきますので、当該部分を参

照してください。

③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他業

務の内訳」の表に、「その他業務」全体の売上高に対する当該業務（売上高

がある業務）の売上高の割合をそれぞれ記入してください。

例えば、「卸売・小売業務」の売上高がある場合は、「その他業務の内訳」

の表の「卸売・小売業務」の欄に、「その他業務」全体の売上高に対する「卸

売・小売業務」の売上高の割合を記入してください。

④ 「その他業務の内訳」の表における業務の内容については、次の業

務区分に従って記入してください。

業 務 区 分 業 務 例 示

○書籍、雑誌、教科書、辞典、パンフレット、定期刊

出 版 業 務 行物など不特定多数を対象に出版物の企画・編集か

ら発行までを営む業務（事業）

○食料品、飲料・飼料、繊維・衣料品、家具、パルプ･紙･

紙加工品、印刷業、化学品、石油･石炭製品、プラス

そ チック製品、ゴム製品、窯業･土石製品、鉄鋼業、非

製造業務 鉄金属、金属製品、機械器具、玩具・ゲーム機、情

の 報記録物（カセットテープ、ＤＶＤ、ＣＤなどへの

映像・音声のダビング）などの製造業務(事業)

他

※「出版業務」以外の情報通信業をいいます。

業 ○通信業（固定電気通信業、移動電気通信業、信書送

情報通信 達業など）、放送業（公共放送業、民間放送業、有

務 業 務 線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業、情

報処理・提供サービス業）、インターネット附随サー

ビス業、音声情報制作業（レコード制作業、ラジオ

番組制作業）、新聞業などの業務（事業）



- 5 -

Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（つづき） 業 務 区 分 業 務 例 示

卸 売 ・ 小 売 ○商品の卸売業（ビデオソフトの販売事業者、問屋な

業 務 ど）及び小売業（百貨店、スーパーマーケット、

専門店などの小売店）、代理商･仲立業などの業務(事業)

そ 不動産業務 ○不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業な

どの業務（事業）

の
○専門サービス業（法律・特許・司法書士・公認会

他 計士・税理士等の事務所、土木建築サービス業、

デザイン・機械設計業、経営コンサルタント業な

業 ど）、洗濯・理容・美容・浴場業、旅行業、物品預

サービス り業、冠婚葬祭業、娯楽業（映画館、劇場等の興

務 業 務 行場、ゴルフ場・ボウリング場等のスポーツ施設、

（ 遊園地、パチンコホール・ゲームセンター等の遊

つ 戯場、カラオケボックス業など）、廃棄物処理業、

づ 自動車整備業、機械等修理業、物品賃貸業、広告

き 業、商品検査業、計量証明業、建物サービス業、

） 民営職業紹介業、警備業などの業務（事業）

※上記以外のすべての業務（事業）をいいます。

○農・林・漁業、鉱業、建設業（土木建築工事業、

電気工事業など）、電気・ガス・熱供給・水道業、

運輸業（鉄道業、自動車・港湾運送業、海運業、

その他の 倉庫業、こん包業、運輸施設提供業など）、金融・

業 務 保険業、飲食店（食堂、レストラン等）、宿泊業、

医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、学校教

育、教育・学習支援業（社会教育、職業・教育支

援施設、学習塾、外国語会話教室、スイミングス

クール、ゴルフ教室、フィットネスクラブなど）

などの業務（事業）

（３）「Ⅲ 「出版業務」の年間売上高の業務種類別収入額」

① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「出版業務」の年間売上高について、

その内訳である (1)書籍販売収入、(2)雑誌販売収入、(3)広告料収入、
(4)ロイヤリティ収入及び(5)その他の区分ごとに業務種類別の収入額を
記入してください。

② 「出版業務」における業務種類別区分の内容については、次の区分に従っ

て記入してく だ さ い 。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（つづき） 業務種類区分 内 容 例 示

○単行本、文庫、新書、全集・双書、事・辞典、図鑑、
(1)書 籍 絵本、年鑑、検定教科書など書籍を発行して得た収入
販売収入 額（取次店及び書店に対する正規の手数料を含めた額）

を記入してください。

うち電子メディア ○上記のうち、電子メディアから得た収入額。

(2)雑 誌 ○週刊誌、旬間誌、月刊誌、季刊誌などの定期刊行物を
販売収入 発行して得た収入額（取次店及び書店に対する正規の

手数料を含めた額）を記入してください。

うち電子メディア ○上記のうち、電子メディアから得た収入額。

うち ○雑誌に掲載した広告に対する広告料収入（広告会社に
(2) 雑誌本体 対する正規の手数料を含めた額）を記入してください。

広 うち ○電子メディアに掲載した広告に対する広告料収入（広
告 電子メディア 告会社に対する正規の手数料を含めた額）を記入して
料 ください。

収 うち ○フリーペーパーに掲載した広告に対する広告料収入
入 フリーペーパー （広告会社に対する正規の手数料を含めた額）を記入

してください。

(4)ロイヤリティ ○書籍・雑誌などから得るロイヤリティの収入額を記入
収 入 してください。

(5) その他 ○上記以外の出版業務による収入額を記入してください。

（４）「Ⅳ 書籍新刊発行点数及び発行部数」

平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの１年間に発行

した書籍の新刊発行点数及び発行部数を次の区分に従って記入してください。

書籍種類区分 内 容 例 示
○総記（総記、百科事典、年鑑雑誌、情報科学など）

○哲学・心理学・宗教（哲学、心理学、倫理学、宗教、

人文科学書 仏教、キリスト教など）

○歴史・地理（歴史総記、日本歴史、外国歴史、伝記、

地理、旅行など）

○政治、時局、外事など

社会科学書 ○法律、経済、財政、統計、経営など

○商業、交通・通信など

○社会、労働、教育、民族、風習、軍事など。

○数学、物理学、化学、天文学、地学、生物学、医学、

自然科学書 薬学など

○工学・工業など

○農・水産・林・畜業など

語学・文学書 ○語学（日本語、外国語（英語、ドイツ語など））、文学

（日本文学詩歌、日本文学小説、外国文学小説など）

芸術・生活書 ○芸術（絵画、彫刻、写真、工芸など）

○生活（スポーツ、娯楽、家事など）

学習・参考書 ○小･中学生、高校生などを対象とした学習･参考書

児 童 書 ○絵本などの児童向けの書籍

コ ミ ッ ク 本 ○コミック、劇画などのマンガ本

そ の 他 ○上記以外の書籍



- 7 -

Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （５）「Ⅴ 雑誌発行銘柄数及び発行部数」

（つづき） 平成２０年１１月１日現在で発行している雑誌の銘柄数及び平成

１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの１年間に発行し

た雑誌の発行部数を次の区分に従って記入してください。

雑誌種類区分 内 容 例 示

総 合 誌 ○総合月刊誌、総合週刊誌、写真週刊誌など

人文科学誌 ○哲学、心理、宗教など

○歴史、地理など

○政治、時局、外事など

社会科学誌 ○法律、経済、財政、統計、経営など

○商業、交通・通信など

○社会、労働、教育、民族、風習、軍事など。

自然科学誌 ○数学、物理学、化学、天文学、地学、生物学、

医学、薬学など

○工学・工業など

○農・水産・林・畜業など

生活・趣味・ ○健康誌、マタニティ・育児誌、住宅誌、趣味・教養誌、

スポーツ誌 娯楽誌、スポーツ誌、旅行・レジャー誌、アウト

ドア誌、生活情報誌、料理雑誌、TV・FM 情報誌、
映画・音楽情報誌、タウン誌など

児 童 誌 ○児童誌、学年誌など

コ ミ ッ ク 誌 ○少年コミック誌、少女コミック誌、男性向けコミック誌、

女性ヤングアダルトコミック誌、ミセス向けコミック誌など

そ の 他 ○文学誌、学術誌などの上記以外の雑誌

（６）「Ⅵ 出版業務における国内、国外別のロイヤリティ収入の割合」

「出版業務」の年間売上高の業務種類別収入額の「ロイヤリティ収入」の

割合を以下の区分に従って記入してください。

国 内 ○国内での書籍・雑誌等から得るロイヤリティ収入の割合を

記入してください。

コミック ○国外で発売される日本の書籍・雑誌から得るロイヤリティ

国 児童書 収入の割合を「コミック」（コミック本、コミック誌など）、

外 小説 「児童書」、「小説」の区分に分けて記入してください。

その他 ○上記以外の国外で発売される日本の書籍・雑誌等から得る

ロイヤリティ収入の割合を記入してください。

（７）「Ⅶ 返品率」

① 平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの１年間又は最も

近い決算日前1年間について、返品率を書籍、雑誌別にそれぞれ記入してください。

② 返品率の計算は以下の算式によります。（小数第１位を四捨五入）

売上高当期総売上高＋前期総

高当期返品高＋前期返品
返品率＝
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （１）「Ⅰ「出版業務」の年間売上高の契約先産業別割合」

契約先産業別 ① 契約先（取引相手）の各産業の割合の合計が１００％となるように整数で

割合 記入してください。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大

きいところで調整してください。

② 契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

産 業 区 分 業 種 例 示

土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、左官

建 設 業 工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事業、電気

通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊維

製品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工

品、印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、プラス

製 造 業 チック製品、ゴム製品、なめし革・ 同製品・毛皮製品、

窯業・土石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、一般機械、

電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイス、輸送用機械、

精密機械、武器等の製造業

電気・ガス・ 電気業、ガス業、熱供給業、水道業
熱供給・水道業

通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、電気通

信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、民間放送業、

情報通信業 有線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業又は情報処理・

（同業者を除く） 提供サービス業）、インターネット附随サービス業、映像・音声

情報制作業（映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・

音声・文字情報制作に附帯するサービス業）

鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運

送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業、

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動

運 輸 業 車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業、外航

海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業、航空運送業、

航空機使用業、倉庫業、冷蔵倉庫業、港湾運送業、貨物運送

取扱業、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、その他の

運輸に附帯するサービス業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所、

小 売 業 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係金融

金 融 ・ 機関、貸金業・投資業等非預金信用機関、証券業、商品先物

保 険 業 取引業、補助的金融業、金融附帯業、保険業（含、保険媒介

代理業、保険サービス業）

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 産 業 区 分 業 種 例 示

割合（つづき） 食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その

飲 食 店 , 他の一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、

宿 泊 業 酒場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その

他の宿泊業

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、司

法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、

土木建築サービス業、デザイン・機械設計業、著述・芸術家

業、写真業、その他の専門サービス業（興信所、社会保険労

務士事務所、経営コンサルタント業など））、学術・開発研究

機関、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービ

サービス業 ス業（旅行業、家事サービス業、衣服裁縫修理業、物品預り

業、火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業等）、娯楽業、廃棄物処理

業、自動車整備業、機械等修理業、物品賃貸業、広告業、そ

の他の事業サービス業（速記・ワープロ入力・複写業、商品

検査業、計量証明業、建物サービス業、民営職業紹介業、警

備業、他に分類されない事業サービス業）、政治・経済・文化

団体､宗教､その他のサービス業（集会場、と畜場、他に分類

されないサービス業）、外国公務（外国公館、その他の外国公

務）

公 務 国家及び地方公務

同 業 者 「出版業」の同業者（同一企業間の企業内取引を含む）

農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、歯科

診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業）、

そ 保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保健衛生）、社

の 会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業団体、福祉事務

そ 他 所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、

の その他の社会保険・社会福祉・介護事業）、学校教育、その

の 産 他の教育,学習支援業（社会教育、職業・教育支援施設、学習
業 塾、教養・技能教授業（外国語会話教授業、スポーツ・健康

他 教授業、フィットネスクラブなど））、複合サービス事業（郵

便局、協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてください。

個 人 契約先が企業や各種団体が属する産業ではなく、直接個人を

対象としている場合は、ここに含めてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 企業全体の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、企業全体で平成１９年１１月１日から平成２０年

用固定資産取 １０月３１日までの１年間に要した費用について記入してください。

得額 なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 費 用 例 示

○平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの

１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当などで定

期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額を税込

み金額で記入してください。

給 与 支 給 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パート・

総 額 アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記入してください。

○企業で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社など

別経営の事業所で働いている人）」がいる場合は、その給与

も含めてください。

外 注 費 ○業務の一部又は全部を他の企業へ委託、下請け、その他の

形式で発注した経費を記入してください。

印 税 ・ ○著者（著作権者）に著作権使用料として発行部数見合い

原 稿 料 で支払った印税方式の経費又は原稿を買い取る形で支

払った原稿料などの経費を記入してください。

○ポスター、チラシ、テレビ用オンエアビデオテープ、プレ

広告宣伝費 ゼント用グッズなどの広告・宣伝費用（外注分、媒体支払

い費を含む。）を記入してください。

減価償却費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置など

の償却費を記入してください。

○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

土 地 ・ の賃借料を記入してください。

建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金も

賃 含めてください。

情 ○ 有線通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、

借 報 ファクシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子計

機 通 算機附属機器、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ(コンピュータ設

料 械 信 計・製造システム)などの「情報通信機器」を借りて業務を

・ 機 営んでいる場合は、この１年間の賃借料を記入してください。

装 器

置 そ ○自動車などの「輸送用機器」、複写機などの「事務用機器」

の など、情報通信機器以外の機械・装置を借りて業務を営ん

他 でいる場合は、この１年間の賃借料を記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 費用区分 費 用 例 示

用固定資産取 ○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下の

得額（つづき） その他の ものなどをいいます。

営業費用 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、広告手数料、

旅費、交通費、消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、

租税公課、寄付金、福利厚生費、諸会費、会議費、

通信費、水道光熱費、派遣労務費、土地･建物及び機械･

装置以外の賃借料など

※営業費用の調査項目には、売上原価、販売費及び一般管理費を含めて記入して

ください。損益計算書との関係は１５頁を参照してください。

（２）「Ⅱ 企業全体の過去１年間における営業用固定資産取得額（消費税額を含む。）」

① 「企業全体の営業用固定資産取得額」には、平成１９年１１月１日から

平成２０年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古品、

建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用固定資産の取得がなかった場合は、合計欄

に「０」を記入してください。

② 年間営業用固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資 産 区 分 資 産 例 示

機 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の有線通

械 情報通信 信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、ファ

・ 機 器 クシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子計

有 設 算機附属装置、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ（コンピュ

備 ータ設計・製造システム）などの購入に要した費用

形 ・

装 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器

固 置 そ の 他 具、機械、設備、装置、備品など（情報通信機器を除く）

の購入に要した費用

定

土 地 ○土地購入に要した費用

資 ○既存の土地を整備することに要した費用

産 建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属設

資 産 備の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など

○物的な存在形態を持たない固定資産（法律的権利又は経

無形固定資産 済的権利）の購入に要した費用をいいます。借地権、ソ

フトウェア、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、電

話加入権、営業権など
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成２０年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 企業全体の従業者数」

企業全体の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の企業に派

遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

なお、貴企業において個人と契約を結んで雇用している場合は、「個人

業主」に含めるのではなく、「有給役員」以降の該当する部門に含めて

記入してください。（別経営の企業から派遣されて当該企業に在籍してい

る「個人業主」の人も含まれません。）

② 上記①において「別経営の企業に派遣している人」がいる場合は、「総計」
の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の企業から派遣されている人」がいる場合は、

「総計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほ

か、在籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向

先の企業で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いてい

る人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの企業

の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、給

与を受けずに企業の業務に常時従事している人

① 個人業主（個人 ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受

経営の事業主） けて働いている人は常用雇用者欄に記入してください。

及 び 無 給 の ※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３ 個

家 族 従 業 者 人経営」を選択した場合のみ記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・

団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社以

外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わない）

で報酬、給与の支払いを受けている人

② 有 給 役 員 ※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員を

兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則に

よって給与を受けている人は「常用雇用者」に含めて

ください。また、ただ単に名目的で業務に従事せず、

かつ役員報酬を受けていない人は除いてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）

（つ づ き） 雇用形態区分 内 容 例 示

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成２０年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な
正職員などと呼 どと呼ばれている人
ばれている人

④パート、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

アルバイトなど どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイマー」、

「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人

（就業時間換 ○「④ パート・アルバイトなど」に記入した従業者全員の総

算雇用者数） 労働時間（１週間分）を企業（貴社）の所定労働時間（１週

間分）で除して算出した人数（下記(※)参照）

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間

（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人

外の雇用者）

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

（①から⑤の合計） 入した従業者の合計（総計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

合計）のうち、 入した人のうち、他の会社など別経営の企業へ出向・

別経営の企業 派遣している人又は下請けとして他の会社など別経

に派遣している人 営の企業で働いている人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」に記入
経 営 の 企 業 した人のほかに、他の会社など別経営の企業から
から派遣されてい 出向・派遣されている人又は下請として他の会社
る人 など別経営の企業からきて働いている人
（※）就業時間換算雇用者数記入例

例えば、１週間で２４時間勤務のアルバイトが４人いる場合は、「④パート・アル

バイト」欄に４人と記入します。あなたの会社の１週間あたり所定労働時間が４０

時間であれば、２４×４÷４０＝２．４となりますので、「就業時間換算雇用者数」

には「２」と整数で記入してください。（小数点以下四捨五入）

（４）「Ⅱ 「出版業務」の部門別事業従事者数」

① 「出版業務」に携わる事業従事者数（※参照）を部門別に記入してくだ

さい。１人で複数の業務を兼ねている場合でも、その人の主たる業務（例

えば、就業時間数の多かった部門）で区分してください。

（※）事業従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の企

業に派遣している人」を除き、「別経営の企業から派遣されている人」

を含めた人数をいいます。ただし、別経営の企業から派遣されてい

ても「出版業務」以外の業務に従事している人は除きます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）

（つ づ き） ② この欄では、「出版業務」に携わる事業従事者数を記入して頂きますの

で、調査項目との関連では下記の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の企業に派遣

している人」＋「別経営の企業から派遣されている人」のうち、

「出版業務」に携わる人数（事業従事者数）

③ 部門別事業従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（注）以下の各部門の「うち、別経営の企業から派遣されている人」について

は、「総計のほかに別経営の企業から派遣されている人」のう

ち、「出版業務」に従事している人を内数で各部門別に記入してください。

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に、総務、企画、人事、経理、予算などの業務

管 理 部 門 に従事する人

※有給役員のうち、「出版業務」を担当する役員は、こ

こに含めてください。

※うち、別経営の企業から派遣されている人（以下の部門区分についても同じ）

○書籍及び雑誌広告の集積及びその紙面掲載を担当す

営 業 部 門 る広告部門に従事する者

○出版物の販売促進のための書店への営業活動などを

担当する販売部門に従事する者（直販部門及び製品

管理（倉庫）などの業務に従事する者を含む）

○出版物の企画、編集、校正など出版物を作成する業

務に従事する人

編集・製作部門 ○組み版、製版、印刷、発送などの業務に従事する者

（印刷などを外注している場合の外注管理に従事する

人を含む。）。

電子メディア部門 ○電子メディアに関する業務に従事する人

そ の 他 ○上記以外の業務に従事する人
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平成２０年特定サービス産業実態調査

映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
調 査 票 記 入 注 意

この調査票にお答え頂いた内容は、統計作成上

の目的以外に使用されることはありません

平成２０年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（企業）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、企業単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容に応じ

て、「企業全体」又は「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務」について「あなた

の企業」に関する内容を記入してください。子会社など連結する他の企業分は含みません。

Ⅱ．調査対象となる企業

この調査の対象となる企業は、日本標準産業分類（JSIC）小分類４１５－映像・音声・文

字情報制作に附帯するサービス業に格付けされる企業です。

具体的には、主として新聞，定期刊行物，テレビ，ラジオ等にニュースを供給、その他の

映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業を営む企業が調査の対象となります。

◆ただし、次のような業務を主業として行う企業は調査の対象とはなりません。

① 新聞の発行を主として行う新聞社支局（新聞社支局：JSIC細分類４１３１）→「新聞業

調査」の対象となります。

② 新聞の印刷を主として行う新聞社支局（新聞社支局（印刷を主とするもの）：JSIC細分

類１６１１）

③ 撮影用機器及び録音用機器の賃貸を主として行う企業（映画・演劇用品賃貸業：JSI

C細分類８８９１）→「その他の物品賃貸業調査」の対象となります。

④ 写真現像・焼き付けを主として行う企業（写真現像・焼付業：JSIC細分類８３９３）

※当該調査では、平成14年3月改定の日本標準産業分類上の定義を用いています。
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（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な分

業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類したも

のであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、細分類

の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業（JSIC小分類番号：415）

① ニュース供給業（JSIC細分類番号：4151）

新聞，定期刊行物，テレビ，ラジオ等にニュースを供給する事業所をいう。

【例示】 ニュース供給業；新聞社支局（印刷発行を行わないもの）；民間放送局支局（放

送設備のないもの）

② その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業（JSIC細分類番号：4159）

他に分類されない映像・音声・文字情報制作に附帯するサービスを行う事業所をいう。

【例示】 映画出演者あっせん業；映画フィルム現像業；タイトル書き業；ポストプロダ

クション業；貸スタジオ業（映画撮影・録音用）；レコーディングスタジオ；

レコーディングエンジニア
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 企 業 名 （１）「Ⅰ 企業名」については、あらかじめプリントされている企業の名称が

及び所在地 違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの企業の正式な名称を記

入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、企業名の「フリガナ」についてはカタカ

ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部

分及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 企業の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではな

く、あなたの企業（本社）が実際に事業を行っている本社の場所を記入し

てください。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あなたの企業が該当する経営組織の番号を○

資 本 金 額 で囲んでください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの企業が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資本

金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（又は

出資金額）が１万円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上

１万円未満の場合は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください。）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社、

相互会社などをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有し

２ 会社以外 ない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。

３ 企 業 の 「企業の事業形態」については、次の区分により、あなたの企業が主として

事 業 形 態 いるもにあてはまる番号を一つ○で囲んでください。

番号 事 業 形 態

１ ニュース供給を行う企業をいいます。

２ 貸スタジオ業を営む企業をいいます。

３ 撮影スタジオ業を営む企業をいいます。

４ ポストプロダクション業を営む企業をいいます。

５ 音楽スタジオ業を営む企業をいいます。

６ 上記以外の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務
を行う企業をいいます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （１）「Ⅰ 企業全体の年間売上高（消費税額を含む。）」

① 企業全体の年間売上高については、あなたの企業が平成１９年１１月１日

から平成２０年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益

や所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の企業の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却によ

る収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「企業全体の年間売上高（消費税額を含む。）」に占める業務別売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「企業全体の年間売上高」について、「映

像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務」及び「その他業務」に

分けて業務（事業）別年間売上高を記入してください。

② 「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務」の内容については、

本記入注意の「Ⅱ．調査対象となる企業」に記載されている業務（１～２

頁参照）に基づきますので、当該部分を参照してください。

③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他業

務の内訳」の表に、「その他業務」全体の売上高に対する当該業務（売上高

がある業務）の売上高の割合を記入してください。

例えば、「卸売・小売業務」の売上高がある場合は、「その他業務の内訳」

の表の「卸売・小売業務」の欄に、「その他業務」全体の売上高に対する「卸

売・小売業務」の売上高の割合を記入してください。

④ 「その他業務の内訳」の表における業務の内容については、次の業

種区分に従って記入してください。

業 務 区 分 業 務 例 示

映像・音声・文字 ○ニュース供給業、貸スタジオ業、音楽スタジオ業、

情報制作に附帯 撮影スタジオ業、ポストプロダクション業などの

するサービス業務 業務（事業）

○食料品、飲料・飼料、繊維・衣料品、家具、パルプ･

紙･紙加工品、印刷業、化学品、石油･石炭製品、プ

そ ラスチック製品、ゴム製品、窯業･土石製品、鉄鋼業、

の 製造業務 非鉄金属、金属製品、機械器具、玩具・ゲーム機、

他 情報記録物（カセットテープ、ＤＶＤ、ＣＤなどへ

業 の映像・音声のダビング）などの製造業務（事業）

務

※「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス

業務」以外の情報通信業をいいます。

情 報 通 信 ○通信業（固定電気通信業、移動電気通信業、信書送

業 務 達業など）、放送業（公共放送業、民間放送業、有線

放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業、情報処

理・提供サービス業）、インターネット附随サービス

業、音声情報制作業（レコード制作業、ラジオ番

組制作業）、新聞業、出版業などの業務（事業）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（つづき） 卸 売 ・ ○商品の卸売業（ビデオソフトの販売事業者、問屋など）

小売業務 及び小売業（百貨店、スーパーマーケット、専門店

などの小売店）、代理商・仲立業などの業務（事業）

○専門サービス業（法律・特許・司法書士・公認会計

そ 士・税理士等の事務所、土木建築サービス業、デザ

イン・機械設計業、経営コンサルタント業など）、洗

の 濯・理容・美容・浴場業、旅行業、物品預り業、冠

サービス 婚葬祭業、娯楽業（映画館、劇場等の興行場、ゴル

他 業 務 フ場・ボウリング場等のスポーツ施設、遊園地、パ

チンコホール・ゲームセンター等の遊戯場、カラオ

業 ケボックス業など）、廃棄物処理業、自動車整備業、

機械等修理業、物品賃貸業、広告業、商品検査業、

務 計量証明業、建物サービス業、民営職業紹介業、警

備業などの業務（事業）

つ ※上記以外のすべての業務（事業）をいいます。

づ ○農・林・漁業、鉱業、建設業（土木建築工事業、電

き 気工事業など）、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸

業（鉄道業、自動車・港湾運送業、海運業、倉庫業、

その他の こん包業、運輸施設提供業など）、金融・保険業、不

業 務 動産業（駐車場業を含む。）、飲食店（食堂、レスト

ラン等）、宿泊業、医療業、社会保険・社会福祉・介

護事業、学校教育、教育・学習支援業（社会教育、

職業・教育支援施設、学習塾、外国語会話教室、ス

イミングスクール、ゴルフ教室、フィットネスクラ

ブなど）などの業務（事業）

（３）「Ⅲ 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務の業務種類別の年

間売上高」

① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「映像・音声・文字情報制作に附帯す

るサービス業務」の年間売上高について、その内訳である (1)ニュース供
給業務、(2)その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務の
区分ごとの業務種類別の売上高を記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（つづき） ② 「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務」における業務種類

別区分の内容については、次の区分に従って記入してください。

業 務 種 類 内 容 例 示

○新聞、定期刊行物、テレビ、ラジオ等にニュース

(1)ニュース供給業 を供給する業務の年間売上高をいい、映像・音

声・文字情報制作に附帯するサービス業務の年間

売上高に占める割合

○時間などで貸すことを目的とした、映像撮影や音

楽録音などを行うことが可能なスタジオの運営業

貸スタジオ 務の年間売上高をいい、映像・音声・文字情報

に附帯するサービス業務の年間売上高に占める割合

○映画音楽、テレビ番組の音楽録音などの音楽を

音 楽 録音するためのスタジオ運営業務の年間売上高

スタジオ業 をいい、映像・音声・文字情報制作に附帯する

サービス業務の年間売上高に占める割合

撮 影 ○映画スタジオ、テレビスタジオ、グラフィック撮

スタジオ業 影用スタジオなどのスタジオ運営業務の年間売上

高をいい、映像・音声・文字情報制作に附帯する

サービス業務の年間売上高に占める割合

ポストプロ ○収録素材を編集・合成・MA（マルチメディアオー
ダクション ディオ）処理する業務の年間売上高をいい、映像・

音声・文字情報制作に附帯するサービス業務の年

間売上高に占める割合

○上記以外の年間売上高をいい、映像・音声・文字

その他 情報制作に附帯するサービス業務の年間売上高に

占める割合

（
２
）
そ
の
他
の
映
像
・
音
声
・
文
字
情
報

制
作
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （４）「Ⅳ 「ニュース供給業務」の収入区分別年間売上高割合」

（つづき） ① 上記（３）の「Ⅲ」欄で記入した「映像・音声・文字情報制作に附帯す

るサービス業務」の年間売上高について、ニュース供給業務の年間売上高

の収入区分別に割合を記入してください。

② 「ニュース供給業務」における収入区分の内容については、次の区分に

従って記入してください。

収 入 区 分 内 容 例 示

○新聞、定期刊行物、テレビ、ラジオ等にニュースを配

配信収入 信する業務のニュース供給業務の年間売上高に占める割合

○新聞、定期刊行物、テレビ、ラジオ等にニュースを配

著作権収入 信する際に得る著作権収入のニュース供給業務の年間

売上高に占める割合

○新聞、定期刊行物、テレビ、ラジオ等にニュースを配

広告収入 信する際の広告料収入（広告会社に対する正規の手数

料を控除した額）のニュース供給業務の年間売上高に

占める割合

その他 ○上記以外のニュース供給業務の年間売上高に占める割合

（５）「Ⅴ 「配信収入」における配信先別配信収入割合」

① 上記（４）の「Ⅳ」欄で記入した「「ニュース供給業務」の収入区分別

年間売上高割合」の配信収入について、割合の合計が１００％となるよう

に配信先別に整数で記入してください。なお、合計が１００％にならない

時は、割合の最も大きいところで調整してください。

② 「配信収入」における区分の内容については、次の表に従ってください。

配信先区分 内 容 例 示

新聞･テレビ･ ○新聞、テレビ、ラジオ等にニュースを配信する業務の

ラ ジ オ 向 け 配信収入に占める割合

通 信 社 向 け ○他通信社等にニュースを配信する業務の配信収入に占

める割合

官 公 庁 向 け ○中央官庁、地方自治体等にニュースを配信する業務の

配信収入に占める割合

金 融 ・ 証 券 ○金融会社、証券会社等にニュースを配信する業務の配

向 け 信収入に占める割合

そ の 他 ○上記以外にニュースを配信する業務の配信収入に占め

る割合
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （６）「Ⅵ 貸スタジオ業務における保有スタジオ数、貸出し時間」

（つづき） ４．Ⅲの「貸スタジオ業務」に年間売上高が計上されている場合に記入してくだ

さい。

平成２０年１１月１日現在で保有しているスタジオ数及び平成１９年１１

月１日～平成２０年１０月３１日までの１年間の貸出し時間数を記入してく

ださい。区分の内容については、次の区分に従って記入してください。

用途先区分 内 容 例 示

撮影スタジオ ○映画スタジオ、テレビスタジオ、グラフィック撮影用

業務向け スタジオ等主に映像を撮影するためのスタジオの保有

スタジオ数と貸出し時間

音楽スタジオ ○映画音楽、テレビ番組の音楽録音等主に音楽を録音す

業務向け るためのスタジオの保有スタジオ数と貸出し時間

そ の 他 ○上記以外のスタジオの保有スタジオ数と貸出し時間

５ 年間売上高の （１）「Ⅰ「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務」の年間売上高の

契約先産業別 契約先産業別割合」

割合 ① 契約先（取引相手）の各産業の割合の合計が１００％となるように整数で

記入してください。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大

きいところで調整してください。

② 契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

産 業 区 分 業 種 例 示

土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、左官

建 設 業 工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事業、電気

通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊維

製品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工

品、印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、プラス

製 造 業 チック製品、ゴム製品、なめし革・ 同製品・毛皮製品、

窯業・土石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、一般機械、

電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイス、輸送用機械、

精密機械、武器等の製造業

電気・ガス・ 電気業、ガス業、熱供給業、水道業
熱供給・水道業

通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、電気

通信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、民間放送

情報通信業 業、有線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業又は情報

（同業者を除く） 処理・提供サービス業）、インターネット附随サービス業、映

像・音声・文字情報制作業（映像情報制作・配給業、音声

情報制作業、新聞業、出版業）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）
契約先産業別 産 業 区 分 業 種 例 示

割合（つづき）
鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運

送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業、

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動

運 輸 業 車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業、外航

海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業、航空運送業、

航空機使用業、倉庫業、冷蔵倉庫業、港湾運送業、貨物運送

取扱業、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、その他の

運輸に附帯するサービス業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所、

小 売 業 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係金融

金 融 ・ 機関、貸金業・投資業等非預金信用機関、証券業、商品先物

保 険 業 取引業、補助的金融業、金融附帯業、保険業（含、保険媒介

代理業、保険サービス業）

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業

食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その

飲 食 店 , 他の一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、

宿 泊 業 酒場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その

他の宿泊業

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、司

法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、

土木建築サービス業、デザイン・機械設計業、著述・芸術家

業、写真業、その他の専門サービス業（興信所、社会保険労

務士事務所、経営コンサルタント業など））、学術・開発研究

機関、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービ

サービス業 ス業（旅行業、家事サービス業、衣服裁縫修理業、物品預り

業、火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業等）、娯楽業、廃棄物処理

業、自動車整備業、機械等修理業、物品賃貸業、広告業、そ

の他の事業サービス業（速記・ワープロ入力・複写業、商品

検査業、計量証明業、建物サービス業、民営職業紹介業、警

備業、他に分類されない事業サービス業）、政治・経済・文化

団体､宗教､その他のサービス業（集会場、と畜場、他に分類

されないサービス業）、外国公務（外国公館、その他の外国公

務）

公 務 国家及び地方公務

同 業 者 「映像・音声・文字情報に附帯するサービス業」の同業者

（同一企業間の企業内取引を含む）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の

契約先産業別 産 業 区 分 業 種 例 示

割合（つづき） 農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、歯科

診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業）、

そ 保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保健衛生）、社

そ の 会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業団体、福祉事務

他 所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、

の の その他の社会保険・社会福祉・介護事業）、学校教育、その

産 他の教育,学習支援業（社会教育、職業・教育支援施設、学習
他 業 塾、教養・技能教授業（外国語会話教授業、スポーツ・健康

教授業、フィットネスクラブなど））、複合サービス事業（郵

便局、協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてください。

個 人 契約先が企業や各種団体が属する産業ではなく、直接個人を

対象としている場合は、ここに含めてください。

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 企業全体の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、企業全体で平成１９年１１月１日から平成２０年

用固定資産取 １０月３１日までの１年間に要した費用について記入してください。

得額 なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 費 用 例 示

○平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの

１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当などで定

期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額を税込

給 与 支 給 み金額で記入してください。

総 額 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パート・

アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記入して

ください。

○企業で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社など

別経営の事業所で働いている人）」がいる場合は、その給与

も含めてください。

外 注 費 ○業務の一部又は全部を他の企業へ委託、下請け、その他の

形式で発注した経費を記入してください。

減価償却費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置など

の償却費を記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 費用区分 費 用 例 示

用固定資産取 ○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

得額（つづき） 土 地 ・ の賃借料を記入してください。

賃 建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金も

含めてください。

情 ○有線通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、

借 機 報 ファクシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子計

械 通 算機附属機器、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ(コンピュータ設

・ 信 計・製造システム)などの「情報通信機器」を借りて業務を

料 装 機 営んでいる場合は、この１年間の賃借料を記入してくださ

置 器 い。

そ ○自動車などの「輸送用機器」、複写機などの「事務用機器」

の など、情報通信機器以外の機械・装置を借りて業務を営ん

他 でいる場合は、この１年間の賃借料を記入してください。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下の

ものなどをいいます。

その他の 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

営業費用 消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄

付金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光

熱費、広告･宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・

装置以外の賃借料など

※営業費用の調査項目には、売上原価、販売費及び一般管理費を含めて記入して

ください。損益計算書との関係は１５頁を参照してください。

（２）「Ⅱ 企業全体の過去１年間における営業用固定資産取得額（消費税額を含む。）」

① 「企業全体の営業用固定資産取得額」には、平成１９年１１月１日から

平成２０年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古品、

建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用固定資産の取得がなかった場合は、合計欄に

「０」を記入してください。

② 年間営業用固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資 産 区 分 資 産 例 示

機 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の有線

有 械 通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、

形 ・ 情報通信 ファクシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、

固 設 機 器 電子計算機附属装置、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ（コ

定 備 ンピュータ設計・製造システム）などの購入に要し

資 ・ た費用

産 装 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器

置 そ の 他 具、機械、設備、装置、備品など（情報通信機器を除く）

の購入に要した費用
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 資 産 区 分 資 産 例 示

用固定資産取 有 土 地 ○土地購入に要した費用

得額（つづき） 形 ○既存の土地を整備することに要した費用

固 建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

定 の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属

資 資 産 設備の購入に要した費用

産 ○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など

○物的な存在形態を持たない固定資産（法律的権利又は

無形固定資産 経済的権利）の購入に要した費用をいいます。借地権、

ソフトウェア、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、

電話加入権、営業権など

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成２０年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 企業全体の従業者数」

企業全体の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の企業に派

遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

なお、貴企業において個人と契約を結んで雇用している場合は、「個人

業主」に含めるのではなく、「有給役員」以降の該当する部門に含めて

記入してください。（別経営の企業から派遣されて当該企業に在籍してい
る「個人業主」の人も含まれません。）

② 上記①において「別経営の企業に派遣している人」がいる場合は、「総計」

の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の企業から派遣されている人」がいる場合は、
「総計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほ
か、在籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向
先の企業で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いてい
る人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。
雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの企業

の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、給

① 個人業主（個人 与を受けずに企業の業務に常時従事している人

経営の事業主） ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受

及 び 無 給 の けて働いている人は常用雇用者欄に記入してください。
家 族 従 業 者 ※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３ 個

人経営」を選択した場合のみ記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・

団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）
（つ づ き） 雇用形態区分 内 容 例 示

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社以

外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わない）

で報酬、給与の支払いを受けている人

② 有 給 役 員 ※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員を

兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則に

よって給与を受けている人は「常用雇用者」に含めて

ください。また、ただ単に名目的で業務に従事せず、

かつ役員報酬を受けていない人は除いてください。

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か月

常 用 雇 用 者 を超える期間を定めて雇用されている人

○平成２０年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」など

正職員などと呼 と呼ばれている人

ばれている人

○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」など

④パート、 と呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイマー」、

アルバイトなど 「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人

（就業時間換 ○ 「④ パート・アルバイトなど」に記入した従業者全員の

算雇用者数） 総労働時間（１週間分）を企業（貴社）の所定労働時間（１

週間分）で除して算出した人数（下記(※)参照）

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間を
（常用雇用者以 決めて雇用されている人又は日々雇用されている人
外の雇用者）
総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記入

（①から⑤の合計） した従業者の合計（総計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記入

合計）のうち、 した人のうち、他の会社など別経営の企業へ出向・派

別経営の企業 遣している人又は下請けとして他の会社など別経営の

に派遣している人 企業で働いている人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記入
経 営 の 企 業 した人のほかに、他の会社など別経営の企業から出
から派遣されてい 向・派遣されている人又は下請として他の会社など別
る人 経営の企業からきて働いている人

（※）就業時間換算雇用者数記入例

例えば、１週間で２４時間勤務のアルバイトが４人いる場合は、「④パー

ト・アルバイト」欄に４人と記入します。あなたの会社の１週間あたり所

定労働時間が４０時間であれば、２４×４÷４０＝２．４となりますので、

「就業時間換算雇用者数」には「２」と整数で記入してください。（小数点

以下四捨五入）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （４）「Ⅱ 「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務」の部門別事業従事者数」

（つ づ き） ① 「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務」に携わる事業従事

者数（※参照）を部門別に記入してください。１人で複数の業務を兼ね

ている場合でも、その人の主たる業務（例えば、就業時間数の多かった部

門）で区分してください。

（※）事業従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の企業

に派遣している人」を除き、「別経営の企業から派遣されている人」

を含めた人数をいいます。ただし、別経営の企業から派遣されていて

も「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務」以外の業務に従

事している人は除きます。

② この欄では、「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務」に携

わる事業従事者数を記入して頂きますので、調査項目との関連では下記

の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の企業に派遣

している人」＋「別経営の企業から派遣されている人」のうち、

「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務」に携わる人数

（事業従事者数）

③ 部門別事業従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（注）以下の各部門の「うち、別経営の企業から派遣されている人」について

は、「総計のほかに別経営の企業から派遣されている人」のうち、「映像・

音声・文字情報制作に附帯するサービス業務」に従事している人数を内数

で各部門別に記入してください。

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に、総務、企画、人事、経理、予算などの業務に

管理・営業 従事する人

部 門 ※有給役員のうち、「映像・音声・文字情報制作に附帯する

サービス業務」を担当する役員は、ここに含めてくだ

さい。

うち、別経営の企業から派遣されている人（以下の部門区分についても同じ）

編集部門 ○ニュースの取材、入力、校正などニュースを作成す

る業務に従事する人

技術部門 ○情報システムに関する業務に従事する人

○スタジオで各種機材の操作に従事する人

製作部門 ○映像・音声・文字情報制作に関わる製作業務に従事

する人

そ の 他 ○上記以外の業務に従事する人
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平成２０年特定サービス産業実態調査

機 械 修 理 業 ， 電 気 機 械 器 具 修 理 業

調 査 票 記 入 注 意

この調査票にお答え頂いた内容は、統計作成上

の目的以外に使用されることはありません

平成２０年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（事業所）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、事業所単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容

に応じて、「事業所」若しくは「主たる業務」（※）について「あなたの事業所」に関する

内容を記入してください。同一企業内の他の事業所分は含みません。

（※）この調査における「主たる業務」とは、「機械修理業務」、「電気機械器具修理業務」のうち、

売上高が多い業務をいいます（以下同じ）。当該各業務の内容は、下記の「Ⅱ．調査対

象となる事業所」の（１）及び（２）において記載されている業務となりますので参

照してください。

Ⅱ．調査対象となる事業所

この調査の対象となる事業所は、日本標準産業分類（JSIC）小分類８７１－機械修理業（電気

機械器具を除く）又は同小分類８７２－電気機械器具修理業に格付けされる事業所です。具体的

には、

（１）「機械修理業（電気機械器具を除く）」は、顧客の要請に応じて、以下の業務を営む事業所が

調査の対象となります。

①一般機械の修理

②建設機械及び鉱山機械の整備修理

（２）「電気機械器具修理業」は、顧客の要請に応じて、電気機械器具の修理業務を営む事業所が

調査の対象となります。

※当該調査では、平成14年3月改定の日本標準産業分類上の定義を用いています。
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◆ただし、次のような業務を行う事業所は調査の対象となりません。

①修理する商品と同種の商品を製造する事業所（JSIC大分類Ｆ－製造業）

②修理する商品と同種の商品を販売する事業所（JSIC大分類Ｊ－卸売・小売業）

③自動車修理業（JSIC小分類861）

④衣服修理業→その他の生活関連サービス業（JSIC細分類8331）

⑤船舶修理業（JSIC小分類303）、鉄道車両改造修理業（鉄道業の自家用を除く）（JSIC細

分類3021）、鉄道業の鉄道車両修理工場（JSIC小分類421）、航空機オーバーホール業（J

SIC細分類3041）

⑥時計（電気時計を含む）の修理を行う事業所→時計修理業、電気時計修理業

（JSIC細分類8792）。

（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な分業

として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類したもの

であり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、細分類の

４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

（１） 機械修理業（JSIC小分類番号：871）

① 一般機械修理業（JSIC細分類番号：8711）

一般機械の修理を行う事業所をいう。

【例示】機械修理業；内燃機関修理業；航空機整備業；ミシン修理業；光学機械修理業；

映写機修理業；農業用トラクタ修理業；ガーデントラクタ修理業；フォークリフト整備業

② 建設・鉱山機械整備業（JSIC細分類番号：8712）

建設機械及び鉱山機械の整備修理を行う事業所をいう。

【例示】建設用トラクタ整備業；掘削機械整備業；建設用クレーン整備業；整地機械整備業；

基礎工事用機械整備業；鉱山機械整備業

（２） 電気機械器具修理業（JSIC小分類番号：872）

電気機械器具の修理を行う事業所をいう。

【例示】ラジオ修理業；テレビ修理業；電気冷蔵庫修理業；変圧器修理業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 事 業 所 名 （１）「Ⅰ 事業所名」については、あらかじめプリントされている事業所の名称

及び所在地 が違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの事業所の正式な名称を

記入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、事業所名の「フリガナ」についてはカタカ

ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分

及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 事業所の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではなく、

あなたの事業所が実際に事業を行っている場所を記入してください。

（３）「Ⅲ 本社の所在地」については、あなたの事業所が支社、支店及び営業所

である場合に、登記上の所在地ではなく、実際に事業を行っている本社の場

所を記入してください。したがって、あなたの事業所が本社である場合は、

この項目に記入する必要はありません。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あなたの事業所が該当する経営組織の番号を

資 本 金 額 ○で囲んでください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの事業所が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資

本金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（株式

会社、有限会社）又は出資金額（合資会社、合名会社、合同会社）が１万円

未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上１万円未満の場合は

「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください｡）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社、

相互会社などをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有し

２ 会社以外 ない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

３ 本社・支社別等 （１）「Ⅰ 事業所の本社・支社別」については、あなたの事業所が該当する本

社・支社別の番号を○で囲んでください。

また、本社・支社別の内容は以下の表を参照してください。なお、親会

社と子会社はそれぞれ独立した企業で、「本社」、「支社」の関係はありません。

１ 単独事業所 他の場所に、同一経営の本社・本店や支社・支店及び営

業所などを持たない単独の事業所をいいます。

他の場所に、同一経営の支社・支店及び営業所があって、

それらのすべてを統括している事業所をいいます。

２ 本 社 なお、本社・本店の各部門がいくつかの場所に分かれて

いるような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「２

本社」とし、ほかの事業所は「３ 支社」とします。

３ 支 社 他の場所にある本社・本店の統括を受けている事業所を

いいます。

（２）「Ⅱ 事業所の系統」については、次の区分によりあなたの事業所にあて

はまる事業所の系統の番号を１つ○で囲んでください。

事業所の系統 内 容 例 示

１ 設備メーカー 機械設備、電機設備、計装設備等の製造・販売を行う企

の系列企業 業の系列企業

２ 設備ユーザー 機械設備、電機設備、計装設備等を利用し、生産活動を

の系列企業 行う企業の系列企業

３ その他 設備メーカー、設備ユーザーとは関連のない企業

（独立系）企業

◎次の調査事項（番号４～７）については、あなたの事業所のみの金額（又は割合）等を記入して

ください。他の事業所分は含みません。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （１）「Ⅰ 事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」

（つづき） ① 事業所の年間売上高については、あなたの事業所が平成１９年１１月１日か

ら平成２０年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益や所

得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、最

も近い決算日前の１年間の事業所の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、本社・支社（営業所）間及び支社（営業所）相互間

の企業内取引によるサービス提供を行った場合は、提供価格若しくは振替

仕切額（提供価格若しくは振替仕切額がない場合は、そのサービス提供原

価）を含めてください。

③ 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却による

収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」に占める業務別年間売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「事業所の年間売上高」について、「機

械修理業務」、「電気機械器具修理業務」及び「その他業務」に分けて業務

別年間売上高を記入してください。

② 「機械修理業務」及び「電気機械器具修理業務」の内容については、本記

入注意の「Ⅱ．調査対象となる事業所」において記載されている業務（１

～２頁参照）に基づきますので、当該部分を参照してください。

③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他業

務の内訳」の表に、「その他業務」全体の売上高に対する当該業務（売上高

がある業務）の売上高の割合を記入してください。例えば、「製造業務」の

売上高がある場合は、「その他業務の内訳」の表の「製造業務」欄に、「そ

の他業務」全体の売上高に対する「製造業務」の売上高の割合を記入して

ください。

なお、「その他業務の内訳」の表における業務の内容については、記

入注意 の「５ 年間売上高の契約先産業別割合」に記載している産業別

区分（８～１０頁参照）に従ってください。

（３）「Ⅲ 「主たる業務」の年間売上高の業務種類別割合」

① 「機械修理業務」と「電気機械器具修理業務」のうち、売上高が多い業務

（「主たる業務」といいます（以下同じ）。）のみについて、矢印に従って該

当する業務の表に、年間売上高の業務種類別の割合を、合計が１００％と

なるように整数で記入してください（対象となる業務については、国内・

国外取引を問いません）。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最

も大きいところで調整してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 ② 業務種類別割合は、次の区分に従って記入してください。

（つづき） ＜機械修理業務＞

業 務 種 類 内 容 例 示

○建設・鉱山機械器具を除く一般機械器具の修理業務

○具体的には以下の機械器具の修理が含まれます。

・ボイラ、原動機

・農業用機械（農業用トラクタ、耕耘機など）

・金属加工機械（切削加工機械、プレス・鍛造機械など）

一般機械器具 ・繊維機械（紡績機械、染色整理仕上機械、縫製機械など）

（建設・鉱山機 ・特殊産業用機械（食品機械、木材加工機械、製紙機械、

械器具を除く） 印刷・製本機械、鋳造機械、プラスチック加工機械、

半導体製造装置、真空装置など）

・一般産業用機械（ポンプ、空気圧縮機・送風機、

エレベータ・エスカレータ、荷役運搬設備、工業窯炉、

化学機械など）

・事務用・サービス用・民生機械器具（事務用機器、

冷凍機・温湿調整装置、娯楽機械、自動販売機など）

・その他（消火装置、包装・荷造機械、産業用ロボット

など）

輸送用機械器具 ○自動車を除く輸送用機械器具の修理業務

（ 自 動車 ・ 同 ○具体的には以下の機械器具の修理が含まれます。

附属品を除く） ・航空機整備

・産業用運搬車両（フォークリフトなど）修理

精密機械器具 ○時計を除く精密機械器具の修理業務

（時計を除く） ○具体的には以下の機械器具の修理が含まれます。

・計量器・測定器・分析機器・試験機

・測量機械器具

・医療用機械器具

・理化学機械器具（電子顕微鏡など）

・光学機械器具（写真機、映画用機械、望遠鏡など）

建 設 ・ 鉱 山 ○建設・鉱山機械器具の修理業務

機 械 器 具 ○具体的には以下の機械器具が含まれます。

・ロードローラ、コンクリートミキサ、破砕機、選別機、

建設用クレーン、建設用ショベルトラックなど

そ の 他 ○電気機械器具を除く上記以外の機械器具修理業務



- 7 -

Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（つづき） ＜電気機械器具修理業務＞

業 務 種 類 内 容 例 示

○電気エネルギーの発生、貯蔵、送電、変電及び利用

を行う機械器具（電子計算機と通信機械器具を除く）

の修理業務

○具体的には以下の機械器具の修理が含まれます。

・発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具

（発電機、電動機、変圧器類、開閉装置、配電盤、

電気機械器具 電力制御装置、配線器具、電気溶接機械、内燃機関

電装品など）

・民生用電気機械器具（ちゅう房機器、空調・住宅関連

機器、電気洗濯機、衣類乾燥機、電気掃除機など）

・電球・電気照明器具

・電子応用装置（X線装置、ビデオ機器、医療用
電子応用装置、電子顕微鏡など）

・電気計測器、工業計器、医療用計測器 等

情 報 通 信 ○通信機械器具及び関連機器、電子計算機及び附属

機 械 器 具 装置の修理業務

そ の 他 ○上記以外の電気機械器具修理業務

（４）「Ⅳ 「主たる業務」の発注元別年間売上高（消費税を含む。）」

① 「主たる業務」のみについて、発注元別の年間売上高を記入してください

（対象となる業務については、国内・国外取引を問いません）。

② 発注元区分の内容は、次の区分に従って記入してください。

発注元区分 内 容 例 示

○自社の親会社からの発注

法 親 会 社 注：「親会社」とは、貴社の議決権の 50 ％を超えて
所有している会社をいいます。

人 親会社以外 ○自社の親会社以外の法人からの発注

個 人 ○法人ではなく個人からの発注

（５）「Ⅴ 「主たる業務」の年間売上高の業務種類別割合」

① 「主たる業務」のみについて、年間売上高の業務区分別の割合を、各発注

元ごとの合計が１００％となるように整数で記入してください（対象とな

る業務については、国内・国外取引を問いません）。なお、合計が１００％

にならない時は、割合の最も大きいところで調整してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高 （つづき）

（つづき） ② 業務種類別割合は、次の区分に従って記入してください。

業務区分 内 容 例 示

日 常 保 全 ○日常保守点検、１日～２日の計画修理等

定 期 修 理 ○シャットダウンメンテナンス、設備を一定期間停止

して行うメンテナンス

保 守 契 約 ○年間一括保守等

ス ポ ッ ト ○突発故障や事故の対応等

そ の 他 ○上記以外の修理業務

（６）「Ⅵ 「主たる業務」の年間売上高の契約種類別割合」

① 「主たる業務」のみについて、年間売上高の契約種類別の割合を、各発

注元ごとの合計が１００％となるように整数で記入してください（対象と

なる業務については、国内・国外取引を問いません）。なお、合計が１００％

にならない時は、割合の最も大きいところで調整してください。

② 契約種類別割合は、次の区分に従って記入してください。

契約区分 内 容 例 示

請 負 方 式 ○積算を根拠に契約金額を決定するものをいいます。

（見積もり方式）

人 工 方 式 ○施工人工×単価で契約金額を決定するものをいいます。.
（マンアワー）

設備単価方式 ○人数・人工にかかわらず対象設備ごとに契約金額を

決定するものをいいます。

そ の 他 ○上記以外の方法で契約金額を決定するものをいいます。

５ 年間売上高の （１）「Ⅰ「主たる業務」の年間売上高の契約先産業別割合」

契約先産業別 ① 契約先（取引相手）の各産業の割合の合計が１００％となるように整数で

割合 記入してください。なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大

きいところで調整してください。

② 契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

産 業 区 分 業 種 例 示

土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、左官

建 設 業 工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事業、電気

通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊維

製品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工

品、印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、プラス

製 造 業 チック製品、ゴム製品、なめし革・ 同製品・毛皮製品、

窯業・土石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、一般機械、

電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイス、輸送用機械、

精密機械、武器等の製造業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 産 業 区 分 業 種 例 示

割合（つづき） 電 気 ・ ガ ス ・

熱供給・水道業 電気業、ガス業、熱供給業、水道業

通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、電

気通信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、民間

情報通信業 放送業、有線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア業又

は情報処理・提供サービス業）、インターネット附随サービ

ス業、映像・音声・文字情報制作業（映像情報制作・配給業、

音声情報制作業、新聞業、出版業、映像・音声・文字情報制

作に附帯するサービス業）

鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運

送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業、

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動

運 輸 業 車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業、外航

海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業、航空運送業、

航空機使用業、倉庫業、冷蔵倉庫業、港湾運送業、貨物運送

取扱業、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、その他の

運輸に附帯するサービス業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所、

小 売 業 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係金融

金 融 ・ 機関、貸金業・投資業等非預金信用機関、証券業、商品先物

保 険 業 取引業、補助的金融業、金融附帯業、保険業（含、保険媒介

代理業、保険サービス業）

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業 等

食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その他の

飲 食 店 , 一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、 酒場、

宿 泊 業 ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿伯業

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、司

法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、

土木建築サービス業、著述・芸術家業、写真業、その他の専

門サービス業（興信所、社会保険労務士事務所、経営コンサ

ルタント業など））、学術・開発研究機関、洗濯・理容・美容・

サービス業 浴場業、その他の生活関連サービス業（旅行業、家事サービ

（同業者を除く） ス業、衣服裁縫修理業、物品預り業、火葬・墓地管理業、冠

婚葬祭業等）、娯楽業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械

等修理業（機械修理業、電気機械器具修理業を除く。）、物品

賃貸業、広告業、その他の事業サービス業（速記・ワープロ

入力・複写業、商品検査業、計量証明業、建物サービス業、

民営職業紹介業、警備業、他に分類されない事業サービス業）、

政治・経済・文化団体､宗教､その他のサービス業（集会場、

と畜場、他に分類されないサービス業）、外国公務（外国公

館、その他の外国公務）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高の （つづき）

契約先産業別 公 務 国家及び地方公務

割合（つづき） 「機械修理業」又は「電気機械器具修理業」の同業者（同一

同 業 者 企業間の企業内取引を含む）（下記(※)参照）

農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、歯科

診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業）、

そ 保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保健衛生）、社

そ の 会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業団体、福祉事務

他 所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、

の の その他の社会保険・社会福祉・介護事業）、学校教育、その

産 他の教育,学習支援業（社会教育、職業・教育支援施設学習塾、
他 業 教養・技能教授業（外国語会話教授業、スポーツ・健康教授

業、フィットネスクラブなど））、複合サービス事業（郵便局、

協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてください。

個 人 契約先が企業や各種団体が属する産業ではなく、直接個人を

対象としている場合は、ここに含めてください。

（※）契約先産業区分における「同業者」について

①あなたの事業所が「機械修理業」である場合

・契約先が「機械修理業」を営む場合は、「同業者」としてください。

・契約先が「電気機械器具修理業」を営む場合は、「同業者」では

なく「サービス業（同業者を除く）」としてください。

②あなたの事業所が「電気機械器具修理業」である場合

・契約先が「電気機械器具修理業」を営む場合は、「同業者」としてくださ

い。

・契約先が「機械修理業」を営む場合は、「同業者」ではなく「サービス業

（同業者を除く）」としてください。

③契約先が「機械修理業」か「電気機械器具修理業」かの判断が困難な場合に

は、「同業者」としてください。

④「機械修理業」及び「電気機械器具修理業」の業務の定義は、

本記入注意の「Ⅱ．調査対象となる事業所）」において記載されている内容

（１～２頁参照）に従ってください。

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 事業所の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、あなたの事業所（企業ではありません。）が、平成

用 固 定 資 産 １９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの１年間に要した費用について

取 得 額 記入してください。

なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 当該年間営業費用には、営業として行っていない財産運用や財産売却に

よる費用は含めないでください。

③ 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 ④ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

用 固 定 資 産 費用区分 費 用 例 示

取 得 額 ○平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの

１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当などで定

期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額を税込

み金額で記入してください。

給 与 支 給 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パー

総 額 ト・アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記入

してください。

○事業所で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社な

ど別経営の事業所で働いている人）」がいる場合は、その

給与も含めてください。

○業務の一部又は全部を国内・国外の他の企業へ委託、下請

け、その他の形式で発注した経費を記入してください。

外 注 費 なお、本社・支社・営業所間の同一企業内取引関係も外注

費とみなします。

減価償却費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置などの

償却費を記入してください。

○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

土 地 ・ の賃借料を記入してください。

建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金も

含めてください。

賃 情 ○有線通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換

報 装置、ファクシミリ、電子計算機、端末機器、補助

借 機 通 装置、電子計算機附属機器、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ

械 信 （コンピュータ設計・製造システム）などの「情報通

料 ・ 機 信機器」を借りて業務を営んでいる場合は、この１年間

装 器 の賃借料を記入してください。
置

そ ○自動車などの「輸送用機器」、複写機などの「事務用機器」

の など、情報通信機器以外の機械・装置を借りて業務を営ん

他 でいる場合は、この１年間の賃借料を記入してください。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下の

ものなどをいいます。

そ の 他 の 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

営 業 費 用 消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄付

金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光熱費、

広告･宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・装置以

外の賃借料など

※営業費用の調査項目には、売上原価、販売費及び一般管理費を含めて記入して

ください。損益計算書との関係は１６頁を参照してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （２）「Ⅱ 事業所の過去１年間における営業用固定資産取得額（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 「事業所の営業用固定資産取得額」には、平成１９年１１月１日から平成

用固定資産取 ２０年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古品、

得額（つづき） 建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用固定資産の取得がなかった場合は、合計欄に

「０」を記入してください。

② 年間営業用固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用固定資産取得額は、次頁の区分に従って記入してください。

資 産 区 分 資 産 例 示

機 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の有線通

有 械 情報通信 信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、ファ

・ 機 器 クシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子計

形 設 算機附属装置、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ（コンピュー

備 タ設計・製造システム）などの購入に要した費用

固 ・ ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器

装 そ の 他 具、機械、設備、装置、備品など（情報通信機器を除

定 置 く）の購入に要した費用

土 地 ○土地購入に要した費用

資 ○既存の土地を整備することに要した費用

建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

産 の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属

資 産 設備の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など

○物的な存在形態を持たない固定資産（法律的権利又は

無 形 固 定 資 産 経済的権利）の購入に要した費用をいいます。借地権、

ソフトウェア、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、

電話加入権、営業権など

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成２０年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 事業所の従業者数」

事業所の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の事業所に

派遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

なお、貴事業所において個人と契約を結んで雇用している場合は、「個人

業主」に含めるのではなく、「有給役員」以降の該当する部門に含めて記入

してください。（別経営の事業所から派遣されて当該事業所に在籍している

「個人業主」の人も含まれません。）

② 上記①において「別経営の事業所に派遣している人」がいる場合は、「総

計」の内数として、その人数を男女別に記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）

（ つ づ き ） ③ 「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」がいる場合は、「総

計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在

籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向先の事業所

で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いている人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの事

業所の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、

給与を受けずに事業所の業務に常時従事している人

① 個人業主（個人 ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を

経営の事業主） 受けて働いている人は常用雇用者欄に記入してください。

及 び 無 給 の ※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３ 個

家 族 従 業 者 人経営」を選択した場合のみ記入してください。

したがって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・

団体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社

以外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わな

い）で報酬、給与の支払いを受けている人

② 有 給 役 員 ※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員

を兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則

によって給与を受けている人は「常用雇用者」に含

めてください。また、ただ単に名目的で業務に従事

せず、かつ役員報酬を受けていない人は除いてくだ

さい。

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成２０年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと呼 どと呼ばれている人

ばれている人

○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

④パート、 どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

アルバイトなど マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

ている人

(就業時間換 ○「④ パート、アルバイトなど」に記入した従業者全員の

算雇用者数) 総労働時間（１週間分）を貴事業所（貴社）の所定労働

時間（１週間分）で除して算出した人数（次頁(※) 参照）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）
（ つ づ き ） 雇用形態区分 内 容 例 示

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間
（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されてい
外の雇用者） る人

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

（①から⑤の合計） 入した従業者の合計（総計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

合計）のうち、別 入した人のうち、他の会社など別経営の事業所へ出

経営の事業所に 向・派遣している人又は下請けとして他の会社など

派遣している人 別経営の事業所で働いている人

総計のほかに別経 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記
営の事業所から派 入した人のほかに、他の会社など別経営の事業所か
遣されている人 ら出向・派遣されている人又は下請として他の会社

など別経営の事業所からきて働いている人

（※）就業時間換算雇用者数記入例

例えば、１週間で２４時間勤務のアルバイトが４人いる場合は、「④パー

ト・アルバイト」欄に４人と記入します。あなたの会社の１週間あたり所

定労働時間が４０時間であれば、２４×４÷４０＝２．４となりますので、

「就業時間換算雇用者数」には「２」と整数で記入してください。（小数点

以下四捨五入）

（４）「Ⅱ 「主たる業務」の部門別事業従事者数」

① 「主たる業務」に携わる事業従事者数（※参照）を部門別に記入してくだ

さい。１人で複数の業務を兼ねている場合でも、その人の主たる業務（例

えば、就業時間数の多かった部門）で区分してください。

（※）事業従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の事業

所に派遣している人」を除き、「別経営の事業所から派遣されている人」

を含めた人数をいいます。ただし、別経営の事業所から派遣されていて

も「主たる業務」以外の業務に従事している人は除きます。

② この欄では、「主たる業務」に携わる事業従事者数を記入して頂きますの

で、調査項目との関連では下記の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の事業所に

派遣している人」＋「別経営の事業所から派遣されている人」の

うち、「主たる業務」に携わる人数（事業従事者数）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）

（ つ づ き ） ③ 部門別事業従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（注）以下の各部門の「うち、別経営の事業所から派遣されている人」

については、「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」

のうち、「主たる業務」に従事している人数を内数で各部門別に記入

してください。

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に、総務、企画、人事、経理、予算及び営業など

の業務に従事する人

管 理 ・ 営 業 ○各種の「主たる業務」の受注契約、委託者の意向の自

部 門 社内の各部門への伝達などの業務に従事する人

※有給役員のうち、「主たる業務」を担当する役員は、こ

こに含めてください。

うち、別経営の事業所から派遣されている人（以下の部門区分についても同じ）

技 機械部門 ○技術部門のうち、機械設備関連の業務に従事する人

計装部門 ○技術部門のうち、計装設備関連の業務に従事する人

術 情報処理 ○技術部門のうち、情報処理関連の業務に従事する人

部 門

部 検査部門 ○技術部門のうち、修理後の製品確認等、検査関連の業

務に従事する人

門 そ の 他 ○技術部門のうち、上記以外の業務に従事する人

部 門

その他 ○上記以外の業務に従事する人
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１　 会　  社

２   会 社 以 外

の 法 人 ･

団    体

３  個人経営
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１  単独事業所

２　 本　  社

３　 支　  社
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産 業 機 械

工 作 機 械

土 木 ・
建 設 機 械

医 療 用 機 器

商 業 用
機 械 ･ 設 備

通 信 機 器

サ ー ビ ス 業
用機械･設備

そ の 他 の
産 業 用
機 械 ･ 設 備

電 子 計 算 機
・

同 関 連 機 器

事 務 用 機 器

産

業

用

機

械

器

具

賃

貸

業

務

（
Ｂ

）

各

種

物

品

賃

貸

業

務

（
Ａ

）
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卸 売 ・  
小 売 業

商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業
所、百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

電気業、ガス業、熱供給業、水道業
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個
人
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貸与資産原価

※
リ ー ス
投 資
資 産 原 価

減価償却費

そ の 他 の
営 業 費 用
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レンタル ・
リ ー ス
物 件

情報通信
機 器

土 地

建物 ・ その他
の 有 形 固 定
資 産

※
無 形 固 定 資 産
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⑤  臨 時 雇 用 者

  （常用雇用者以    

　 外 の 雇 用 者 ）

総 計
（①から⑤の合計）

総 計 （ ① ～ ⑤

の 合計） のうち、

別 経 営 の 企 業

に派遣している人

総 計 の ほ か に 別
経営の事業所から
派遣されている人

常 用 雇 用 者

※  ( 就業時間換

算雇用者数 )

④ パート、

  アルバイトなど

③ 一般に正社員、

正職員などと呼

ばれている人
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管 理 ・ 営 業

部 門

保 守 ・ 管 理 ・

操 作 部 門

そ の 他
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平成２０年特定サービス産業実態調査

自動車賃貸業調査票記入注意

この調査票にお答え頂いた内容は、統計作成上

の目的以外に使用されることはありません

平成２０年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（事業所）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、事業所単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容

に応じて、「事業所」若しくは「自動車賃貸業務」について「あなたの事業所」に関する内

容を記入してください。同一企業内の他の事業所分は含みません。

Ⅱ．調査対象となる事業所

この調査の対象となる事業所は、日本標準産業分類（JSIC）小分類８８４－自動車賃貸業に格

付けされる事業所です。

具体的には、「自動車賃貸業」は特定の使用者にかわって調達し、それを賃貸する事業の

うち、賃貸するものが、主に自動車（乗用車、ライトバン、トラック、バス、特殊車両（タ

ンク車、トレーラなど）、二輪自動車など）である場合の業務を行う事業所が調査の対象

となり、自動車リース業、レンタカー業が含まれます。

※当該調査では、平成14年3月改定の日本標準産業分類上の定義を用いています。



- 2 -

◆ただし、自動車賃貸業務を行う事業所であっても、以下の「総合リース業」、「その他の各
種物品賃貸業」を主業としている事業所はこの調査の対象ではなく、「各種物品賃貸業，産業
用機械器具賃貸業，事務用機械器具賃貸業」の調査対象となります。

「総合リース業」
産業機械、設備、その他の物品を特定の使用者にかわって調達し、それを賃貸する

事業のうち、賃貸するものが、①産業用機械器具賃貸業（JSIC小分類882）、②事務用機
械器具賃貸業（同883）、③自動車賃貸業（同884）、④スポーツ・娯楽用品賃貸業（同885）、
⑤その他の物品賃貸業（同889）のJSIC小分類５項目のうちの３項目以上にわたり、かつ、
賃貸する期間が１年以上にわたるもので、その期間中に解約できる旨の定めがない条件
で賃貸する業務をいいます。

「その他の各種物品賃貸業」

物品賃貸業のうち、①産業用機械器具賃貸業（JSIC小分類882）、②事務用機械器具賃

貸業（同883）、③自動車賃貸業（同884）、④スポーツ・娯楽用品賃貸業（同885）、⑤そ

の他の物品賃貸業（同889）のJSIC小分類５項目のうちの３項目以上にわたる各種の物品を

賃貸するものであって、他に分類されない業務をいいます。

（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な分

業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類したも

のであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、細分

類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

自動車賃貸業（JSIC小分類番号：884）

主として自動車を賃貸する事業所をいう。主な賃貸物品は，乗用車，ライトバン，

バス，トラック，タンクローリー，二輪自動車などである。

【例示】レンタカー業、自動車リース業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 事 業 所 名 （１）「Ⅰ 事業所名」については、あらかじめプリントされている事業所の名称

及び所在地 が違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの事業所の正式な名称を

記入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、事業所名の「フリガナ」についてはカタカ

ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分

及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 事業所の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではなく、

あなたの事業所が実際に事業を行っている場所を記入してください。

（３）「Ⅲ 本社の所在地」については、あなたの事業所が支社、支店及び営業所

である場合に、登記上の所在地ではなく、実際に事業を行っている本社の場

所を記入してください。したがって、あなたの事業所が本社である場合は、

この項目に記入する必要はありません。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あなたの事業所が該当する経営組織の番号を

資 本 金 額 ○で囲んでください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの事業所が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資

本金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（株式

会社、有限会社）又は出資金額（合資会社、合名会社、合同会社）が１万円

未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上１万円未満の場合は

「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください｡）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社、

相互会社などをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有し

２ 会社以外 ない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。

３ 本社・支社別 「Ⅰ 事業所の本社・支社別」については、あなたの事業所が該当する本社・

支社別の番号を○で囲んでください。

また、本社・支社別の内容は以下の表を参照してください。なお、親会社と

子会社はそれぞれ独立した企業で、「本社」、「支社」の関係はありません。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

３ 本社・支社別 （つづき）

（ つ づ き ）

１ 単独事業所 他の場所に、同一経営の本社・本店や支社・支店及び営

業所などを持たない単独の事業所をいいます。

他の場所に、同一経営の支社・支店及び営業所があって、

それらのすべてを統括している事業所をいいます。

２ 本 社 なお、本社・本店の各部門がいくつかの場所に分かれて

いるような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「２

本社」とし、ほかの事業所は「３ 支社」とします。

３ 支 社 他の場所にある本社・本店の統括を受けている事業所を

いいます。

◎以下の調査事項（番号４～７）については、あなたの事業所のみの金額（又は割合）等を記入して

ください。他の事業所分は含みません。

◎なお、「リース」に関する調査事項（４－Ⅳの「リースの法人・個人向け別年間契約高」及び５の「リース

年間契約高の契約先産業別割合」）については、売上高ではなく「契約高」に係る数字（金額又は割合）

を記入してください。

４ 年間売上高、 （１）「Ⅰ 事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」

契 約 高 ① 事業所の年間売上高については、あなたの事業所が平成１９年１１月１日

から平成２０年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利益

や所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の事業所の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、本社・支社（営業所）間及び支社（営業所）相互

間の企業内取引によるサービス提供を行った場合は、提供価格若しくは振

替仕切額（提供価格若しくは振替仕切額がない場合は、そのサービス提供

原価）を含めてください。

③ 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却によ

る収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「事業所の年間売上高（ 消費税額を含む。）」に占める業務別年間

売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「事業所の年間売上高」について、「自

動車賃貸業務」及び「その他業務」に分けて業務別年間売上高を記入し

てください。

② 「自動車賃貸業務」の内容については、本記入注意の「Ⅱ．調査対象と

なる事業所」において記載されている業務（１～２頁参照）に基づきます

ので、当該部分を参照してください。



- 5 -

Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高、 （つづき）

契 約 高 ③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他

（ つ づ き ） 業務の内訳」の表に、業務の内訳の割合を記入してください。なお、「そ

の他業務の内訳」の表における業務の内容については、本記入注意の「５

年間売上高の契約先産業別割合」に記載している産業区分（６～８頁

参照）に従ってください。

（３）「Ⅲ 「自動車賃貸業務」に係るレンタルの法人・個人向け別年間契約台数、

年間売上高（消費税額を含む｡）」

① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「自動車賃貸業務」のうち、レンタル

について、年間契約台数及び年間売上高を、契約相手が法人の場合と個人

の場合に分けて記入してください。

また、契約先が法人である場合、契約先が利用する自動車が車検等で

利用できない期間の代車としてレンタルした場合は、契約台数及び売上

高を内数として記入してください。対象となる業務については、国内・

国外取引を問いません。

② 上記①のレンタルの法人・個人向け別年間契約台数に係る年間売上高を

記入してください。この場合、金額には消費税額を含めて記入してください。

※「法人」とは、契約相手が「会社」、「会社以外の法人・団体」など、「個

人」でない法人・団体をいいます。その名称は問いません。

※「レンタル」と「リース」の区分については、下記を参照してください｡

注１：「レンタル」と「リース」の区分

○レンタル：「リース」以外の賃貸契約のすべて。

○リ ー ス：物件を使用させる期間が１年を超え、契約期間中に解約

の申し入れができない賃貸契約。

注２：支社がリース契約の申込みを受け、実際に取引をまとめた後、本社が

形式的に契約を結んだような場合は支社の契約として取り扱い、支社

の契約として調査票に記入してください。本社・支社間での調査票の

重複記入のないようにお願いします。

（４）「Ⅳ 「自動車賃貸業務」に係るリースの法人・個人向け別年間契約台数（うち

保守・管理の条件のある契約台数）、年間契約高(消費税額を含む。)」

① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「自動車賃貸業務」のうち、リースに

ついて、年間契約台数を、契約先が法人である場合と個人である場合に分

けて記入してください。

② 上記①の「法人・個人向け別の年間契約台数」のうち、「保守、管理及

び操作のある契約台数」を法人・個人向け別に記入してください。

③ 上記①のリースの法人・個人向け別年間契約台数に係る年間契約高を記

入してください。この場合金額には消費税額を含めて記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高、 （つづき）

契 約 高 （５）「Ⅴ 「自動車賃貸業務」に係る保有自動車台数」

（つづき） ① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「自動車賃貸業務」について、平成２０

年１１月１日現在で保有している自動車台数をレンタル業務、リース業務

に分けて記入してください。

「レンタル」と「リース」の区分については、５頁（３）の注１及び注

２を参照してください｡

（６）「Ⅵ 「自動車賃貸業務」のレンタル業務年間売上高におけるインターネットを

経由して受付けた割合」

① 上記の（３）の「Ⅲ」欄で記入した「自動車賃貸業務」に係るレンタル

の年間売上高について、その契約に至るレンタルの申し込み・予約等の受

付がインターネットを経由して行われた割合を％（パーセント）で記入し

てください。

ここでいう、インターネット経由とは、インターネット上の画面の操作

のみで申し込みが完了する場合をいいます。単に、インターネット上に記

載されている連絡先をみて、あるいは、インターネット上で提供されてい

る申込用紙等の書類を打ち出し（プリントアウト）、ファクス又は郵送によ

り受付した場合は含みません。

５ 年間売上高及 （１） 「「自動車賃貸業務」の４－Ⅲ欄の「レンタル年間売上高」及び４－Ⅳ欄の「リース

び 年 間 契 約 年間契約高」の契約先産業別割合」

高の契約先産 ① 本調査票の「４－Ⅲ」欄で記入した「自動車賃貸業務」に係る「レ

業別割合 ンタル年間売上高」及び「４－Ⅳ」欄で記入した「自動車賃貸業務」

に係る「リース年間契約高」それぞれの合計額について、契約先（取

引相手）の各産業の割合の合計が１００％となるようにそれぞれ整数

で記入してください。

なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大きいところ

で調整してください。

②契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

産業区分 業 種 例 示

土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、

建 設 業 左官工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事

業、電気通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊

維製品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙

加工品、印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、

製 造 業 プラスチック製品、ゴム製品、なめし革・同製品・毛皮

製品、窯業・土石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、

一般機械、電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイ

ス、輸送用機械、精密機械、武器等の製造業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高及 （つづき）

び年間契約高 産業区分 業 種 例 示

の契約先産業 電気 ・ ガ ス ・ 電気業、ガス業、熱供給業、水道業

別 割 合 熱供給・水道業

（ つ づ き ）
通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、

電気通信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、

民間放送業、有線放送業）、情報サービス業（ソフトウェア

情報通信業 業又は情報処理・提供サービス業）、インターネット附随

サービス業、映像・音声・文字情報制作業（映像情報制作・

配給業、音声情報制作業、新聞業、出版業、映像・音声・

文字情報制作に附帯するサービス業）

鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車

運送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運

送業、一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨

物軽自動車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運

運 輸 業 送業、外航海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業、

航 空 運 送 業 、 航 空 機 使 用 業 、 倉 庫 業 、 冷 蔵

倉庫業、港湾運送業、貨物運送取扱業、運送代理店、こん包

業、運輸施設提供業、その他の運輸に附帯するサービス業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所、

小 売 業 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係 金

金 融 ・ 融機関、貸金業・投資業等非預金信用機関、証券業、商品

保 険 業 先物取引業、補助的金融業、金融附帯業、保険業（含、保

険媒介代理業、保険サービス業）

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業 等

食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、

飲 食 店 , その他の一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、 ナイト

宿 泊 業 クラブ、酒場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、

下宿業、その他の宿泊業

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、

司法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医

業、土木建築サービス業、デザイン・機械設計業、著述・

芸術家業、写真業、その他の専門サービス業（興信所、社

会保険労務士事務所、経営コンサルタント業など））、学術・

開発研究機関、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活

サービス業 関連サービス業（旅行業、家事サービス業、衣服裁縫修理

（同業者を除く） 業、物品預り業、火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業等）、娯楽

業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、物品賃

貸業（自動車賃貸業を除く）、広告業、その他の事業サービ

ス業（速記・ワープロ入力・複写業、商品検査業、計量証

明業、建物サービス業、民営職業紹介業、警備業、他に分

類されない事業サービス業）、政治・経済・文化団体、宗教

､その他のサービス業（集会場、と畜場、他に分類されない

サービス業）、外国公務（外国公館、その他の外国公務）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高及 （つづき）

び 年 間 契 約 産業区分 業 種 例 示

高の契約先産 公 務 国家及び地方公務

業 別 割 合
（ つ づ き ） 同 業 者 「自動車賃貸業」の同業者（同一企業間の企業内取引を含む）

農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、

歯科診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサー

ビス業）、保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保

そ 健衛生）、社会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業

そ の 団体、福祉事務所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、

他 障害者福祉事業、その他の社会保険・社会福祉・介護事

の の 業）、学校教育、その他の教育 ,学習支援業（社会教育、
産 職業・教育支援施設学習塾、教養・技能教授業（外国語

他 業 会話教授業、スポーツ・健康教授業、フィットネスクラ

ブなど））、複合サービス事業（郵便局、協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてくだ

さい。

個 人 契約先が企業や各種団体が属する産業ではなく、直接個

人を対象としている場合は、ここに含めてください。

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 事業所の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、あなたの事業所（企業ではありません。）が、平成

用固定資産取 １９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの１年間に要した費用について

得額 記入してください。

なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 当該年間営業費用には、営業として行っていない財産運用や財産売却によ

る費用は含めないでください。

③ 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

④ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 費 用 例 示

○平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日まで

の１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当など

で定期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額

を税込み金額で記入してください。

給 与 支 給 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パー

総 額 ト・アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記

入してください。

○事業所で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社

など別経営の事業所で働いている人）」がいる場合はその

給与も含めてください。

貸与資産原価 ○貸与資産（リース及びレンタル資産）の減価償却費のほ

か、固定資産税、保険料も含めてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 費用区分 費 用 例 示

用固定資産取 リ ー ス ○所有権移転外ファイナンスリースに係るリース投資資産

得額（つづき） 投 資 原価（リース投資資産購入のための資金調達に伴う支払

資 産 原 価 い利息から投資資産購入資金により発生した預金利息を

差し引いた金額）を記入してください。

○貸与資産購入のための資金調達に伴う支払い利息から貸

資 金 原 価 与資産購入資金により発生した預金利息を差し引いた金

額を記入してください。

○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置など

減 価 償 却 費 の償却費（貸与資産以外の減価償却費）を記入してください。

○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年

土 地 ・ 間の賃借料を記入してください。

建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金

も含めてください。

賃 情 ○有線通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、

報 ファクシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子

借 機 通 計算機附属機器、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ(コンピュー

械 信 タ設計・製造システム)などの「情報通信機器」を借りて

料 ・ 機 業務を営んでいる場合は、この１年間の賃借料を記入し

装 器 てください。

置
そ ○自動車などの「輸送用機器」、複写機などの「事務用機器」

の など、情報通信機器以外の機械・装置を借りて業務を営

他 んでいる場合は、この１年間の賃借料を記入してください。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下

のものなどをいいます。なお、卸売・小売業務の商品仕

入額もここに含めてください。

そ の 他 の 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

営 業 費 用 消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄

付金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光

熱費、広告･宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・

装置以外の賃借料など

※営業費用の調査項目には、売上原価、販売費及び一般管理費を含めて記入して

ください。損益計算書との関係は１４頁を参照してください。

（２）「Ⅱ 事業所の過去１年間における営業用固定資産取得額（消費税額を含む。）」

① 「事業所の営業用固定資産取得額」には、平成１９年１１月１日から

平成２０年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古品、

建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用固定資産の取得がなかった場合は、合計欄に

「０」を記入してください。

② 年間営業用固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 ③ 年間営業用固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

用固定資産取

得額（つづき） 資産区分 資 産 例 示

○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上のレンタ

レンタル・ ル及びリース契約対象となる物件の購入に要した費用

機 リ ー ス ※平成２０年４月１日以降に契約した「所有権移転外ファ

有 械 物 件 イナンス・リース」に係る物件の購入に要した費用は、

・ 下記の「６Ⅲ リース投資資産取得額」に記入してくだ

形 設 さい。

備 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の有線通

固 ・ 情報通信 信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、ファ

装 機 器 クシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子計

定 置 算機附属装置、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ（コンピュー

タ設計・製造システム）などの購入に要した費用

資 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器

そ の 他 具、機械、設備、装置、備品など（情報通信機器を除く）

産 の購入に要した費用

土 地 ○土地購入に要した費用

○既存の土地を整備することに要した費用

建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属設

資 産 備の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など

○物的な存在形態を持たない固定資産（法律的権利又は経

無 形 固 定 資 産 済的権利）の購入に要した費用をいいます。借地権、ソ

フトウェア、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、電

話加入権、営業権などがあります。

（３）「Ⅲ 事業所の過去１年間におけるリース投資資産取得額」

「リース投資資産取得額」には、平成１９年１１月１日から平成２０年１０月

３１日までの１年間に新たに投資した資産（新品、中古品、建物など、平成

２０年４月１日以降に契約した所有権移転外ファイナンス・リースに係るリー

ス投資資産を含む。）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間にリース投資資産の取得がなかった場合は、「０」を記入

してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成２０年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 事業所の従業者数」

事業所の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の事業所に

派遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

なお、貴事業所において個人と契約を結んで雇用している場合は、「個

人業主」に含めるのではなく、「有給役員」以降の該当する部門に含め

て記入してください。（別経営の事業所から派遣されて当該事業所に在籍

している「個人業主」の人も含まれません。）

② 上記①において「別経営の事業所に派遣している人」がいる場合は、「総

計」の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」がいる場合

は、「総計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほ

か、在籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向

先の事業所で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いて

いる人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの事

業所の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、

給与を受けずに事業所の業務に常時従事している人

① 個人業主（個人 ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を

経営の事業主） 受けて働いている人は常用雇用者欄に記入してくだ

及 び 無 給 の さい。

家 族 従 業 者 ※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３ 個

人経営」を選択した場合のみ記入してください。 した

がって、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・団

体」を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤

臨時雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社

以外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わな

い）で報酬、給与の支払いを受けている人

② 有 給 役 員 ※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員

を兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則

によって給与を受けている人は「常用雇用者」に含め

てください。また、ただ単に名目的で業務に従事せず、

かつ役員報酬を受けていない人は除いてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）
（つ づ き） 雇用形態区分 内 容 例 示

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成２０年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと呼 どと呼ばれている人

ばれている人

○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

④パート、 どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

アルバイトなど マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

ている人

(就業時間換 ○「④ パート・アルバイトなど」に記入した従業者全員の

算雇用者数) 総労働時間（１週間分）を貴事業所（貴社）の所定労働

時間（１週間分）で除して算出した人数（下記(※)参照）

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間

（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人

外の雇用者）

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

（①から⑤の合計） 入した従業者の合計（総計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

合計）のうち、 入した人のうち、他の会社など別経営の事業所へ出

別経営の企業 向・派遣している人又は下請けとして他の会社など別

に派遣している人 経営の事業所で働いている人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

経営の事業所か 入した人のほかに、他の会社など別経営事業所から出

ら派遣されている人 向・派遣されている人又は下請として他の会社など別

経営の事業所からきて働いている人

（※）就業時間換算雇用者数記入例

例えば、１週間で２４時間勤務のアルバイトが４人いる場合は、「④パー

ト・アルバイト」欄に４人と記入します。あなたの会社の１週間あたり所

定労働時間が４０時間であれば、２４×４÷４０＝２．４となりますので、

「就業時間換算雇用者数」には「２」と整数で記入してください。（小数点

以下四捨五入）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （４）「Ⅱ 「自動車賃貸業務」の部門別事業従事者数」

（つ づ き） ① 「自動車賃貸業務」に携わる事業従事者数（※参照）を部門別に記入して

ください。１人で複数の業務を兼ねている場合でも、その人の主たる業務

（例えば、就業時間数の多かった部門）で区分してください。

（※）事業従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の事業

所に派遣している人」を除き、「別経営の事業所から派遣されている人」

を含めた人数をいいます。ただし、別経営の事業所から派遣されてい

ても「自動車賃貸業務」以外の業務に従事している人は除きます。

② この欄では、「自動車賃貸業務」に携わる事業従事者数を記入して頂きま

すので、調査項目との関連では下記の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の事業所に
派遣している人」＋「別経営の事業所から派遣されている人」の
うち、「自動車賃貸業務」に携わる人数（事業従事者数）

③ 部門別事業従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（注）以下の各部門の「うち、別経営の事業所から派遣されている人」につ

いては、「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」のうち、

「自動車賃貸業務」に従事している人数を内数で各部門別に記入してく

ださい。

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に、総務、企画、人事、経理、予算及び営業な

どの業務に従事する人

管 理 ・ 営 業 ○各種の「自動車賃貸業務」の受注契約、委託者の意

部 門 向の自社内の各部門への伝達、各種賃貸物件の納品

などの業務に従事する人

※有給役員のうち、「自動車賃貸業務」を担当する役員

は、ここに含めてください。

うち、別経営の事業所から派遣されている人（以下の部門区分についても同じ）

保 守 ・ 管 理 ・ ○保守、管理の条件（義務）に基づき、各種賃貸物件

部 門 の保守、管理及び操作などの業務に従事する人

そ の 他 ○上記以外の業務に従事する人
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平成２０年特定サービス産業実態調査

スポーツ・娯楽用品賃貸業調査票記入注意

この調査票にお答え頂いた内容は、統計作成上

の目的以外に使用されることはありません

平成２０年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（事業所）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、事業所単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容

に応じて、「事業所」若しくは「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」について「あなたの事業所」

に関する内容を記入してください。同一企業内の他の事業所分は含みません。

Ⅱ．調査対象となる事業所

この調査の対象となる事業所は、日本標準産業分類（JSIC）小分類８８５－スポーツ・娯楽

用品賃貸業に格付けされる事業所です。

具体的には、「スポーツ・娯楽用品賃貸業」は特定の使用者にかわって調達し、それ

を賃貸する事業のうち、賃貸するものが、主にスポーツ・娯楽用品（運動会用具、スキー、

スノーボード、スケート、自転車、ヨット、モーターボート、テントなど）である場合の業

務を行う事業所が調査の対象となります。

※当該調査では、平成14年3月改定の日本標準産業分類上の定義を用いています。
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◆ただし、スポーツ・娯楽用品貸業務を行う事業所であっても、以下の 「総合リース業」、

「その他の各種物品賃貸業」を主業として行っている事業所は、当該調査の対象とな

りません。

「総合リース業」

産業機械、設備、その他の物品を特定の使用者にかわって調達し、それを賃貸する事

業のうち、賃貸するものが、①産業用機械器具賃貸業（JSIC小分類882）、②事務用機械

器具賃貸業（同883）、③自動車賃貸業（同884）、④スポーツ・娯楽用品賃貸業（同885）、

⑤その他の物品賃貸業（同889）のJSIC小分類５項目のうちの３項目以上にわたり、かつ、

賃貸する期間が１年以上にわたるもので、その期間中に解約できる旨の定めがない条件

で賃貸する業務をいいます。

「その他の各種物品賃貸業」

物品賃貸業のうち、①産業用機械器具賃貸業（JSIC小分類882）、②事務用機械器具

賃貸業（同883）、③自動車賃貸業（同884）、④スポーツ・娯楽用品賃貸業（同885）、

⑤その他の物品賃貸業（同889）のJSIC小分類５項目のうちの３項目以上にわたる各種の

物品を賃貸するものであって、他に分類されない業務をいいます。各種物品レンタル

業、総合レンタル業などが該当します。

※なお、上記を主業として営んでいる場合は、「各種物品賃貸業，産業用機械器具賃貸業，事務

用機械器具賃貸業調査」の対象となります。

また、いわゆるカラオケに利用する機器の賃貸については、サービス業用機器・設備として、

産業用機械器具賃貸業（JSIC小分類882）に該当するため、当該調査の対象とはなりません。

→「各種物品賃貸業，産業用機械器具賃貸業，事務用機械器具賃貸業調査」の対象となります。

（参考）日本標準産業分類（JSIC）

統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な分

業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類した

ものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、細

分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ

（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

スポーツ・娯楽用品賃貸業（JSIC小分類番号：885）

主としてスポーツ用品及び娯楽用品を賃貸する事業所をいう。

【例示】スポーツ用品賃貸業；スキー用品賃貸業；スケート靴賃貸業；貸自転車業；運動会

用具賃貸業；貸テント業；貸ヨット業；貸モータボート業；貸馬業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 事 業 所 名 （１）「Ⅰ 事業所名」については、あらかじめプリントされている事業所の名称

及び所在地 が違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの事業所の正式な名称を

記入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、事業所名の「フリガナ」についてはカタカ

ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分

及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 事業所の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではなく、

あなたの事業所が実際に事業を行っている場所を記入してください。

（３）「Ⅲ 本社の所在地」については、あなたの事業所が支社、支店及び営業所

である場合に、登記上の所在地ではなく、実際に事業を行っている本社の場

所を記入してください。したがって、あなたの事業所が本社である場合は、

この項目に記入する必要はありません。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あなたの事業所が該当する経営組織の番号を

資 本 金 額 ○で囲んでください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの事業所が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資

本金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（株

式会社、有限会社）又は出資金額（合資会社、合名会社、合同会社）が１万

円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上１万円未満の場合

は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください｡）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社、

相互会社などをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有し

２ 会社以外 ない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。

３ 本社・支社別 「Ⅰ 事業所の本社・支社別」については、あなたの事業所が該当する本社・

支社別の番号を○で囲んでください。

また、本社・支社別の内容は以下の表を参照してください。なお、親会社と

子会社はそれぞれ独立した企業で、「本社」、「支社」の関係はありません。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

３ 本社・支社別

（つづき） １ 単独事業所 他の場所に、同一経営の本社・本店や支社・支店及び営

業所などを持たない単独の事業所をいいます。

他の場所に、同一経営の支社・支店及び営業所があって、

それらのすべてを統括している事業所をいいます。

２ 本 社 なお、本社・本店の各部門がいくつかの場所に分かれて

いるような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「２

本社」とし、ほかの事業所は「３ 支社」とします。

３ 支 社 他の場所にある本社・本店の統括を受けている事業所を

いいます。

◎以下の調査事項（番号４～６）については、あなたの事業所のみの金額（又は割合）等を記入して

ください。他の事業所分は含みません。

◎なお、「レンタル」に関する調査事項の４－Ⅲについては、レンタルの年間売上高を、調査事項の

４－Ⅳについては、年間売上高ではなくリースの年間契約高を記入してください。

４ 年間売上高、 （１）「Ⅰ 事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」

契 約 高 ① 事業所の年間売上高については、あなたの事業所が平成１９年１１月１日

から平成２０年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利

益や所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してくだ

さい。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の事業所の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、本社・支社（営業所）間及び支社（営業所）相互

間の企業内取引によるサービス提供を行った場合は、提供価格若しくは振

替仕切額（提供価格若しくは振替仕切額がない場合は、そのサービス提供

原価）を含めてください。

③ 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却によ

る収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「事業所の年間売上高（ 消費税額を含む。）」に占める業務別年間

売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「事業所の年間売上高」について、「ス

ポーツ・娯楽用品賃貸業務」及び「その他業務」に分けて業務別年間売

上高を記入してください。

② 「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」の内容については、本記入注意の「Ⅱ．

調査対象となる事業所」において記載されている業務（１～２頁参照）に

基づきますので、当該部分を参照してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高、 （つづき）

契 約 高 ③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他

（ つ づ き ） 業務の内訳」の表に、業務の内訳の割合を記入してください。なお、「そ

の他業務の内訳」の表における業務の内容については、次の業務区分に

従ってください。

業務区分 業 務 例 示

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊維

製品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工

品、印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、 プラス

製 造 業 務 チック製品、ゴム製品、なめし革・同製品・毛皮製品、窯

業・土石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、 一般機械、

電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイ ス、輸送用機

械、精密機械、武器等の製造業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業所、

小 売 業 務 百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

金 融 ・ 銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係 金

保 険 業 務 融機関、貸金業・投資業等非預金信用機関、証券業、商品

先物取引業、補助的金融業、金融附帯業、保険業（含、保

険媒介代理業、保険サービス業）

専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、

司法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医

業、土木建築サービス業、デザイン・機械設計業、著述・

芸術家業、写真業、その他の専門サービス業（興信所、社

会保険労務士事務所、経営コンサルタント業など））、学術・

開発研究機関、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活

サービス業務 関連サービス業（旅行業、家事サービス業、衣服裁縫修理

業、物品預り業、火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業等）、娯楽

業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、物品賃

貸業（スポーツ・娯楽用品賃貸業を除く）、広告業、その他

の事業サービス業（速記・ワープロ入力・複写業、商品検

査業、計量証明業、建物サービス業、民営職業紹介業、警

備業、他に分類されない事業サービス業）、政治・経済・文

化団体、宗教､その他のサービス業（集会場、と畜場、他に

分類されないサービス業）、外国公務（外国公館、その他の

外国公務）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高、 （つづき）

契 約 高 産業区分 業 種 例 示

（つづき） 土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、左

官工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事業、

電気通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業、電気業、

ガス業、熱供給業、水道業、通信業（信書送達業、固定電

気通信業、移動電気通信業、電気通信に附帯するサービス

業）、放送業（公共放送業、民間放送業、有線放送業）、情

報サービス業（ソフトウェア業又は情報処理・提供サービ

ス業）、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字

情報制作業、映像情報制作・配給業、音声情報制作業、新

聞業、出版業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサー

ビス業、鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅

客自動車運送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道

路旅客運送業、一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運

その他業務 送業、貨物軽自動車運送業、集配利用運送業、その他の道

路貨物運送業、外航海運業、沿海海運業、内陸水運業、船

舶貸渡業、航空運送業、航空機使用業、倉庫業、冷蔵倉庫

業、港湾運送業、貨物運送取扱業、運送代理店、こん包業、

運輸施設提供業、その他の運輸に附帯するサービス業、

不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業、食堂、
レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その他の

一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、 ナイトクラブ、酒

場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その

他の宿泊業、国家及び地方公務、農業、林業、漁業、鉱業、

医療業（病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、

療術業、医療に附帯するサービス業）、保健衛生（保健所、

健康相談施設、その他の保健衛生）、社会保険・社会福祉・

介護事業（社会保険事業団体、福祉事務所、児童福祉事業、

老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、その他の社会保険・

社会福祉・介護事業）、学校教育、その他の教育、学習支援

業（社会教育、職業・教育支援施設学習塾、教養・技能教

授業（外国語会話教授業、スポーツ・健康教授業、フィッ

トネスクラブなど）、複合サービス事業（郵便局、協同組

合）など

（３）「Ⅲ 「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」に係るレンタルの年間売上高（消費税

額を含む。）」

① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」のう

ち、レンタルについて、年間売上高を記入してください。対象となる業務

については、国内・国外取引を問いません。金額には消費税額を含めて記入し

てください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高、 （つづき）

契 約 高 ※「レンタル」と「リース」の区分については、下記を参照してください｡

（ つ づ き ）

注１：「レンタル」と「リース」の区分

○レンタル：「リース」以外の賃貸契約のすべて。

○リ ー ス：物件を使用させる期間が１年を超え、契約期間中に解約

の申し入れができない賃貸契約。

注２：支社がリース契約の申込みを受け、実際に取引をまとめた後、本社が

形式的に契約を結んだような場合は支社の契約として取り扱い、支社

の契約として調査票に記入してください。本社・支社間での調査票の

重複記入のないようにお願いします。

（４）「Ⅳ 「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」に係るリースの年間契約高

（消費税額を含む。）」

上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」のう

ち、リースについて、年間契約高を記入してください。金額には消費税額

を含めて記入してください。

（５）「Ⅴ 賃貸物件」

上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」につ

いて、賃貸業務を行っている主な物件を１つ選んでください。

（６） 「Ⅵ 「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」に係る商品保有数量及び貸し出し

数量」

① 上記の（２）の「Ⅲ」欄で記入した「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」に

係る賃貸物件について、平成２０年１１月１日現在で保有しているものの

数量（個数、セット数）を記入してください。

② 上記の（２）の「Ⅲ」欄で記入した「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」に

係る賃貸物件について、平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１

日までの１年間に貸し出した数量（個数、セット数）を延べ数で記入して

ください。同じ賃貸物件を複数回賃貸している場合には、その総回数とな

ります。

（７）「Ⅶ 営業日数」

上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」につ

いて、平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの１年間にお

ける事業所の営業日数を記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 事業所の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、あなたの事業所（企業ではありません。）が、平成

用固定資産取 １９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの１年間に要した費用について

得額 記入してください。

なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 当該年間営業費用には、営業として行っていない財産運用や財産売却に

よる費用は含めないでください。

③ 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。

④ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

費用区分 費 用 例 示

○平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日まで

の１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当など

で定期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額

を税込み金額で記入してください。

給 与 支 給 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パー

総 額 ト・アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記

入してください。

○事業所で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社

など別経営の事業所で働いている人）」がいる場合はその

給与も含めてください。

貸与資産原価 ○貸与資産（リース及びレンタル資産）の減価償却費のほ

か、固定資産税、保険料も含めてください。

リ ー ス ○所有権移転外ファイナンスリースに係るリース投資資産

投 資 原価（リース投資資産購入のための資金調達に伴う支払

資 産 原 価 い利息から投資資産購入資金により発生した預金利息を

差し引いた金額）を記入してください。

○貸与資産購入のための資金調達に伴う支払い利息から貸

資 金 原 価 与資産購入資金により発生した預金利息を差し引いた金

額を記入してください。

○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置など

減価償却費 の償却費（貸与資産以外の減価償却費）を記入してくだ

さい。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業

用固定資産取 費用区分 費 用 例 示

得額（つづき） ○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年

土 地 ・ 間の賃借料を記入してください。

建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金

賃 も含めてください。

情 ○有線通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、

借 報 ファクシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子

機 通 計算機附属機器、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ(コンピュー

械 信 タ設計・製造システム)などの「情報通信機器」を借りて

料 ・ 機 業務を営んでいる場合は、この１年間の賃借料を記入し

装 器 てください。

置
そ ○自動車などの「輸送用機器」、複写機などの「事務用機器」

の など、情報通信機器以外の機械・装置を借りて業務を営

他 んでいる場合は、この１年間の賃借料を記入してください。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下

のものなどをいいます。なお、卸売・小売業務の商品仕

そ の 他 の 入額もここに含めてください。

営 業 費 用 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄

付金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光

熱費、広告宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・

装置以外の賃借料など

※営業費用の調査項目には、売上原価、販売費及び一般管理費を含めて記入

してください。損益計算書との関係は１４頁を参照してください。

（２）「Ⅱ 事業所の過去１年間における営業用固定資産取得額（消費税額を含む。）」

① 「事業所の営業用固定資産取得額」には、平成１９年１１月１日から

平成２０年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古品、

建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用固定資産の取得がなかった場合は、合計欄に

「０」を記入してください。

② 年間営業用固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間営業費用 （つづき）

及び年間営業 資産区分 資 産 例 示

用固定資産取 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上のレンタ

得額（つづき） レンタル・ ル及びリース契約対象となる物件の購入に要した費用

リ ー ス ※平成２０年４月１日以降に契約した「所有権移転外ファ

物 件 イナンス・リース」に係る物件の購入に要した費用は、

機 下記の「５Ⅲ リース投資資産取得額」に記入してくだ

有 械 さい。

・
形 設 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の有線通

備 情報通信 信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、ファ

固 ・ 機 器 クシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子計

装 算機附属装置、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ（コンピュー

定 置 タ設計・製造システム）などの購入に要した費用

資 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器

そ の 他 具、機械、設備、装置、備品など（情報通信機器を除く）

産 の購入に要した費用

土 地 ○土地購入に要した費用

○既存の土地を整備することに要した費用

建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属設

資 産 備の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など

○物的な存在形態を持たない固定資産（法律的権利又は経

無 形 固 定 資 産 済的権利）の購入に要した費用をいいます。借地権、ソ

フトウェア、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、電

話加入権、営業権などがあります。

（３）「Ⅲ 事業所の過去１年間におけるリース投資資産取得額」

「リース投資資産取得額」には、平成１９年１１月１日から平成２０年１０月

３１日までの１年間に新たに投資した資産（新品、中古品、建物など、平成

２０年４月１日以降に契約した所有権移転外ファイナンス・リースに係るリー

ス投資資産を含む。）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間にリース投資資産の取得がなかった場合は、「０」を記

入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成２０年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 事業所の従業者数」

事業所の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の事業所に

派遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

なお、貴事業所において個人と契約を結んで雇用している場合は、「個人

業主」に含めるのではなく、「有給役員」以降の該当する部門に含めて記入

してください。（別経営の事業所から派遣されて当該事業所に在籍している

「個人業主」の人も含まれません。）

② 上記①において「別経営の事業所に派遣している人」がいる場合は、「総

計」の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」がいる場合は、「総

計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほか、在

籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向先の事業所

で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いている人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの事

業所の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、

① 個人業主（個人 給与を受けずに事業所の業務に常時従事している人

経営の事業主） ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を

及 び 無 給 の 受けて働いている人は常用雇用者欄に記入してくだ

家 族 従 業 者 さい。

※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３ 個

人経営」を選択した場合に記入してください。 したがっ

て、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・団体」

を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤臨時

雇用者」欄に記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 従 業 者 数 （つづき）
（つ づ き） 雇用形態区分 内 容 例 示

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社

以外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わな

い）で報酬、給与の支払いを受けている人

② 有 給 役 員 ※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員

を兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則

によって給与を受けている人は「常用雇用者」に含

めてください。また、ただ単に名目的で業務に従事

せず、かつ役員報酬を受けていない人は除いてくだ

さい。

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成２０年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと呼 どと呼ばれている人

ばれている人

○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

④パート、 どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

アルバイトなど マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

ている人

(就業時間換 ○「④ パート・アルバイトなど」に記入した従業者全員の

算雇用者数) 総労働時間（１週間分）を貴事業所（貴社）の所定労働

時間（１週間分）で除して算出した人数（下記(※)参照）

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間
（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人
外の雇用者）

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

（①から⑤の合計） 入した従業者の合計（総計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

合計）のうち、 入した人のうち、他の会社など別経営の事業所へ出

別経営の事業所 向・派遣している人又は下請けとして他の会社など

に派遣している人 別経営の事業所で働いている人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

経営の事業所か 入した人のほかに、他の会社など別経営の事業所か

ら派遣されている ら出向・派遣されている人又は下請として他の会社

人 など別経営の事業所からきて働いている人

（※）就業時間換算雇用者数記入例
例えば、１週間で２４時間勤務のアルバイトが４人いる場合は、「④パー

ト・アルバイト」欄に４人と記入します。あなたの会社の１週間あたり所

定労働時間が４０時間であれば、２４×４÷４０＝２．４となりますので、

「就業時間換算雇用者数」には「２」と整数で記入してください。（小数点

以下四捨五入）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 従 業 者 数 （４）「Ⅱ 「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」の部門別事業従事者数」

（つ づ き） ① 「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」に携わる事業従事者数（※参照）を部

門別に記入してください。１人で複数の業務を兼ねている場合でも、その

人の主たる業務（例えば、就業時間数の多かった部門）で区分してください。

（※）事業従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の事業所

に派遣している人」を除き、「別経営の事業所から派遣されている人」を

含めた人数をいいます。ただし、別経営の事業所から派遣されていても

「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」以外の業務に従事している人は除きます。

② この欄では、「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」に携わる事業従事者数を記入
して頂きますので、調査項目との関連では下記の関係による人数となりま
す。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の事業所に
派遣している人」＋「別経営の事業所から派遣されている人」のうち、
「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」に携わる人数（事業従事者数）

③ 部門別事業従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（注）以下の各部門の「うち、別経営の事業所から派遣されている人」につ

いては、「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」のうち、

「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」に従事している人数を内数で各部門別

に記入してください。

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に、総務、企画、人事、経理、予算及び営業な

どの業務に従事する人

管 理 ・ 営 業 ○各種の「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」の受注契約、

部 門 委託者の意向の自社内の各部門への伝達、各種賃貸

物件の納品などの業務に従事する人

※有給役員のうち、「スポーツ・娯楽用品賃貸業務」を

担当する役員は、ここに含めてください。

※うち、別経営の事業所から派遣されている人（以下の部門区分についても同じ）

保 守 ・ 管 理 ○保守及び管理の条件（義務）に基づき、各種賃貸物

部 門 件の保守及び管理などの業務に従事する人

そ の 他 ○上記以外の業務に従事する人
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平成２０年特定サービス産業実態調査

その他の物品賃貸業調査票記入注意

この調査票にお答え頂いた内容は、統計作成上

の目的以外に使用されることはありません

平成２０年１１月１日

経 済 産 業 省

○調査票の記入に当たっては、この記入注意及び「調査票の記載例」を参照してください。

○調査票は１部作成し提出してください。なお、「調査票の記載例」の裏面は、調査票の写しと

なっていますので、記入者（事業所）の控え・保存用として使用してください。

Ⅰ．基本的注意事項

（１）記入は、黒若しくは青のペン又はボールペンを用い、はっきりと記入してください。

（２）文字は楷書で、数字は算用数字ではっきり記入してください。

（３）金額は万円単位で記入し、万円未満は四捨五入してください。なお、金額が５千円未満

の場合は「０」万円と記入してください。

（４）割合を記入する場合は、整数（例えば、６.３％→６％、１.５％→２％）で記入し、その
合計が１００％となるようにしてください。なお、合計が１００％にならない時は、割合

の最も大きい区分のところで調整してください。

（５）この調査は、事業所単位の調査となっています。したがって調査票の記載は、設問内容

に応じて、「事業所」若しくは「その他の物品賃貸業務」について「あなたの事業所」に関

する内容を記入してください。同一企業内の他の事業所分は含みません。

Ⅱ．調査対象となる事業所

この調査の対象となる事業所は、日本標準産業分類（JSIC）小分類８８９－その他の物品
賃貸業に格付けされる事業所です。
具体的には、「その他の物品賃貸業」は特定の使用者にかわって調達し、それを賃貸す

る事業のうち、賃貸するものが、主に以下のものである場合の業務を行う事業所が調査
の対象となります。

１．映画・演劇用品
テレビや映画、演劇に用いるための各種道具・用具

２．音楽・映像記録物
ＤＶＤ、ＣＤ、ビデオなど音楽や映像の記録物など

３．貸衣しょう
主に、結婚式、葬儀などの冠婚葬祭、パーティー用の衣装など

４．他に分類されない物品
医療・福祉用具、美術品、観葉植物、観賞魚、本、楽器、美術品、ピアノなど

※当該調査では、平成14年3月改定の日本標準産業分類上の定義を用いています。
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ただし、その他の物品賃貸業務を行う事業所であっても、以下の 「総合リース業」、「そ
の他の各種物品賃貸業」に該当する事業所は当該調査対象とはなりません。
「総合リース業」

産業機械、設備、その他の物品を特定の使用者にかわって調達し、それを賃貸する事
業のうち、賃貸するものが、①産業用機械器具賃貸業（JSIC小分類882）、②事務用機械
器具賃貸業（同883）、③自動車賃貸業（同884）、④スポーツ・娯楽用品賃貸業（同885）、
⑤その他の物品賃貸業（同889）のJSIC小分類５項目のうちの３項目以上にわたり、かつ、
賃貸する期間が１年以上にわたるもので、その期間中に解約できる旨の定めがない条件
で賃貸する業務をいいます。

「その他の各種物品賃貸業」
物品賃貸業のうち、①産業用機械器具賃貸業（JSIC小分類882）、②事務用機械器具賃

貸業（同883）、③自動車賃貸業（同884）、④スポーツ・娯楽用品賃貸業（同885）、⑤そ
の他の物品賃貸業（同889）のJSIC小分類５項目のうちの３項目以上にわたる各種の物品を
賃貸するものであって、他に分類されない業務をいいます。

※上記「総合リース業」又は「その他の各種物品賃貸業」を主業として営んでいる場合は、
「各種物品賃貸業，産業用機械器具賃貸業，事務用機械器具賃貸業調査」の対象となります。

（参考）日本標準産業分類（JSIC）
統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な

分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類し
たものであり、事業所において行われるすべての経済活動を大分類、中分類、小分類、
細分類の４段階に分類しています。（詳細は総務省のホームページ
（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm）をご覧ください。）

その他の物品賃貸業（JSIC小分類番号：889）

① 映画・演劇用品賃貸業（JSIC細分類番号：8891）
主として映画・演劇用物品を賃貸する事業所をいう。
映画フィルムの配給に当たる事業所は，中分類41[4113]に分類される。
【例示】映画用諸道具賃貸業；演劇用諸道具賃貸業；映写機賃貸業；映画フィルム

賃貸業；貸衣しょう業（映画・演劇用のもの）

② 音楽・映像記録物賃貸業（別掲を除く）（JSIC細分類番号：8892）
主としてコンパクトディスク，ビデオテープなどの音楽・映像記録物を賃貸する事業

所をいう。
【例示】レンタルビデオ業；レコード賃貸業；ミュージックテープ・ＣＤ賃貸業

③ 貸衣しょう業（別掲を除く）（JSIC細分類番号：8893）
主として冠婚葬祭用，パーティ用などの衣しょうを賃貸する事業所をいう。
【例示】貸衣しょう業（映画・演劇用を除く）；レンタルブティック

④ 他に分類されない物品賃貸業（JSIC細分類番号：8899）
他に分類されない物品を賃貸する事業所をいう。
【例示】貸テレビ業；貸本屋；貸楽器業；貸美術品業；貸ふとん業；貸植木業；貸花環業；

貸ピアノ業；医療・福祉用具賃貸業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

１ 事 業 所 名 （１）「Ⅰ 事業所名」については、あらかじめプリントされている事業所の名称

及び所在地 が違う場合は「横線」で抹消し、余白部分にあなたの事業所の正式な名称を

記入してください。なお、通称名があるときは、正式な名称の後ろに（ ）

書きで記入してください。また、事業所名の「フリガナ」についてはカタカ

ナで記入してください。ただし、“株式会社”などの法人の種類を示す部分

及び通称名にはフリガナを記入する必要はありません。

（２）「Ⅱ 事業所の所在地」については、あらかじめプリントされている内容（郵

便番号、所在地及び電話番号）が違う場合は該当箇所を「横線」で抹消し、

余白部分に正式な内容を記入してください。また、登記上の所在地ではなく、

あなたの事業所が実際に事業を行っている場所を記入してください。

（３）「Ⅲ 本社の所在地」については、あなたの事業所が支社、支店及び営業所

である場合に、登記上の所在地ではなく、実際に事業を行っている本社の場

所を記入してください。したがって、あなたの事業所が本社である場合は、

この項目に記入する必要はありません。

２ 経営組織及び （１）「Ⅰ 経営組織」については、あなたの事業所が該当する経営組織の番号を

資 本 金 額 ○で囲んでください。また、経営組織の内容は以下の表を参照してください。

（２）あなたの事業所が「１ 会社」に該当する場合は、矢印に従って「Ⅱ 資

本金額（又は出資金額）」欄に必ず記入してください。なお、資本金額（株

式会社、有限会社）又は出資金額（合資会社、合名会社、合同会社）が１万

円未満の場合は四捨五入して記入してください（５千円以上１万円未満の場合

は「１」万円、５千円未満の場合は「０」万円と記入してください｡）。

１ 会 社 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社、

相互会社などをいいます。

公益法人（財団法人、社団法人）、中間法人、特定非営

利活動法人、法人格を有する法人・団体、法人格を有し

２ 会社以外 ない法人・団体及び外国の会社（※）をいいます。

の法人･ （※）「外国の会社」とは、外国で設立された法人の支

団 体 店、営業所などで、商法の規定により、日本に事務

所などを登記したものをいいます。なお、外国の資

本が経営に参加している、いわゆる「外資系の会社」

は「外国の会社」とはせず、「１ 会社」となります。

個人業主により経営されている事業所をいいます。

３ 個人経営 なお、会社や法人・団体組織となっていない個人による

共同経営の場合も含みます。

３ 本社・支社別 「Ⅰ 事業所の本社・支社別」については、あなたの事業所が該当する本社・

支社別の番号を○で囲んでください。

また、本社・支社別の内容は以下の表を参照してください。なお、親会社と

子会社はそれぞれ独立した企業で、「本社」、「支社」の関係はありません。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

３ 本社・支社別 （つづき）

（つづき） １ 単独事業所 他の場所に、同一経営の本社・本店や支社・支店及び営

業所などを持たない単独の事業所をいいます。

他の場所に、同一経営の支社・支店及び営業所があって、

それらのすべてを統括している事業所をいいます。

２ 本 社 なお、本社・本店の各部門がいくつかの場所に分かれて

いるような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「２

本社」とし、ほかの事業所は「３ 支社」とします。

３ 支 社 他の場所にある本社・本店の統括を受けている事業所を

いいます。

◎以下の調査事項（番号４～７）については、あなたの事業所のみの金額（又は割合）等を記入して

ください。他の事業所分は含みません。

◎なお、「リース」に関する調査事項の４－Ⅳ（年間契約件数、年間契約高）と調査事項の５（その他の

物品賃貸業務のリース契約高の契約先産業別割合）については、売上高ではなく「契約高」に係る

数字（金額又は割合）を記入してください。

４ 年間売上高、 （１）「Ⅰ 事業所の年間売上高（消費税額を含む。）」

契 約 高 ① 事業所の年間売上高については、あなたの事業所が平成１９年１１月１日

から平成２０年１０月３１日までの１年間に得たすべての売上高、すなわち、利

益や所得ではなく経費を差し引く前の売上高に消費税額を含めて記入してください。

なお、上記１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の事業所の売上高を記入してください。

② 当該年間売上高には、本社・支社（営業所）間及び支社（営業所）相互

間の企業内取引によるサービス提供を行った場合は、提供価格若しくは振

替仕切額（提供価格若しくは振替仕切額がない場合は、そのサービス提供

原価）を含めてください。

③ 当該年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却によ

る収入は含めないでください。

（２）「Ⅱ Ⅰの「事業所の年間売上高（ 消費税額を含む。）」に占める業務別年間

売上高」

① 上記（１）の「Ⅰ」欄で記入した「事業所の年間売上高」について、「そ

の他の物品賃貸業務」及び「その他業務」に分けて業務別年間売上高を

記入してください。

② 「その他の物品賃貸業務」の内容については、本記入注意の「Ⅱ．調査

対象となる事業所」において記載されている業務（１～２頁参照）に基づ

きますので、当該部分を参照してください。

③ 「その他業務」に売上高の記入がある場合には、矢印に従って「その他

業務の内訳」の表に、業務の内訳の割合を記入してください。なお、「そ

の他業務の内訳」の表における業務の内容については、本記入注意の「５

年間売上高の契約先産業別割合」に記載している産業区分（６～７頁

参照）に従ってください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

４ 年間売上高、 （３）「Ⅲ 「その他の物品賃貸業務」に係るレンタルの年間契約件数 、 年間

契 約 高 売上高（消費税額を含む｡）」

（ つ づ き ） ① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「その他の物品賃貸業務」のうち、

レンタルについて、年間売上高を記入してください。対象となる業務について

は、国内・国外取引を問いません。金額には消費税額を含めて記入してください。

② 上記①のレンタル年間契約件数に係る年間売上高を記入してください。こ

の場合、金額には消費税額を含めて記入してください。

※「レンタル」と「リース」の区分については、下記を参照してください｡

注１：「レンタル」と「リース」の区分

○レンタル：「リース」以外の賃貸契約のすべて。

○リ ー ス：物件を使用させる期間が１年を超え、契約期間中に解約

の申し入れができない賃貸契約。

注２：支社がリース契約の申込みを受け、実際に取引をまとめた後、本社が

形式的に契約を結んだような場合は支社の契約として取り扱い、支社

の契約として調査票に記入してください。本社・支社間での調査票の

重複記入のないようにお願いします。

③ 物件の種類については、本記入注意の「Ⅱ．調査対象となる事業所」での

記載を参考にしてください。

（４）「Ⅳ 「その他の物品賃貸業務」に係るリースの年間契約件数、年間契約高

（消費税額を含む｡）」

① 上記（２）の「Ⅱ」欄で記入した「その他の物品賃貸業務」のうち、リース

について、年間契約件数を、リース物品の種類別に記入してください。

対象となる業務については、国内・国外取引を問いません。

② 上記①のリース年間契約件数に係る年間契約高を記入してください。この

場合、金額には消費税額を含めて記入してください。

（５）「Ⅴ 「その他の物品賃貸業務」に係るレンタル物品の保有数量」

上記の（２）の「Ⅲ」欄で記入した「その他の物品賃貸業務」に係るレンタル

物品について、平成２０年１１月１日現在で保有しているものの数量（個数、

セット数）を物品の種類別に記入してください。

５ 年間売上高及 （１）「「その他の物品賃貸業務」の４－Ⅲ欄の「レンタル年間売上高」及び
び 年 間 契 約 ４－Ⅳ欄の「リース年間契約高」の契約先産業別割合」
高の契約先産
業別割合 本調査票の「４－Ⅲ」欄で記入した「その他の物品賃貸業務」に係る

「レンタル年間売上高」及び「４－Ⅳ」欄で記入した「その他の物品賃
貸業務」に係る「リース年間契約高」について、契約先（取引相手）の
各産業の割合の合計が１００％となるようにそれぞれ整数で記入してく
ださい。
なお、合計が１００％にならない時は、割合の最も大きいところで

調整してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高及 （２）契約先産業別割合は、次の産業区分に従って記入してください。

び 年 間 契 約 産業区分 業 種 例 示

高の契約先産 土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、

業別割合 建 設 業 左官工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、電気工事

（ つ づ き ） 業、電気通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、衣服・その他の繊

維製品、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙

加工品、印刷・同関連業、化学工業、石油・石炭製品、

製 造 業 プラスチック製品、ゴム製品、なめし革・同製品・毛皮

製品、窯業・土石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品、

一般機械、電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイ

ス、輸送用機械、精密機械、武器等の製造業

電 気 ・ ガ ス ・ 電気業、ガス業、熱供給業、水道業

熱供給・水道業

通信業（信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、

電気通信に附帯するサービス業）、放送業（公共放送業、

民間放送業、有線放送業）、情報サービス業（ソフトウェ

情報通信業 ア業又は情報処理・提供サービス業）、インターネット附

随サービス業、映像・音声・文字情報制作業（映像情報

制作・配給業、音声情報制作業、新聞業、出版業、映像・

音声・文字情報制作に附帯するサービス業）

鉄道業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動

車運送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅

客運送業、一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送

業、貨物軽自動車運送業、集配利用運送業、その他の道

運 輸 業 路貨物運送業、外航海運業、沿海海運業、内陸水運業、

船舶貸渡業、航空運送業、航空機使用業、倉庫業、冷蔵

倉庫業、港湾運送業、貨物運送取扱業、運送代理店、こ

ん包業、運輸施設提供業、その他の運輸に附帯するサー

ビス業

卸 売 ・ 商社、代理商・仲立業、一般卸売店、製造業の販売事業

小 売 業 所、百貨店・スーパー、専門店などの小売店等

金 融 ・ 銀行業、協同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係

保 険 業 金融機関、貸金業・投資業等非預金信用機関、証券業、

商品先物取引業、補助的金融業、金融附帯業、保険業（含、

保険媒介代理業、保険サービス業）

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業 等

食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、

飲 食 店 , その他の一般飲食店、料亭、バー、キャバレー、 ナイト

宿 泊 業 クラブ、酒場、ビヤホール、旅館、ホテル、簡易宿所、

下宿業、その他の宿泊業
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

５ 年間売上高及 （つづき）

び 年 間 契 約 産業区分 業 種 例 示

高の契約先産 専門サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、

業別割合 司法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣

（つづき） 医業、土木建築サービス業、デザイン・機械設計業、著

述・芸術家業、写真業、その他の専門サービス業（興信

所、社会保険労務士事務所、経営コンサルタント業など））、

学術・開発研究機関、洗濯・理容・美容・浴場業、その

サービス業 他の生活関連サービス業（旅行業、家事サービス業、衣

（同業者を除 服裁縫修理業、物品預り業、火葬・墓地管理業、冠婚葬

く） 祭業等）、娯楽業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等

修理業、物品賃貸業（その他の物品賃貸業を除く）、広告

業、その他の事業サービス業（速記・ワープロ入力・複

写業、商品検査業、計量証明業、建物サービス業、民営

職業紹介業、警備業、他に分類されない事業サービス業）、

政治・経済・文化団体、宗教､その他のサービス業（集会

場、と畜場、他に分類されないサービス業）、外国公務（外

国公館、その他の外国公務）

公 務 国家及び地方公務

「その他の物品賃貸業」の同業者（同一企業間の企業内

同 業 者 取引を含む）

農業、林業、漁業、鉱業、医療業（病院、一般診療所、

歯科診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサー

ビス業）、保健衛生（保健所、健康相談施設、その他の保

そ 健衛生）、社会保険・社会福祉・介護事業（社会保険事業

そ の 団体、福祉事務所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、

他 障害者福祉事業、その他の社会保険・社会福祉・介護事

の の 業）、学校教育、その他の教育 ,学習支援業（社会教育、
産 職業・教育支援施設学習塾、教養・技能教授業（外国語

他 業 会話教授業、スポーツ・健康教授業、フィットネスクラ

ブなど））、複合サービス事業（郵便局、協同組合）など

※海外（国外）取引による売上高は、ここに含めてくだ

さい。

契約先が企業や各種団体が属する産業ではなく、直接個

個 人 人を対象としている場合は、ここに含めてください。

６ 年間営業費用 （１）「Ⅰ 事業所の年間営業費用（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 年間営業費用については、あなたの事業所（企業ではありません。）が、平成

用固定資産取 １９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの１年間に要した費用について

得額 記入してください。

なお、当該１年間での記入ができない等やむを得ない場合については、

最も近い決算日前の１年間の営業費用を記入してください。

② 当該年間営業費用には、営業として行っていない財産運用や財産売却によ

る費用は含めないでください。

③ 年間営業費用には、消費税額を含めて記入してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （つづき）
及び年間営業 ④ 年間営業費用は、次の区分に従って記入してください。

用固定資産取 費用区分 費 用 例 示

得額（つづき） ○平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日まで

の１年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当など

で定期的、臨時的に支払われたもの）及び退職金の総額

を税込み金額で記入してください。

給 与 支 給 ○営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パー

総 額 ト・アルバイトなど」、「臨時雇用者」の給与も含めて記

入してください。

○事業所で「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社

など別経営の事業所で働いている人）」がいる場合はその

給与も含めてください。

貸与資産原価 ○貸与資産（リース及びレンタル資産）の減価償却費のほ

か、固定資産税、保険料も含めてください。

リ ー ス ○所有権移転外ファイナンスリースに係るリース投資資産

投 資 原価（リース投資資産購入のための資金調達に伴う支払

資 産 原 価 い利息から投資資産購入資金により発生した預金利息を

差し引いた金額）を記入してください。

○貸与資産購入のための資金調達に伴う支払い利息から貸

資 金 原 価 与資産購入資金により発生した預金利息を差し引いた金

額を記入してください。

減 価 償 却 費 ○取得価額が１０万円以上の建物、機械・設備・装置など

の償却費(貸与資産以外の減価償却費)を記入してください。

○土地・建物を借りて業務を営んでいる場合は、この１年

土 地 ・ 間の賃借料を記入してください。

建 物 ○賃借料には、管理費などの共益費及び月極めの駐車料金

も含めてください。

賃 情 ○有線通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、

報 ファクシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子

借 機 通 計算機附属機器、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ(コンピュー

械 信 タ設計・製造システム)などの「情報通信機器」を借りて

料 ・ 機 業務を営んでいる場合は、この１年間の賃借料を記入し

装 器 てください。

置 そ ○自動車などの「輸送用機器」、複写機などの「事務用機器」

の など、情報通信機器以外の機械・装置を借りて業務を営

他 んでいる場合は、この１年間の賃借料を記入してください。

○「その他の営業費用」とは、上記以外の営業費用で以下

のものなどをいいます。なお、卸売・小売業務の商品仕

そ の 他 の 入額もここに含めてください。

営 業 費 用 荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、

消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄

付金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光

熱費、広告宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・

装置以外の賃借料など

※営業費用の調査項目には、売上原価、販売費及び一般管理費を含めて記入して

ください。損益計算書との関係は１３頁を参照してください。



- 9 -

Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

６ 年間営業費用 （２）「Ⅱ 事業所の過去１年間における営業用固定資産取得額（消費税額を含む。）」

及び年間営業 ① 「事業所の営業用固定資産取得額」には、平成１９年１１月１日から

用固定資産取 平成２０年１０月３１日までの１年間に新たに取得した資産（新品、中古品、

得額（つづき） 建物など）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間に営業用固定資産の取得がなかった場合は、合計欄に

「０」を記入してください。

② 年間営業用固定資産取得額には、消費税額を含めて記入してください。

③ 年間営業用固定資産取得額は、次の区分に従って記入してください。

資産区分 資 産 例 示

○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上のレンタ

機 レンタル・ ル及びリース契約対象となる物件の購入に要した費用

械 リ ー ス ※平成２０年４月１日以降に契約した「所有権移転外ファ

有 ・ 物 件 イナンス・リース」に係る物件の購入に要した費用は、

設 下記の「６Ⅲ リース投資資産取得額」に記入してくだ

形 備 さい。

・ ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の有線通

固 装 情報通信 信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、ファ

置 機 器 クシミリ、電子計算機、端末機器、補助装置、電子計

定 算機附属装置、パソコン、ＣＡＤ／ＣＡＭ（コンピュー

タ設計・製造システム）などの購入に要した費用

資 ○耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の工具器

そ の 他 具、機械、設備、装置、備品など（情報通信機器を除く）

産 の購入に要した費用

土 地 ○土地購入に要した費用

○既存の土地を整備することに要した費用

建物・その他 ○建物の購入、改築・改装に要した費用

の有形固定 ○給・排水及びガス設備、冷暖房用設備などの建物付属設

資 産 備の購入に要した費用

○その他取得した有形固定資産の購入に要した費用など

○物的な存在形態を持たない固定資産（法律的権利又は経

無 形 固 定 資 産 済的権利）の購入に要した費用をいいます。借地権、ソ

フトウェア、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、電

話加入権、営業権などがあります。

（３）「Ⅲ 事業所の過去１年間におけるリース投資資産取得額」

「リース投資資産取得額」には、平成１９年１１月１日から平成２０年１０月

３１日までの１年間に新たに投資した資産（新品、中古品、建物など、平成

２０年４月１日以降に契約した所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース

投資資産を含む。）の取得額について、購入手数料を含めて記入してください。

なお、この１年間にリース投資資産の取得がなかった場合は、「０」を記入

してください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （１）従業者数は、平成２０年１１月１日現在、又はこれに最も近い給与締切日

現在で記入してください。

（２）長期欠勤者で、１か月以上いかなる給与も受けていなかった人は、在籍者

であっても含めないでください。

（３）｢Ⅰ 事業所の従業者数」

事業所の従業者数について、以下に従って記入してください。

① 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」及び「総計」について、「別経営の事業所に

派遣している人」を含めた人数を男女別にそれぞれ記入してください。

なお、貴事業所において個人と契約を結んで雇用している場合は、「個

人業主」に含めるのではなく、「有給役員」以降の該当する部門に含め
て記入してください。（別経営の事業所から派遣されて当該事業所に在籍

している「個人業主」の人も含まれません。）

② 上記①において「別経営の事業所に派遣している人」がいる場合は、「総

計」の内数として、その人数を男女別に記入してください。

③ 「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」がいる場合
は、「総計」の右の別欄に、その人数を男女別に記入してください。

④ 派遣として働いている人とは、労働者派遣法にいう派遣労働者のほ
か、在籍出向など出向元に籍があり出向元から給与を受けながら出向
先の事業所で働いている人及び下請（請負業務）の仕事として働いて
いる人をいいます。

⑤ 従業者の各区分の内容は以下によります。

雇用形態区分 内 容 例 示

○個人業主とは、個人経営の事業主で、実際にこの事

業所の業務に従事している人

○無給の家族従業者とは、個人業主の家族で、賃金、

給与を受けずに事業所の業務に常時従事している人

① 個人業主（個人 ※家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を

経営の事業主） 受けて働いている人は常用雇用者欄に記入してくだ

及 び 無 給 の さい。

家 族 従 業 者 ※調査事項の「２ 経営組織及び資本金額」欄で、「３ 個

人経営」を選択した場合に記入してください。 したがっ

て、「１ 会社」及び「２ 会社以外の法人・団体」

を選択した場合には、「②有給役員」欄から「⑤臨時

雇用者」欄に記入してください。

○個人経営以外の場合で、経営組織が「会社」、「会社

以外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わな

い）で報酬、給与の支払いを受けている人

② 有 給 役 員 ※取締役や理事などであっても、事務職員、労務職員

を兼ねて一定の職務に就き一般職員と同じ給与規則に

よって給与を受けている人は「常用雇用者」に含めて

ください。また、ただ単に名目的で業務に従事せず、

かつ役員報酬を受けていない人は除いてください。
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （つづき）
（つ づ き） 雇用形態区分 内 容 例 示

○一定の期間を定めずに雇用されている人、又は１か

常 用 雇 用 者 月を超える期間を定めて雇用されている人

○平成２０年９月、１０月にそれぞれ１８日以上働き、

現在も雇用されている人

③一般に正社員、 ○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

正職員などと呼 どと呼ばれている人

ばれている人

○常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

④パート、 どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

アルバイトなど マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

ている人

(就業時間換 ○「④ パート・アルバイトなど」に記入した従業者全員の

算雇用者数) 総労働時間（１週間分）を貴事業所（貴社）の所定労働

時間（１週間分）で除して算出した人数（下記(※)参照）

⑤ 臨 時 雇 用 者 ○「常用雇用者」以外の雇用者で、１か月以内の期間

（常用雇用者以 を決めて雇用されている人又は日々雇用されている人

外の雇用者）

総 計 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

（①から⑤の合計） 入した従業者の合計（総計欄）

総計（①～⑤の ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

合計）のうち、 入した人のうち、他の会社など別経営の事業所へ出

別経営の事業所 向・派遣している人又は下請けとして他の会社など別

に派遣している人 経営の事業所で働いている人

総計のほかに別 ○「① 個人業主」欄から「⑤ 臨時雇用者」欄に記

経営の事業所か 入した人のほかに、他の会社など別経営の事業所から

ら派遣されている人 出向・派遣されている人又は下請として他の会社など

別経営の事業所からきて働いている人

（※）就業時間換算雇用者数記入例

例えば、１週間で２４時間勤務のアルバイトが４人いる場合は、「④パー

ト・アルバイト」欄に４人と記入します。あなたの会社の１週間あたり所

定労働時間が４０時間であれば、２４×４÷４０＝２．４となりますので、

「就業時間換算雇用者数」には「２」と整数で記入してください。（小数点

以下四捨五入）
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Ⅲ．調査事項ごとの記入注意（つづき）

番号 調 査 事 項 記 入 注 意

７ 従 業 者 数 （４）「Ⅱ 「その他の物品賃貸業務」の部門別事業従事者数」

（つ づ き） ① 「その他の物品賃貸業務」に携わる事業従事者数（※参照）を部門別に記

入してください。１人で複数の業務を兼ねている場合でも、その人の主た

る業務（例えば、就業時間数の多かった部門）で区分してください。

（※）事業従事者数とは、従業者数（「Ⅰ」欄の総計）から「別経営の事業所

に派遣している人」を除き、「別経営の事業所から派遣されている人」を

含めた人数をいいます。ただし、別経営の事業所から派遣されていても

「その他の物品賃貸業務」以外の業務に従事している人は除きます。

② この欄では、「その他の物品賃貸業務」に携わる事業従事者数を記入し

て頂きますので、調査項目との関連では下記の関係による人数となります。

「Ⅰ」欄の従業者数総計（①～⑤の合計）－「別経営の事業所に

派遣している人」＋「別経営の事業所から派遣されている人」の

うち、「その他の物品賃貸業務」に携わる人数（事業従事者数）

③ 部門別事業従事者数は、次の部門区分に従って記入してください。

（注）以下の各部門の「うち、別経営の事業所から派遣されている人」につ

いては、「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」のうち、

「その他の物品賃貸業務」に従事している人数を内数で各部門別に記入

してください。

部 門 区 分 内 容 例 示

○一般に、総務、企画、人事、経理、予算及び営業な

どの業務に従事する人

管 理 ・ 営 業 ○各種の「その他の物品賃貸業務」の受注契約、委託

部 門 者の意向の自社内の各部門への伝達、各種賃貸物件

の納品などの業務に従事する人

※有給役員のうち、「その他の物品賃貸業務」を担当す

る役員は、ここに含めてください。

※うち、別経営の事業所から派遣されている人（以下の部門区分についても同じ）

保 守 ・ 管 理 ○保守及び管理の条件（義務）に基づき、各種賃貸物

部 門 件の保守及び管理などの業務に従事する人

そ の 他 ○上記以外の業務に従事する人
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１　会  社

２   会 社 以 外

の 法 人 ･

団     体

３  個 人 経 営
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１  単独事業所

２　本 社

３　支 社
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ラ ジ オ 広 告

交 通 広 告

Ｓ Ｐ ・ Ｐ Ｒ ・

催 事 企 画
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屋 外 広 告

折込み ・ ダイ

レ ク ト メ ー ル

イ ン タ ー

ネ ッ ト 広 告

そ の 他
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電気業、ガス業、熱供給業、水道業
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減 価 償 却 費

そ の 他 の

営 業 費 用

情

報

通

信

機

器

そ

の

他
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土 　 地

※

無 形 固 定 資 産

建 物 ・
そ の 他
の有形固定
資 産
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② 有 給 役 員

常 用 雇 用 者

①  個人業主 （個人

　　経営の事業主）

　 及 び 無 給 の

　 家 族 従 業 者

※  ( 就業時間換

算雇用者数 )

④ パート、

  アルバイトなど

③ 一般に正社員、

正職員などと呼

ばれている人

○�常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な

どと呼ばれている人

○�常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」な�

どと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ

マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれ

ている人
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⑤  臨 時 雇 用 者

  （ 常 用 雇 用 者 以    

　 外 の 雇 用 者 ）

総 計
（ ① か ら ⑤ の 合 計 ）

総計のほかに別経

営の事業所から派遣

されている人

総計 （①～⑤の 

合計） のうち、

別 経 営 の 企 業

に 派 遣 し て

い る 人
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媒 体 部 門

Ｓ Ｐ　 ・ Ｐ Ｒ ・   

そ の 他

○�広告主の製品分析、市場分析、広告企画などの業務

に従事する人

06-広告業記入注意.indd   14 2008/08/12   17:37:08



- �� -

06-広告業記入注意.indd   15 2008/08/12   17:37:55



06-広告業記入注意.indd   16 2008/08/12   17:37:55



- 1 -

. .

JSIC

- � -

07-計量証明業記入注意.indd   1 2008/08/12   17:42:20



http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm

- � -

07-計量証明業記入注意.indd   2 2008/08/12   17:44:02



- � -
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団    体

３  個人経営

07-計量証明業記入注意.indd   3 2008/08/12   17:45:01



- � -
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そ の 他

体 　 積

質 　 量

大 　 気

水 　 質

土 　 壌

騒 　 音

○貨物の長さ、面積、熱量等の上記以外の測定
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電気 ・ ガス ・

熱供給・水道業

金 融 ・

保 険 業

飲 食 店 ,

宿 泊 業

電気業、ガス業、熱供給業、水道業
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外 注 費

減 価 償 却 費
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土 　 地

※

無 形 固 定 資 産
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⑤  臨 時 雇 用 者

  （ 常 用 雇 用 者 以    

　 外 の 雇 用 者 ）

総 計
（ ① か ら ⑤ の 合 計 ）

総計のほかに別経

営の事業所から派遣

されている人

常 用 雇 用 者

※  ( 就 業 時 間 換

算 雇 用 者 数 )

④ パート、

  アルバイトなど

③ 一般に正社員、

正職員などと呼

ばれている人

総計 （①～⑤の 

合計） のうち、

別 経 営 の 事 業

所 に 派 遣 し て

い る 人
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一般計量測定

環 境 測 定
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